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巻
頭
の
こ
と
ば

日
本
大
学
通
信
教
育
部
長
　
関
　
　
　
正
　
晴

日
本
大
学
通
信
教
育
部
『
研
究
紀
要
』
第
三
二
号
が
発
行
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
研
究
紀
要
は
、
通
信
教
育
部
所
属
教
員
に
よ
る
研
究
成
果

と
し
て
毎
年
一
回
発
行
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
通
信
教
育
部
は
、
法
学
部
、
文
理
学
部
、
経
済
学
部
、
商
学
部
の
通
信
教
育
課
程
か
ら
構
成
さ
れ
て
お

り
学
際
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。
通
信
教
育
部
教
員
の
研
究
成
果
を
広
く
社
会
に
還
元
す
る
こ
と
は
、
高
等
教
育
機
関
、
生
涯
教
育
機
関
と
し
て

の
使
命
を
担
う
通
信
教
育
部
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
反
映
し
て
、
こ
の
『
研
究
紀
要
』
に
お
け
る
研
究
成
果
の
掲
載
は
幅

広
い
社
会
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
論
文
五
編
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
文
理
学
部
関
係
で
は
髙
綱
博
文
教
授
、
近
藤

健
史
教
授
、
鍋
本
由
徳
准
教
授
、
野
澤
拓
夫
非
常
勤
講
師
、
商
学
部
関
係
で
は
雨
宮
史
卓
教
授
の
玉
稿
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
通
信
教

育
部
の
教
員
に
よ
る
学
際
的
な
論
文
の
掲
載
は
、
幅
広
い
社
会
の
要
求
に
応
え
る
内
容
の
も
の
と
思
い
ま
す
。

通
信
教
育
部
の
教
員
は
、
夏
期
ス
ク
ー
リ
ン
グ
、
夜
間
ス
ク
ー
リ
ン
グ
、
地
方
ス
ク
ー
リ
ン
グ
な
ど
の
変
則
的
な
授
業
形
態
の
中
で
活
動
し
て
い
る

た
め
長
期
間
の
休
暇
を
利
用
し
た
研
究
論
文
の
執
筆
活
動
が
困
難
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
制
約
の
中
で
、
こ
の
度
、
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
ま
し
た

先
生
方
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
今
後
も
通
信
教
育
部
の
教
員
が
よ
り
多
く
の
充
実
し
た
研
究
成
果
を
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
を
祈
念
致
す
次
第
で

す
。
最
後
に
、
研
究
紀
要
の
編
集
作
業
に
ご
尽
力
頂
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
し
て
巻
頭
の
こ
と
ば
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
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一
、
は
じ
め
に

　

三
木
露
風
は
、
北
海
道
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
を
辞
任
し
た
後
、
カ
ト
リ
ッ

ク
の
宣
布
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
各
地
へ
出
か
け
、
講
演
活
動
を
活
発
に
行
っ

た
。
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
東
北
巡
講
の
旅

に
出
か
け
岩
手
県
、
青
森
県
、
秋
田
県
、
山
形
県
を
巡
り
、
多
く
の
講
演
を
し

て
い
る
。
ま
た
、
各
地
で
作
品
も
作
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
巡
講
に
お
け
る
作
品
に
つ
い
て
は
、
作
品
集
や
『
三
木
露
風

全
集
』
な
ど
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
ま
た
、
東
北
巡
講
の
旅
に
関
す
る
研
究
も
、
平
成
六
（
一
九
九
四
）

年
に
家
森
長
治
郎
に
よ
る
、
新
発
見
の
長
詩
篇
「
天
父
と
閑
古
鳥
」
に
つ
い
て

の
論
考
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
初
め
て
東
北
巡
講
の
旅
の
大
ま
か
な

行
程
が
示
め
さ
れ
、
紀
行
文
が
『
山
崎
新
聞
』（
当
時
、
兵
庫
県
宍
粟
郡
山
崎

町
）
に
連
載
さ
れ
、カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
『
小
羊
』（
四
国
高
松
市
）
に
「
巡
講
記
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た注
１
。

と
こ
ろ
が
、こ
の
『
山
崎
新
聞
』
は
公
的
機
関
な
ど
に
保
存
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
容
易
に
目
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
度
、
縁
あ
っ

て
『
山
崎
新
聞
』
の
原
本
を
閲
覧
す
る
機
会
を
得
て
、
東
北
巡
講
の
旅
に
お
け

る
紀
行
文
の
全
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

本
稿
は
、
露
風
が
東
北
巡
講
の
紀
行
文
を
寄
稿
し
た
『
山
崎
新
聞
』
に
お
け

る
「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
一
）
～
（
三
十
一
）」（
昭
和
三
年
二
月
十
六
日

～
八
月
二
十
一
日
）
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
『
小
羊
』
の
「
東
北
巡
講
記
（
一
）

～
（
三
）」（
昭
和
三
年
七
月
・
八
月
・
九
月
）・「
秋
田
山
形
新
潟
巡
講
記
（
一
）

～
（
三
）」（
昭
和
三
年
十
一
月
・
十
二
月
・
同
四
年
一
月
）
と
に
掲
載
さ
れ
た
詩
、

短
歌
、
俳
句
な
ど
の
作
品
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
見
い
出
さ
れ
な
い
ま
ま
で
、
珍
し
い

も
の
で
あ
る
。

二
、
岩
手
県
盛
岡
市
に
お
け
る
作
品

　

露
風
が
盛
岡
を
訪
れ
た
の
は
、
こ
の
時
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
盛
岡
駅
に
到

着
し
た
の
は
、
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
年
）
五
月
二
十
三
日
朝
八
時
過
ぎ
で

あ
る
。
滞
在
は
、
二
十
五
日
十
二
時
に
青
森
県
三
本
木
に
出
立
と
い
う
短
い
も

の
で
あ
っ
た
。

そ
の
二
日
間
は
、
講
演
や
歓
迎
会
で
多
忙
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
到
着
し
た

朝
九
時
か
ら
宿
泊
先
で
も
あ
る
四
ツ
家
天
主
公
教
会
で
ミ
サ
に
出
席
、
そ
の
後

信
徒
た
ち
に
東
京
の
教
会
の
教
勢
な
ど
の
話
を
し
、
午
後
は
東
北
高
等
女
学
校

三
木
露
風
東
北
巡
講
に
お
け
る
作
品
の
諸
相

近
藤
健
史
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― 4 ―

の
講
堂
で
講
演
、
夜
六
時
半
か
ら
は
内
丸
の
西
洋
料
理
店
「
日
盛
軒
」
に
お
け

る
歓
迎
会
に
出
席
と
い
う
日
程
で
あ
っ
た
。
翌
日
二
十
四
日
は
、
午
前
十
時
よ

り
県
立
盛
岡
中
学
校
で
講
演
、午
後
二
時
よ
り
県
立
女
子
師
範
学
校
に
て
講
演
、

午
後
七
時
か
ら
は
教
会
に
お
け
る
神
父
主
催
の
慰
労
会
に
出
席
、
十
二
時
解
散

と
い
う
忙
し
さ
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
で
も
露
風
は
、
行
っ
た
先
々
で
即
興
の
作
品
を
作
っ
て
揮

毫
し
て
い
る
。
例
え
ば
、教
会
に
お
い
て
は
「
各
々
揮
毫
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、

私
は
短
冊
や
式
紙
や
或
い
は
画
帳
な
ど
に
詩
歌
を
書
い
た
。
主
と
し
て
其
の
作

品
は
即
興
で
其
の
場
で
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
」、「
其
の
時
新
聞
記
者
は
各
々

の
為
に
私
が
書
い
た
短
冊
式
紙
濤
を
集
め
て
其
の
歌
を
新
聞
に
載
せ
る
為
に
、

皆
か
ら
借
り
て
持
ち
帰
っ
た
」
と
記
し
て
い
る注
２
。
ま
た
、
盛
岡
中
学
校
で
の
講

演
終
了
後
の
場
合
は
、「
教
職
員
の
希
望
の
色
紙
や
短
冊
に
、
新
作
の
短
歌
を

書
い
た
。
外
に
は
、
八
重
桜
が
満
開
で
あ
る
の
が
窓
か
ら
見
え
、
そ
の
下
の
芝

生
の
青
い
色
も
美
し
か
っ
た
。
遠
く
に
閑
古
鳥
が
鳴
く
の
を
私
は
聞
い
て
懐
か

し
く
思
っ
た
。
其
時
、
私
は
盛
岡
の
歌
を
、
即
席
で
作
り
、
書
い
た
が
、
そ
れ

を
書
き
ぱ
な
し
に
し
て
贈
っ
て
き
た
の
で
、茲
に
収
め
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
」

と
記
し
て
い
る注
３
。
露
風
か
ら
作
品
を
贈
ら
れ
た
人
々
は
、
盛
岡
公
教
会
の
所
報

に
「
中
学
校
で
も
女
子
師
範
で
も
先
生
方
は
詩
や
発
句
な
ど
を
書
い
て
い
た
ゞ

き
皆
さ
ん
よ
ろ
こ
ん
で
居
る
そ
う
で
す
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る注
４
。

宿
泊
先
で
あ
る
教
会
に
も
、
多
く
の
来
訪
客
が
あ
り
、
色
紙
短
冊
等
に
歌
を

書
い
て
い
る
。
そ
の
来
訪
客
の
一
人
に
、
露
風
に
自
作
の
歌
集
を
贈
る
た
め
に

訪
ね
て
き
た
小
田
島
孤
舟
が
い
た
。
盛
岡
の
歌
人
で
あ
る
孤
舟
は
、
そ
の
時
の

こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
歌
に
し
て
い
る注
５
。

　
　

四
谷
の
天
主
教
会
に
三
木
露
風
氏
を
訪
ふ

い
の
り
に
と
神
父
は
立
て
り
こ
れ
や
こ
の
天
主
教
会
は
夕
な
る
ら
し

つ
ゝ
ま
し
き
夕
な
り
け
り
こ
れ
や
こ
の
サ
ン
タ
マ
リ
ヤ
の
前
に
語
れ
ば

露
風
は
、
こ
の
五
ヶ
月
後
に
、
盛
岡
天
主
教
会
の
ド
シ
エ
霊
父
に
「
盛
岡
教

会
主
任
司
祭
ド
シ
エ
師
の
聖
職
二
十
五
年
記
念
に
寄
せ
た
祝
歌
」
と
題
す
る
詩

を
贈
っ
て
い
る注
６

。

各
滞
在
先
で
揮
毫
し
た
作
品
は
、
残
念
な
が
ら
、
い
ま
だ
確
認
で
き
て
い
な

い
。
そ
こ
で
、
東
北
巡
講
に
お
け
る
作
品
の
諸
相
の
解
明
に
は
、
露
風
が
寄
稿

し
た
『
山
崎
新
聞
』
の
紀
行
文
や
『
小
羊
』
の
巡
講
記
が
大
き
な
手
掛
か
り
に

な
る
。

次
の
詩
は
、
県
立
盛
岡
中
学
校
に
お
け
る
講
演
を
終
え
た
あ
と
、
教
会
に
戻

り
庭
園
を
逍
遥
し
た
時
に
口
ず
さ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
作
詩
事
情
に
つ
い

て
は
、「
時
は
、
初
夏
に
も
近
い
頃
な
の
で
、
私
の
心
に
は
大
正
六
年
に
東
北

を
旅
行
し
た
以
前
の
事
が
思
ひ
出
さ
れ
た
。
さ
う
し
て
其
の
時
作
っ
た
詩
を
口

ず
さ
ん
で
見
た
」
と
あ
り注
７
、
ま
た
「
こ
の
詩
は
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
、
私
が
奥

州
へ
旅
行
し
た
時
作
つ
た
も
の
で
、
詩
作
当
時
か
ら
八
年
を
経
て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、
盛
岡
の
景
趣
に
も
稍
似
通
う
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
私
は
、
こ

れ
を
独
誦
し
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る注
８
。
つ
ま
り
、
盛
岡
に
お
け
る
作
詩
で
は
な

い
が
、
過
去
の
詩
を
回
想
し
た
の
で
あ
る
。
八
年
ほ
ど
前
の
暮
春
の
頃
、
藤
原

三
代
が
栄
華
を
極
め
た
平
泉
中
尊
寺
を
観
た
い
と
思
い
訪
れ
た
時
、芭
蕉
の「
夏

草
や
」
の
句
碑
や
毛
越
寺
な
ど
を
巡
り
、
他
に
詩
「
平
泉
に
て
」
や
短
歌
八
首

を
残
し
て
い
る注
９
。

　
　
　
「
羈
旅
」

　

さ
く
ら
散
る
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六
月
の
陸
奥
に

　

吹
か
れ
て
歩
む

　

人
と
馬
。

　

旅
に
出
で

　

南
と
北
に

　

め
ぐ
り
会
ふ

　

三
度
び
の
春
よ
。

　

都
に
は

　
　

夏
ご
ろ
も

　

早
、
匂
へ
る
も
の
を

　

あ
な
寂
し
、
我
れ
は
行
く
、
身
に
染
み
て
。

　

桟
道
の
日
照
り
雨

　

霽
る
ゝ
と
見
れ
ば

　

し
ら
〴
〵
と
見
え
き
た
る

　

衣
川
。　
　
　
　
　
　

（『
青
き
樹
か
げ
』
新
潮
社
、
大
正
十
一
年
七
月
。「
北
日
本
の
旅

と
自
然
と
（
八
）」・「
東
北
巡
講
記
（
一
）」
掲
載
）

盛
岡
に
お
け
る
心
境
に
つ
い
て
露
風
は
、「
教
会
に
ゐ
て
も
外
を
歩
い
て
も

静
閑
で
、
且
つ
嘉
悦
を
感
ぜ
し
め
た
」
述
べ
て
い
る注1
注

。
そ
れ
に
は
、
好
晴
な
天

候
、
晩
春
の
季
節
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
盛
岡
市
の
郊
外
に
は

鈴
蘭
の
咲
く
野
が
あ
っ
た
」
と
し
て
、
次
の
鈴
蘭
の
歌
を
あ
げ
て
い
る
。

　
　
　

を
と
め
ら
は
花
を
摘
み
つ
ゝ
あ
ゆ
み
け
り

　
　
　

小
鳥
の
飛
べ
る
鈴
蘭
の
野
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
東
北
巡
講
記
（
二
）」
掲
載
）

　

ま
た
、こ
の
歌
か
ら
、「
鈴
蘭
は
北
海
道
の
天
使
園
修
道
院
付
近
に
も
咲
く
し
、

札
幌
付
近
に
も
咲
く
。
私
は
此
の
花
の
咲
く
の
を
見
て
懐
か
し
く
思
っ
た
」と
、

か
つ
て
住
ん
で
い
た
北
海
道
へ
の
思
い
を
述
べ
て
い
る注注
注

。

露
風
が
い
た
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
は
、
函
館
市
郊
外
の
当
別
に
あ
り
、
所

在
地
か
ら
当
別
修
道
院
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
函
館
市
に
は
、
明
治
十
五

（
一
八
八
二
）
年
に
文
部
省
認
可
の
正
式
な
女
学
校
と
し
て
開
校
し
た
「
遺
愛

女
学
校
」
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
宣
教
師
夫
妻
に
よ
っ
て
開

設
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
女
子
学
院
で
あ
る
。
学
院
で
は
、
鈴
蘭
の
花
を

広
く
世
に
伝
え
た
の
は
、
こ
の
遺
愛
女
学
校
の
宣
教
師
た
ち
で
あ
る
と
伝
え
ら

れ
て
い
て
、
明
治
時
代
か
ら
鈴
蘭
摘
み
の
遠
足
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
現

在
函
館
市
に
は
、
鈴
蘭
の
花
が
咲
い
て
い
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
鈴
蘭
丘

町
が
あ
る
。
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
制
定
の
学
院
の
校
章
は
、
左
右
か
ら
遺

愛
の
文
字
を
鈴
蘭
の
花
が
囲
ん
で
い
る
。
ま
た
、
こ
の
学
院
に
は
、
体
が
弱
く

卒
業
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
正
十
三
・
十
四
年
頃
に
は
石
川
啄
木
の
娘
京
子
も

通
っ
て
い
た
。

そ
の
石
川
啄
木
と
鈴
蘭
も
無
縁
で
は
な
い
。
鈴
蘭
は
、
盛
岡
市
郊
外
、
啄
木

ゆ
か
り
の
渋
民
村
に
あ
る
姫
神
山
の
ふ
も
と
を
覆
っ
て
い
て
、
地
元
で
は
有
名

で
あ
っ
た
。
か
つ
て
盛
岡
駅
に
は
、
ホ
ー
ム
で
鈴
蘭
を
売
る
「
す
ず
ら
ん
娘
」

が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
始
ま
り
は
定
か
で
は
な
い
が
、
地
元
の
新
聞
に
よ
っ

て
確
認
で
き
る
の
は
、
露
風
が
盛
岡
を
訪
れ
た
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
や
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東
北
巡
行
記
を
寄
稿
し
た
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
よ
り
数
年
後
に
な
る
。
そ

れ
は
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
に
『
岩
手
毎
日
新
聞
』（
五
月
十
二
日
）「
鈴
蘭

の
花
が
咲
き
ま
し
て
、
駅
売
り
近
く
始
め
る
」、『
岩
手
日
報
』（
五
月
十
九
日

夕
刊
）「
可
愛
ら
し
い
鈴
蘭
売
り
の
娘
、け
ふ
正
午
の
列
車
か
ら
盛
岡
駅
の
ホ
ー

ム
に
出
る
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
露
風
が
盛
岡
を
訪
れ
た
五
月
中
旬
は
、
鈴

蘭
の
花
が
盛
り
の
時
期
で
あ
る
。

実
は
、
啄
木
の
詩
に
も
鈴
蘭
が
登
場
す
る
。
鈴
蘭
は
、
土
地
の
農
民
に
と
っ

て
は
馬
も
喰
わ
な
い
迷
惑
な
雑
草
で
あ
る
。
か
つ
て
鈴
蘭
が
生
え
る
土
地
は
痩

せ
た
土
地
の
代
名
詞
と
な
り
、
畑
も
で
き
な
い
見
捨
て
ら
れ
た
土
地
で
「
狐
こ

ろ
ば
し
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
言
う
。
そ
の
鈴
蘭
は
、
盛
岡
市
碃
町
で
新
婚
生

活
を
送
っ
て
い
た
明
治
三
十
八
（
一
九
〇
五
）
年
十
二
月
二
日
の
夜
の
作
で
、

極
め
て
印
象
的
な
詩
「
蹄
の
あ
と
」
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
盛
岡
に
滞
在
中

の
露
風
は
、
啄
木
の
文
学
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
、
歌
よ
り
も
詩
の
方
が

よ
い
と
答
え
「
啄
木
君
の
詩
に
は
情
熱
が
あ
り
、
詩
趣
が
あ
り
、
藝
術
が
あ
る

か
ら
で
す
」
と
評
価
し
て
い
る注1
注

。
詩
「
蹄
の
あ
と
」
は
、『
あ
こ
が
れ
』
の
あ

と
を
つ
ぐ
詩
集
の
た
め
に
準
備
し
て
い
た
『
黄
草
集
』
と
題
す
る
詩
稿
ノ
ー
ト

に
収
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、そ
の
詩
の
初
刊
は
『
石
川
啄
木
全
集
第
三
巻
』

（
改
造
社　

昭
和
四
年
）で
あ
り
、露
風
が
盛
岡
に
来
盛
す
る
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
「
蹄
の
あ
と
」　 

友
井
口
龍
城
子
が
新
著『
蹄
の
あ
と
』（
グ
ス
タ
ー
フ
傳
）

に
餞
す
る
の
詩

　

雲
わ
か
れ
、
光
天
に
、

　

生
の
火
の
人
の
胸
に

　

も
え
し
日
を
思
ほ
へ
ば
や

　

あ
な
尊
と
、
こ
の
國
國
、

　

野
に
谷
に
、
音
も
こ
も
れ
、

　

あ
り
し
日
の
蹄
の
あ
と

　

花
ぞ
咲
け
る
。

　

選
ら
れ
児
の
胸
に
も
え
し

　

火
よ
、
神
の
さ
か
え
な
れ
ば
、

　

あ
は
れ
、
火
の
つ
る
ぎ
、
草
を

　

な
ぎ
立
て
し
戦
の
野
の

　

駒
光
る
蹄
の
あ
と
、

　

さ
く
は
、
見
よ
、
花
鈴
蘭
、

　

香
も
高
け
れ
。

　

し
ろ
が
ね
の
花
の
鈴
や
、

　

か
を
り
こ
そ
美
し
響
き
。

　

鳴
る
は
、
世
の
と
こ
し
な
へ
に

　

熄
え
ぬ
光
の
功
積
功
積
、
ま
た
、

　

朽
ち
ぬ
世
の
祝
の
幸
日
、

　

年
毎
に
野
邊
に
か
へ
る

　

と
は
の
春
よ
。

（
以
下
省
略
）

　
　
　
　
　
（
詩
稿
ノ
ー
ト
『
黄
草
集
』「
江
畔
雑
詩
」、『
啄
木
全
集
第
三
集
』

岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
六
年
）

　

露
風
は
、
盛
岡
を
訪
れ
て
深
い
親
し
み
を
感
じ
た
こ
と
の
一
つ
に
「
故
石
川

啄
木
君
の
記
念
碑
が
盛
岡
郊
外
に
建
っ
て
ゐ
る
。
石
川
君
は
盛
岡
付
近
の
渋
民
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村
の
出
身
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
」
と
啄
木
を
あ
げ
て
い
る注1
注

。
ま
た
、「
民
衆

的
な
短
歌
を
作
っ
た
故
石
川
啄
木
君
は
岩
手
県
下
、
渋
民
村
の
人
で
、
盛
岡
に

近
い
所
に
生
ま
れ
た
。
現
在
は
其
の
郷
土
に
記
念
碑
が
建
っ
て
ゐ
る
。
彼
は
岩

手
山
を
歌
に
詠
じ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
岩
手
山
は
実
に
秀
麗
な
や
ま
で
あ
る
。
峰

に
雲
を
置
い
て
、
頂
が
見
え
ぬ
事
が
あ
る
。
盛
岡
市
は
此
の
山
を
後
方
に
負
う

て
ゐ
る
か
ら
一
層
景
色
が
よ
い
の
だ
」
と
、
岩
手
山
を
眺
め
啄
木
へ
の
思
い
を

語
っ
て
い
る注1
注

。
来
盛
の
数
年
前
に
も
、
東
京
か
ら
北
海
道
の
当
別
に
あ
る
修
道

院
に
帰
る
途
中
、東
北
線
で
青
森
に
向
か
う
汽
車
か
ら
盛
岡
の
岩
手
山
を
見
て
、

「
岩
手
山
の
見
え
る
間
、
啄
木
の
こ
と
な
ど
思
ひ
な
が
ら
過
ぎ
た
」
と
記
し
て

い
る注1
注

。
啄
木
の
作
品
を
高
く
評
価
し
て
い
た
露
風
は
、
啄
木
が
亡
く
な
っ
た
三
年
後

の
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
の
夏
、
当
別
の
修
道
院
に
留
ま
っ
て
い
た
時
に
函

館
立
待
岬
近
く
に
あ
る
啄
木
の
墓
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
啄
木
を
弔
う
」

と
い
う
詩
を
発
表
し
て
い
る注1
注

。

露
風
は
、
啄
木
ゆ
か
り
の
地
に
咲
く
鈴
蘭
を
見
て
、
啄
木
の
こ
と
も
思
い
出

し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、
青
森
県
三
本
木
町
に
お
け
る
作
品

　

五
月
二
十
五
日
夕
方
、
東
北
巡
講
の
第
二
の
目
的
地
で
あ
る
青
森
県
三
本
木

町
（
現
在
の
十
和
田
市
）
に
到
着
す
る
。
そ
の
町
で
は
、
醸
造
元
で
あ
り
名
士

で
あ
る
二
代
目
三
浦
萬
之
助
宅
に
、
五
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
一
日
朝
ま
で
滞

在
し
て
い
る
。
初
代
三
浦
萬
之
助
は
、
こ
の
地
に
初
め
て
天
主
公
教
会
を
建
て

た
人
で
あ
り
、
三
浦
家
は
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
。

到
着
し
た
そ
の
日
は
、「
コ
ル
ジ
ェ
霊
父
や
私
は
聖
堂
に
入
り
て
感
謝
の
祈

り
を
な
し
後
に
教
父
館
で
三
浦
君
を
加
え
て
三
人
椅
子
に
倚
つ
て
い
ろ
〳
〵
の

話
」
を
し
て
再
会
を
懐
か
し
ん
で
い
る注1
注

。
こ
の
町
で
の
滞
在
は
、
親
し
い
友
人

が
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
六
泊
七
日
で
あ
り
、
講
演
会
も
少
な
い
こ
と
か
ら
心
休

ま
る
日
々
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
三
本
木
町
を
離
れ
る
前
日
の
五
月
三
十
日
、
三
本
木
町
の
野
の
風

景
と
閑
古
鳥
に
寄
せ
て
、
天
父
の
恩
恵
を
テ
ー
マ
と
す
る
長
詩
篇
を
作
っ
て
い

る注1
注

。

　
　
　
「
天
父
と
閑
古
鳥
」

　

我
愛
す
る
三
木
羅
風
の
妻
の
モ
ニ
カ
に
贈
る

　
　
　
　

一

雨
降
る
空
の
か
な
た
な
る
、

林
の
上
に
な
く
と
り
よ
。

そ
は
我
が
愛
す
る
閑
古
鳥
。

皐
月
の
末
の
或
る
ひ
と
日
。

　
　
　
　

二

そ
ぼ
降
る
雨
の
音
の
し
て
、

庭
の
若
葉
の
色
を
増
す
。

躑
躅
の
花
の
く
れ
な
ゐ
に
、

あ
る
ひ
は
白
に
咲
き
揃
ふ
。

　
　
　
　

三

又
も
聞
ゆ
る
閑
古
鳥
。

聞
く
と
お
も
へ
ば
止
み
絶
え
て
、

し
づ
け
さ
勝
る
青
葉
陰
、

い
と
懐
か
し
き
庭
の
昼
。
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四

神
の
恵
み
の
其
の
声
よ
。

い
つ
し
か
雨
は
霽
れ
あ
が
り
、

お
も
ひ
で
深
き
野
を
お
も
ふ
。

聴
け
ば
声
佳
き
閑
古
鳥
。

　
　
　
　

五

此
処
は
陸
奥
晩
春
の
、

若
草
繁
れ
る
野
の
町
よ
。

天
父
の
聖
旨
に
副
ひ
て
来
て
、

吾
は
め
ぐ
美
の
香
に
浴
す
。

　
　
　
　

六

或
時
さ
ま
よ
ふ
野
や
林

天
に
在
す
大
神
の
、

い
と
〳
〵
ふ
か
き
愛
を
も
て
、

聴
き
し
声
好
き
閑
古
ど
り
。

　
　
　
　

七

皐
月
の
丘
の
片
辺
り
、

白
き
花
咲
く
水
の
べ
よ
。

友
と
し
ふ
た
り
語
ら
ひ
て
、

遠
に
鳴
く
鳥
聞
き
に
け
り
。

　
　
　
　

八

見
れ
ば
青
く
さ
茂
り
た
る
、

野
を
ば
流
る
ゝ
真
清
水
の
、

う
る
ほ
し
行
き
て
音
立
る
、

い
と
も
麗
は
し
五
月
の
野
。

　
　
　
　

九

嗚
呼
閑
古
鳥　

閑
古
ど
り
。

こ
の
時
鳴
け
る
閑
古
鳥
。

わ
が
故
郷
の
学
び
舎
の
、

寮
舎
の
昔
、
憶
ひ
出
づ
。

　
　
　
　

一
〇

そ
こ
は
翠
の
山
山
に
、

囲
ま
れ
、
水
の
、
い
と
清
く
、

朝
暾
の
光
希
望
あ
り
、

夕
う
る
は
し
日
の
余
栄
。

　
　
　
　

一
一

我
い
と
若
き
齢
に
て
、

御
神
の
御
恩
寵
享
け
し
時
、

愛
と
希
望
に
燃
え
し
と
き
、

天
の
寵
児
と
称
ば
れ
た
り
。

　
　
　
　

一
二

天
に
ま
し
ま
す
我
が
神
は
、

吾
は
知
ら
ね
ど
、
今
想
ふ
―

其
時
日
毎
に
年
毎
に
、

天
よ
り
恵
み
て
照
ら
さ
れ
ぬ
。

　
　
　
　

一
三

い
と
佳
き
わ
れ
の
青
春
よ
、

過
ぎ
て
往
き
け
る
其
の
か
み
よ
。

心
と
ど
ろ
き
、
胸
も
え
て
、

春
を
愛
し
き　

夏
秋
も
。
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一
四

春
は
川
辺
の
路
往
き
て
、

野
に
咲
く
花
を
摘
み
に
け
り
。

山
や
野
原
の
そ
ゞ
ろ
ゆ
き
、

桜
や
、
す
み
れ
の
花
め
で
ぬ
。

　
　
　
　

一
五

詩
の
寵
得
て
は
歌
し
る
し
、

友
の
な
さ
け
を
天
主
に
享
け
、

そ
の
と
き
聴
き
し
閑
古
鳥
、

妻
よ
吾
妻
。
吾
れ
聞
き
ゝ
ぬ
―
。

　
　
　
　

一
六

我
れ
、
い
ま
、
歌
ふ
、
わ
れ
語
る
―

御
父
、
わ
れ
を
畴
昔
よ
り

天
に
て
地
に
て
愛
さ
れ
き

天
に
て
地
に
て
愛
さ
れ
き
。

　
　
　
　

一
七

緑
の
小
山
に
我
れ
上
り
、

国
を
思
ひ
ぬ
、
よ
き
国
を
―

わ
か
葉
の
中
に
花
ぞ
の
を
、

善
き
愛
の
家
ま
ぼ
ろ
し
を
―
。

　
　
　
　

一
八

愛
す
る
妻
よ
、
わ
れ
ら
今
、

愛
の
花
園
心
に
は
、

ふ
た
り
し
、
持
ち
て
あ
り
ぬ
る
よ
、

さ
れ
ど
、
そ
の
我
れ
、
汝
を
知
ら
ず
。

　
　
　
　

一
九

天
父
の
大
神
知
り
た
ま
ひ
、

汝
を
ば
我
と
結
ば
れ
ぬ
。

愛
す
る
吾
つ
ま
、
わ
が
嬬
よ
、

白
き
花
な
る
、
か
ん
ば
し
き
―
。

　
　
　
　

二
〇

吾
今
、
御
旨
の
ま
に
ま
に
ぞ

聖
教
伝
ふ
べ
く
来
り
、

北
の
陸
奥
、
盛
岡
や
、

此
処
の
翠
緑
の
三
本
木
―

　
　
　
　

二
一

征
旅
の
如
く
に
語
り
た
り

人
々
の
為
、
神
の
た
め
、

み
教
弘
め
て
か
た
り
け
り
、

か
く
て
ぞ
、
詩
の
寵
、
今
ぞ
得
し

　
　
　
　

二
二

汝
れ
知
る
ご
と
く
、
天
の
母
、

父
な
る
大
神
諸
共
に
、

わ
れ
を
抱
き
て
示
し
ま
す
、

春
の
、
御
蒼
穹
と
野
の
緑
。

　
　
　
　

二
三

此
処
の
野
辺
み
な
お
ほ
は
れ
ぬ
、

榎
や
杉
や
も
ろ
〳
〵
の
、

色
好
き
草
木
の
緑
も
て
―
、

あ
る
ひ
は
花
も
て
飾
ら
れ
ぬ
。
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二
四

黄
な
る
花
咲
く
野
に
来
り
、

む
ら
が
る
其
の
花
な
が
め
つ
つ
、

草
に
憩
ひ
て
、
我
れ
在
れ
ば
、

閑
古
鳥
啼
く
、
遠
き
森
。

　
　
　
　

二
五

西
の
森
に
て
な
く
を
聞
き
、

や
が
て
南
に
啼
く
を
聴
く
。

う
れ
し
き
声
の
閑
古
鳥
。

時
に
は
、
ほ
の
か
の
其
の
声
よ
。

　
　
　
　

二
六

我
そ
の
声
を
き
く
と
き
は
、

心
に
喜
悦
湧
き
来
り
、

神
の
御
恵
思
ふ
な
り
、

ま
た
思
ふ
な
り
過
ぎ
し
日
を
。

　
　
　
　

二
七

あ
ゝ
閑
古
鳥
、
汝
が
声
は
、

我
に
似
た
り
と
思
ふ
な
り
。

い
と
懐
し
き
閑
古
鳥
、

野
を
飛
び
て
行
く
閑
古
鳥
。

　
　
　
　

二
八

愛
す
る
妻
よ
、
又
、
語
る
、

彼
の
修
道
の
院
の
場
、

尊
き
神
を
拝
す
る
処
、

か
し
こ
の
め
ぐ
り
の
山
や
野
や
。

　
　
　
　

二
九

か
し
こ
に
啼
き
ぬ
閑
古
鳥
、

妻
よ
汝
も
思
い
出
で
、

そ
の
声
偲
べ
、
か
く
て
ま
た
、

思
へ
よ
、
彼
の
日
の
修
道
院
。

　
　
　
　

三
〇

そ
の
時
は
我
は
し
ば
〳
〵
ぞ

閑
古
鳥
啼
く
声
を
聴
き
、

い
と
静
か
に
て
安
ら
け
き
、

歌
の
心
地
を
覚
え
け
る
。

　
　
　
　

三
一

朝
に
夕
に
啼
き
け
れ
ば
、

汝
も
親
し
く
愛
し
た
り
、

妻
よ
、
わ
れ
等
は
語
り
け
り
、

彼
の
閑
古
鳥
、
そ
の
事
を
―
。

　
　
　
　

三
二

或
日
に
、
妻
よ
、
汝
は
見
き
、

我
等
の
楽
し
き
愛
の
国
、

そ
こ
の
窓
辺
に
汝
は
見
き
、

彼
の
鳥
の
か
げ
、
其
の
振
り
を
―
。

　
　
　
　

三
三

愛
す
る
妻
よ
、
も
ろ
と
も
に
、

わ
れ
ら
、
旅
路
に
出
で
し
時
、

旅
に
て
聴
き
ぬ
閑
古
鳥
、

夕
映
の
佳
き
山
裾
に
―
。
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三
四

或
は
聞
き
ぬ
旅
の
先
、

港
の
町
の
家
の
窓
、

汝
と
我
と
は
、
そ
こ
に
居
て
、

青
葉
に
啼
け
る
閑
古
鳥
。

　
　
　
　

三
五

都
に
あ
り
て
、
或
時
に
、

時
計
の
仕
懸
に
、
閑
古
鳥
、

啼
く
音
の
あ
り
し
を
二
人
し
て
、

我
等
は
聴
け
り
我
妻
よ
。

　
　
　
　

三
六

こ
ゝ
は
陸
奥
、
吾
独
り
、

神
の
恵
の
中
に
有
り
、

日
々
に
、
我
が
妻
、
汝
が
為
に
、

我
は
祈
れ
り
、
恵
あ
れ
。

　
　
　
　

三
七

汝
知
る
神
の
司
祭
な
る

神
父
と
共
に
わ
れ
、
或
日
、

遠
く
歩
み
て
森
に
往
き
、

御
神
の
御
業
、
其
処
に
見
ぬ
。

　
　
　
　

三
八

長
く
つ
ら
な
る
青
き
樹
の
、

木
陰
の
路
を
我
等
行
き
、

森
に
入
る
路
、
と
あ
る
角
、

神
の
、
は
か
ら
ひ
給
ひ
た
る
、

　
　
　
　

三
九

一
つ
の
棘
あ
る
木
を
ば
見
つ
、

神
父
は
、
ど
ゞ
ま
り
、
そ
を
言
ひ
ぬ
、

「
こ
を
見
よ
、
猶
太
の
樹
と
は
云
ふ

棘
あ
り
、
其
れ
故
、
斯
く
の
ご
と
」
―

　
　
　
　

四
〇

神
父
は
、
又
も
、
言
ひ
次
ぎ
て
、

「
こ
の
と
げ
、
痛
し
イ
ヱ
ズ
ス
の
、

御
冠
、
之
れ
ぞ
。
長
さ
、
ほ
ぼ
、

一
二
寸
」
と
て
指
し
示
す
。

　
　
　
　

四
一

其
時
、
我
は
、
思
ひ
た
り
、

「
天
父
の
、
こ
の
木
を
此
処
に
し
も
、

路
の
曲
れ
る
角
に
し
ぞ
、

生
へ
し
め
給
ひ
た
る
、」
と
木
を
。

　
　
　
　

四
二

神
父
に
我
は
斯
く
言
ひ
ぬ
、

「
天
父
、
こ
の
樹
を
神
父
へ
と
、

見
せ
し
め
給
ふ
聖
旨
に
て
、

路
の
角
に
は
在
る
な
ら
ん
」。

　
　
　
　

四
三

此
猶
太
の
樹
、
皁
棘
と
、

我
が
日
本
に
て
言
へ
る
な
り
。

七
つ
の
葉
合
い
十
四
葉
、

数
も
ま
た
奇
と
謂
ひ
つ
べ
し
。
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四
四

愛
す
る
妻
よ
、
か
ゝ
る
棘
、

樹
の
膚
に
有
り
、
そ
の
生
ふ
る
、

異
様
の
姿
、
見
る
時
は
、

天
父
の
御
わ
ざ
を
思
ふ
な
り
。

　
　
　
　

四
五

我
等
往
き
し
に
、
暫
し
し
て
、

一
つ
の
森
に
入
り
に
け
り
、

我
れ
の
そ
の
時
見
た
り
し
は
、

大
き
な
る
一
つ
の
磐
な
り
。

　
　
　
　

四
六

キ
リ
ス
ト
言
は
れ
し
聖
言
に
、

「
汝
は
磐
石
」
―
こ
の
岩
を
、

我
が
見
て
、
心
に
思
ひ
し
は
、

其
礎
の
事
な
り
き
。

　
　
　
　

四
七

天
父
が
、
磐
を
、
其
の
森
に

備
へ
ら
れ
た
る
に
て
あ
ら
む
―

斯
く
と
ぞ
我
は
、
思
ひ
け
る
。

我
等
は
尚
も
進
み
往
く
。

　
　
　
　

四
八

愛
す
る
妻
よ
、
し
ば
し
し
て
、

我
は
聴
き
た
り
、
森
の
中
。

彼
方
に
啼
き
し
閑
古
鳥
、

声
の
悲
し
く
想
は
れ
て
―
。

　
　
　
　

四
九

天
父
の
御
愛
の
い
つ
く
し
み
、

哀
憐
み
給
ふ
聖
心
に
、

つ
か
は
さ
れ
た
る
閑
古
鳥
、

か
な
し
き
愛
の
閑
古
ど
り
。

　
　
　
　

五
〇

天
父
の
御
愛
を
懐
ひ
つ
ゝ
、

吾
は
歌
を
ば
作
ら
む
と
、

案
じ
て
歩
み
た
り
け
れ
ど
、

善
き
歌
と
て
は
無
か
り
け
り
。

　
　
　
　

五
一

天
の
神
を
ぞ
ひ
た
す
ら
に
、

わ
れ
は
、
誠
に
思
い
け
る
。

ま
な
こ
、
う
る
み
て
、
我
れ
歩
み
、

若
葉
影
さ
す
路
行
き
つ
。

　
　
　
　

五
二

愛
す
る
妻
よ
、
我
は
今
、

近
き
日
、
あ
ゆ
み
し
夜
の
事
を
、

汝
に
語
ら
む
、
汝
も
知
れ
る

コ
ル
ジ
ェ
神
父
と
野
へ
往
き
ぬ
。

　
　
　
　

五
三

五
月
の
夜
は
香
ば
し
く
、

野
は
一
面
に
煙
り
た
り
、

月
は
あ
れ
ど
も
か
く
れ
た
り
、

土
の
匂
も
、
好
か
り
け
り
。
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五
四

我
、
青
春
の
時
に
し
て
、

作
り
し
詩
に
ぞ
六
月
の
、

夜
の
野
面
を
歌
ひ
け
る
、

其
を
、
我
、
其
夜
懐
ひ
出
づ
。

　
　
　
　

五
五

天
父
は
、
か
ゝ
る
夜
に
も
亦
、

深
き
御
恵
加
へ
ら
れ
、

い
と
興
深
く
覚
え
つ
ゝ
、

心
ゆ
く
ま
で
語
ら
ひ
ぬ
。

　
　
　
　

五
六

そ
の
夜
は
啼
か
ず
閑
古
鳥
、

昼
に
啼
き
た
る
其
鳥
を
、

吾
は
心
に
お
も
ひ
い
で
、

は
る
か
の
野
に
は
歩
み
た
り
。

　
　
　
　

五
七

い
と
な
つ
か
し
き
夜
の
こ
と
を

我
は
忘
れ
ず
あ
る
な
ら
む
、

森
影
見
え
ず
、
暗
け
れ
ど
、

五
月
の
夜
は
、
柔
し
。

　
　
　
　

五
八

け
ふ
、
こ
の
家
に
詩
を
書
き
て
、

汝
に
贈
る
と
筆
を
と
る
。

そ
の
時
又
も
、
大
神
の

御
恵
に
て
鳥
の
啼
く
。

五
九

い
と
朗
か
の
閑
古
鳥
、

空
に
響
き
て
啼
き
に
け
り
。

其
声
心
に
深
く
染
み

日
此
に
も
増
し
い
と
強
し
。

　
　
　
　

六
〇

な
ほ
詩
を
つ
ゞ
り
続
け
し
に
、

し
ば
し
の
後
に
閑
古
鳥
、

弱
き
声
し
て
啼
き
に
け
り
、

別
を
惜
む
声
の
如
。

　
　
　
　

六
一

今
は
別
れ
ぞ
閑
古
鳥
、

斯
く
我
れ
、
心
に
想
ひ
つ
ゝ

夕
の
机
に
向
ひ
居
り
、

や
が
て
ぞ
夜
に
な
り
に
け
る
。

　
　
　
　

六
二

愛
す
る
妻
よ
、
今
は
早
、

天
父
の
聖
旨
の
ま
に
ま
に
ぞ
、

秋
田
の
方
へ
湖
越
え
て
、

立
つ
べ
き
時
と
な
り
に
け
る
。

　
　
　
　

六
三

我
神
、
我
父
、
汝
が
上
に
、

い
と
安
ら
か
の
幸
を
、

賜
ら
む
こ
と
、
わ
が
か
へ
る
、

其
日
ま
で
も
ぞ
祈
る
な
る
。
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一
九
二
六
年
五
月
三
十
日

　
　

青
森
県
三
本
木
に
て

　
　
　
　
　

三
木　

操

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
発
表
長
詩
篇
）

滞
在
中
の
詩
の
創
作
に
つ
い
て
露
風
は
、「
私
は
、
三
浦
氏
の
宅
に
居
て
静

か
に
作
詩
す
る
暇
を
持
っ
た
。私
は
忙
し
い
時
に
は
汽
車
中
に
て
原
稿
を
書
く
。

併
し
三
浦
君
の
所
で
は
格
別
忙
し
い
た
め
で
は
な
く
、
感
謝
の
た
め
に
詩
文
の

筆
を
執
っ
た
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る注1
注

。

こ
の
詩
「
天
父
と
閑
古
鳥
」
の
背
景
に
は
、「
私
は
閑
古
鳥
が
好
き
で
あ
る

か
ら
、
晩
春
の
白
い
日
の
光
の
中
で
鳴
く
そ
の
声
を
聞
い
て
喜
び
を
感
じ
た
。

三
本
木
野
の
遠
い
所
に
あ
る
森
に
入
つ
て
、其
処
に
在
る
大
岩
を
見
た
り
し
た
。

私
は
、
並
木
に
沿
ふ
た
路
や
、
水
辺
を
歩
む
の
は
好
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
野

は
私
を
楽
し
ま
せ
た
」
と
い
う
三
本
木
原
の
自
然
散
策
が
あ
る11
注

。
散
策
中
に
コ

ル
ジ
ェ
霊
父
は
、
棘
の
あ
る
木
を
見
て
キ
リ
ス
ト
が
荊
棘
の
冠
と
し
て
被
せ
ら

れ
た
こ
と
を
連
想
し
「
こ
れ
は
ユ
デ
ア
の
木
」
と
言
い
、
巨
岩
を
見
て
「
汝
は

磐ペ
テ
ロ石
」
と
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
想
う
な
ど
、
聖
教
の
こ
と
を
語
り
合
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
「
天
父
と
閑
古
鳥
」
の
詩
に
つ
い
て
、
家
森
長
治
郎
は
次
の
よ
う
に
読

み
解
い
て
い
る1注
注

。

　
　

三
木
家
に
滞
在
中
、
近
く
の
森
で
閑
古
鳥
が
よ
く
鳴
い
た
。
閑
古
鳥
は
、

閑
谷
黌
に
学
ん
で
い
た
少
年
の
こ
ろ
よ
り
、
露
風
の
最
も
愛
し
た
鳥
で
あ

る
。
北
海
道
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
で
も
、
初
夏
の
こ
ろ
に
は
盛
ん
に
鳴
い

て
露
風
夫
妻
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
が
、
今
ま
た
、
こ
の
三
本
木
原
で
も

よ
く
鳴
い
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
熱
い
信
仰
に
生
き
る
露
風
が
、
三
浦

家
の
厚
遇
に
感
謝
し
、
コ
ル
ジ
ェ
神
父
や
三
浦
万
之
助
と
心
ゆ
く
ま
で
そ

の
信
仰
を
語
り
合
い
、
愛
す
る
閑
古
鳥
の
声
音
に
耳
を
傾
け
て
は
、
自
分

の
全
生
涯
が
、
ま
た
愛
妻
モ
ニ
カ
と
結
ば
れ
た
の
も
、
す
べ
て
天
父
の
恩

寵
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
幸
せ
を
、
し
み
じ
み
感
じ
、
そ
の
喜
び

を
朗
々
と
歌
い
あ
げ
て
、
愛
妻
モ
ニ
カ
に
贈
っ
た
詩
が
、
七
五
調
四
行

六
十
三
節
よ
り
成
る
長
篇
「
天
父
と
閑
古
鳥
」
で
あ
る
。

三
、
奥
入
瀬
・
十
和
田
湖
に
お
け
る
作
品

五
月
三
十
一
日
の
朝
、
露
風
は
三
浦
家
の
人
々
と
別
れ
を
告
げ
、
十
和
田
湖

を
渡
り
秋
田
県
鹿
角
郡
大
湯
村
に
向
か
っ
て
出
発
す
る
。
三
本
木
町
か
ら
自
動

車
で
コ
ル
ジ
ェ
神
父
、
三
浦
萬
之
助
と
と
も
に
十
和
田
湖
に
向
か
い
、
途
中
で

奥
入
瀬
渓
谷
に
立
ち
寄
る
。
そ
し
て
平
明
に
し
て
愛
す
べ
き
景
趣
で
あ
り
、
深

山
幽
谷
の
感
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
二
首
を
詠
む
。

　
　

た
づ
ね
入
る
花
は
無
く
し
て
深
山
木
の
翡
翠
の
色
の
染
む
こ
ゝ
ち
す
る

　
　

流
れ
ゆ
く
水
を
追
ふ
べ
き
身
な
ら
ね
ど
そ
の
静
け
さ
を
愛
し
く
ぞ
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
四
）」
掲
載
）

ま
た
、
発
動
機
船
で
十
和
田
湖
を
渡
る
途
中
、
勝
景
に
感
歎
し
て
、「
遠
望

す
る
と
四
方
は
山
又
森
林
を
以
て
囲
ま
れ
、
其
の
間
に
岬
が
凹
凸
し
て
、
地
勢

甚
だ
変
化
に
富
む
。
湖
上
を
渡
る
に
従
つ
て
、
島
あ
ら
は
れ
、
崎
の
巌
見
え
、

勝
景
、
数
ふ
る
に
遑
が
な
い
。
私
は
感
嘆
し
な
が
ら
、
観
て
ゆ
く
。
巌
の
ほ
と

り
に
咲
く
、
紅
の
躑
躅
、
水
に
臨
み
て
咲
く
山
桜
、
そ
の
麗
し
さ
」
と
記
し
て

い
る11
注

。
五
月
末
、
東
京
で
は
桜
が
散
っ
た
後
で
あ
っ
た
が
、
十
和
田
湖
で
は
、
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ま
だ
桜
が
盛
り
で
あ
っ
た
。
次
の
二
首
は
、
そ
の
時
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

　
　

み
ち
の
く
の
果
て
に
来
り
て
眺
め
や
る
都
に
ま
さ
る
山
桜
か
な

　
　

い
と
深
き
雪
に
も
枯
れ
ず
春
の
来
て
水
に
か
ざ
せ
る
山
ざ
く
ら
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
四
）」
掲
載
）

さ
ら
に
露
風
は
、
十
和
田
湖
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
て
「
こ
の
湖
水
は
区
分

さ
れ
て
、
中
湖
、
南
湖
、
北
湖
、
西
湖
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
西
南
よ
り
、
中
山
半

島
、
御
倉
半
島
が
突
き
出
で
て
、
中
山
半
島
の
崎
を
中
山
崎
と
言
ひ
、
御
倉
半

島
の
崎
を
日
暮
崎
と
言
ふ
。
こ
の
崎
、
甚
だ
佳
景
に
富
む
」
と
評
し
て
い
る11
注

。

そ
の
日
暮
崎
の
巌
窟
を
望
ん
で
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
詩
が
、
未
発
表
詩
集
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
一
つ
の
巌
窟
」

　
　

一
つ
の
巌
窟
、

　
　

十
和
田
湖
の
島
嶼
岬
の
北
端
に
あ
り
、

　
　

自
然
の
工
か
人
工
か
、

　
　

屹
立
せ
る
巌
峭
の
上
部
に
、

　
　

恰
も
石
像
を
安
置
せ
し
あ
と
の
如
く
あ
り
。

　
　

嗚
呼
そ
の
巌
峭
、

　
　

太
古
よ
り
存
在
せ
し
も
の
な
ら
む
。

　
　

天
工
の
斧
、
自
然
の
い
か
め
し
き
妙
、

　
　

仰
ぐ
に
雄
々
し
き
こ
と
感
に
堪
へ
し
む
。

　
　

荒
波
暴
濤
、
大
魚
の
嘯
く
如
く
、

　
　

天
空
を
望
み
高
く
起
る
時
、

　
　

巌
稍
の
下
を
噛
む
こ
と
頻
り
な
り
。

　
　

海
の
聖
母
―
海
の
星
―
明
け
の
星
、

　
　

世
界
に
悪
を
も
て
沈
湎
せ
る
人
々
を
、

　
　

救
ひ
の
手
を
の
べ
て
憐
む
マ
ド
ン
ナ
、

　
　

荒
天
の
航
海
中
に
船
夫
の
の
ぞ
む
と
こ
ろ
の
燈
台
。

　
　

わ
れ
を
し
て
、
そ
を
思
は
し
む
、

　
　

十
和
田
湖
を
舟
航
中
の
時
、

　
　

わ
れ
は
、
そ
の
巌
窟
を
仰
ぎ
見
て
。　
　
　

（
未
刊
詩
集
『
微
光
』、『
三
木
露
風
全
集
第
一
』
所
収
）

十
和
田
湖
の
す
ば
ら
し
さ
が
世
に
知
ら
れ
る
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
大
町

桂
月
の
紀
行
文
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
大
町
桂
月
は
、
明
治
四
十
一

（
一
九
〇
八
）
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
九
月
十
二
日
ま
で
旅
を
し
て
、
十
五
編

の
紀
行
文
を
『
奥
州
一
周
記
』
と
し
て
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
十
和
田

湖
の
中
海
（
中
湖
）
の
風
景
に
つ
い
て
、「
此
の
中
海
は
、
噴
火
口
也
と
。
日

暮
崎
を
始
め
と
し
、
崖
の
突
出
せ
る
者
多
し
。
崎
と
い
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
巌

と
い
ふ
べ
し
。
い
づ
れ
も
み
な
巨
巌
な
り
。
而
も
み
な
姫
小
松
を
帯
ぶ
。
一
窟

あ
り
。
御
室
と
称
す
。
窟
中
二
条
に
別
る
。
い
づ
れ
も
数
間
に
し
て
尽
く
。
剣

の
如
き
小
石
の
簇
立
せ
る
岬
を
剣
岩
と
云
い
、
姫
小
松
の
林
を
成
せ
る
岬
を
千

本
松
と
云
ふ
」
と
、
火
山
の
噴
火
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
変
化
に
富
む
地
形

や
巌
窟
の
存
在
を
記
し
て
い
る11
注

。
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露
風
の
詩
「
一
つ
の
巌
窟
」
と
は
、
こ
の
御
倉
半
島
の
日
暮
崎
に
あ
る
巌
窟

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
十
和
田
湖
に
は
、
島
嶼
や
巌
窟
が
多
く
、
中
世
の
頃
よ
り

修
験
宗
徒
や
山
伏
の
修
行
の
場
と
さ
れ
、島
嶼
信
仰
も
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

八
郎
太
郎
に
勝
利
し
て
青
龍
権
現
と
あ
が
め
ら
れ
十
和
田
神
社
に
祀
ら
れ
た
江

戸
時
代
の
伝
説
主
「
南
祖
坊
」
や
そ
の
ゆ
か
り
の
地
な
ど
が
あ
る
。

御
倉
半
島
日
暮
崎
の
根
元
付
近
、
中
湖
に
面
し
た
西
側
岸
壁
に
は
、
上
方
に

「
御
室
」・「
奥
の
院
」
と
呼
ば
れ
る
洞
窟
が
あ
る
。
洞
窟
奥
の
壁
に
あ
る
青
い

模
様
は
、
龍
の
目
玉
、
龍
神
を
祀
っ
た
祠
の
後
ろ
の
光
輪
、
神
が
創
っ
た
星
や

星
座
が
ち
ら
ば
る
宇
宙
の
世
界
な
ど
と
言
わ
れ
、
驚
異
の
空
間
で
あ
る
。
こ
の

巌
窟
は
、
岩
屋
洞
窟
を
拝
む
自
然
崇
拝
か
ら
信
仰
が
始
ま
り
、
古
く
か
ら
祈
り

や
修
行
の
た
め
の
聖
地
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
の
巌
窟
の
左
下
方
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
八

月
に
は
異
常
渇
水
時
に
な
る
と
見
え
る
巌
の
く
ぼ
み
の
中
に
、
人
の
形
を
し
た

岩
が
現
れ
て
話
題
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
仙
人
に
な
っ
た
「
南
祖
坊
」
か
「
キ

リ
ス
ト
像
」
の
よ
う
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
御
倉
半
島
の
一
帯
は
、
古
来
よ
り
神
域
と
さ
れ
て
い
て
、
人
々
は
中
湖

に
面
し
た
反
対
側
に
あ
る
占
場
か
ら
御
倉
半
島
に
向
か
っ
て
願
い
事
を
し
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。

露
風
は
、
十
和
田
湖
を
訪
れ
て
十
和
田
神
社
や
「
占
場
」
の
聖
地
、
巨
石
や

巨
木
、
巌
窟
な
ど
の
神
秘
的
な
絶
景
か
ら
神
聖
な
気
持
ち
に
包
ま
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
聖
な
る
巌
窟
を
仰
ぎ
見
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
海
の
星
の
聖
母
ス

テ
ラ
・
マ
リ
ス
の
聖
母
（
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
母
マ
リ
ア
の
古
称
）、
つ
ま
り
、

希
望
の
印
、
導
き
の
星
と
し
て
の
聖
母
マ
リ
ア
を
見
た
の
で
あ
る
。
聖
母
マ
リ

ア
を
海
の
星
の
聖
母
と
す
る
呼
び
名
は
、
海
を
旅
す
る
人
や
海
で
生
計
を
立
て

て
い
る
人
々
に
使
わ
れ
、
聖
母
マ
リ
ア
が
そ
の
人
々
の
案
内
人
、
保
護
者
と
し

て
神
と
人
間
の
仲
裁
を
す
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
露
風
は
十
和
田
湖
の

自
然
に
、
そ
こ
に
生
活
す
る
人
々
を
守
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
母
、
マ
リ
ア

を
見
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
風
景
を
船
上
か
ら
眺
め
て
短
歌
を
作
っ
て
い

る
。
こ
の
時
の
状
況
に
関
し
て
、
同
行
し
た
三
浦
萬
之
助
は
カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌

に
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
の
三
本
木
教
会
報
に
お
い
て
「
三
十
一
日
コ
ル
ジ
ェ
ー

霊
父
、
拙
者
と
同
乗
の
自
動
車
に
て
、
十
和
田
湖
畔
を
一
週
し
て
数
詩
を
吟
ぜ

ら
れ
、
波
浪
あ
ら
き
に
か
ゝ
は
ら
ず
平
静
に
風
光
を
視
察
な
さ
れ
、
秋
田
県
薄

花
に
て
御
上
陸
、
大
湯
の
青
年
諸
士
の
希
望
に
よ
る
講
演
を
な
さ
る
べ
く
御
別

袂
申
上
げ
た
。
あ
ゝ
雄
々
し
き
先
生
の
天
父
の
業
の
努
力
の
果
の
大
な
る
こ
と

を
切
に
祈
願
し
て
止
み
ま
せ
ん
」
と
記
し
、
露
風
の
作
っ
た
四
首
の
歌
を
あ
げ

て
い
る11
注

。

　
　
　
「
湖
上
に
て
」

　
　

天
の
神
よ
り
た
ま
ひ
し　

十
和
田
湖
よ

　
　
　
　
　

水
と
わ
か
葉
を　

わ
れ
は
観
て
行

　
　

儉
し
か
る
巌
の
上
に　

生
ひ
出
て

　
　
　
　
　

水
に
か
ざ
せ
る　

山
桜
は
な

　
　

天
使
聖
ら
い
で
　ゝ

み
そ
な
は
す

　
　
　
　
　

春
の
十
和
田
の　

湖
の
上

　
　

水
岸
に
桜
と
躑
躅　

咲
き
そ
ろ
ひ

　
　
　
　
　

十
和
田
の
春
は　

盛
り
な
り
け
り

（
初
出
『
声
』
第
六
〇
七
号
、
大
正
十
五
年
八
月
、

『
三
木
露
風
全
集
第
三
』
所
収
）
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十
和
田
湖
の
自
然
の
秘
奥
な
る
生
命
感
を
、
露
風
は
キ
リ
ス
ト
教
の
天
父
の

業
に
よ
る
も
の
と
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
露
風
は
こ
の
よ
う
な
神
秘
的
自

然
観
に
関
し
て
、
夏
の
盛
り
に
深
山
を
旅
し
た
と
き
、
渓
流
に
覆
い
か
ぶ
さ
っ

た
青
葉
を
見
て
「
そ
の
発
す
る
盛
大
な
気
力
が
心
を
魅
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。

気
力
と
謂
ひ
、
生
命
と
謂
ふ
が
同
じ
く
形
が
無
い
。
そ
れ
は
永
生
を
思
は
す
や

う
な
、
不
思
議
な
、
手
に
も
と
ら
れ
ぬ
精イ
イ
サ
ア気

で
あ
る
。
…
僕
等
が
名
づ
け
て
云

ふ
生
命
と
は
、
永
生
の
源
で
あ
る
。
僕
等
の
肉
体
や
、
草
木
禽
獣
は
、
此
幻
形

に
宛
て
は
め
て
書
か
れ
た
詩
語
で
あ
る
」
と
、
自
然
に
対
し
て
感
じ
る
神
秘
は

自
然
の
発
す
る
盛
大
な
気
力
に
魅
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
生
す
る
と
い
う11
注

。

四
、
秋
田
県
鹿
角
郡
に
お
け
る
作
品

（
１
）
発
荷
に
お
け
る
作
品

　

子
の
口
で
昼
食
を
取
っ
た
あ
と
発
動
機
船
で
十
和
田
湖
を
渡
り
、
午
後
に
秋

田
県
の
発
荷
に
到
着
し
た
。
そ
し
て
、
同
行
し
て
く
れ
た
コ
ル
ジ
ェ
霊
父
と
三

浦
萬
之
助
は
、
こ
こ
で
別
れ
三
本
木
町
に
帰
る
。
大
正
十
五
年
か
ら
三
本
木
教

会
の
主
任
を
務
め
て
い
る
コ
ル
ジ
ェ
霊
父
は
、
露
風
と
は
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院

以
来
親
交
が
あ
り
、
よ
き
理
解
者
で
あ
っ
た
。
三
本
木
に
滞
在
中
、
霊
父
と
露

風
と
三
浦
萬
之
助
は
、信
仰
を
語
り
合
っ
て
い
た
。
そ
の
二
人
と
別
れ
る
時
に
、

露
風
は
惜
別
の
詩
を
作
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
十
和
田
湖
の
別
れ
」　

或
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
贈
る

　
　

霧
白
く
山
よ
り
湖
に
こ
め
て

　
　

舟
は
其
中
を
進
み
行
き
た
り
、

　
　

岸
辺
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、

　
　

青
き
落
葉
松
の
梢
、
霧
に
浮
び
、

　
　

冷
め
た
き
波
の
し
ぶ
き
、

　
　

我
が
衣
を
う
る
ほ
す
。

振
返
れ
ば
舟
の
後
に
、

　
　

水
脈
鈍
銀
色
に
波
だ
ち
て
、

　
　

遥
か
に
来
し
方
は
、

　
　

小
雨
の
中
に
見
え
ず
な
れ
り
、

　
　

お
ゝ
、
冷
や
か
な
る
雨
の
雫
よ
、

　
　

湖
上
の
空
気
よ
。

　
　

我
は
岸
辺
に
下
り
て
、

　
　

松
の
木
の
蔭
に
立
て
り
。

　
　

親
愛
な
る
君
よ
、

　
　

さ
ら
ば
別
れ
な
り
、

　
　

我
は
彼
の
雨
降
る
山
の
彼
方
に
行
く
、

　
　

い
ざ
さ
ら
ば
、
君
は
、
又
航
路
へ
―

　
　

何
故
に
、
斯
く
別
れ
の
惜
し
き
か
、

我
れ
斯
く
言
へ
ば
君
は
、

　
　

さ
ら
ば
後
に
歌
作
り
て
送
り
給
へ
、

　
　

さ
な
り
然
か
せ
む
と
我
は
答
へ
て
、

　
　

互
に
見
か
は
し
つ
、

君
は
霧
に
こ
め
た
る
湖
を
舟
行
せ
り
。
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我
れ
峠
に
て
見
返
り
し
、

　
　

雨
の
降
り
た
る
十
和
田
湖
よ
。

　
　

小
島
隠
れ
に
舟
消
え
て
、

　
　

彼
方
東
に
卿
は
行
く
、

　
　

雨
中
に
鳴
け
る
鳥
の
声
、

　
　

我
れ
は
聴
き
つ
ゝ
山
越
え
き
。

　
　

月
日
を
経
て
の
追
憶
は
、

　
　

薄
ら
ぎ
て
行
く
も
の
な
れ
ど
、

　
　

卿
と
別
れ
し
松
の
木
の
、

　
　

蔭
は
十
和
田
に
雨
降
り
て
、

　
　

霧
こ
む
る
と
も
消
え
行
か
ず
、

　
　

な
ほ
も
記
憶
は
残
る
ら
む
。

　
　

共
に
教
を
宣
ぶ
る
為
め
、

　
　

渡
る
十
和
田
の
湖
上
に
て
、

　
　

君
は
し
祈
り
我
は
詩
を
、

　
　

作
り
て
主
を
ば
た
ゝ
へ
に
き
。

　
　

彼
の
ガ
リ
レ
ア
の
湖
に
、

　
　

似
る
や
否
や
は
知
ら
ね
ど
も
―
。

　
　
　
　
　
　
　
（「 

十
和
田
湖
の
別
れ　
コ
ル
ヂ
ェ
霊
父
に
贈
る
」『
小
半
』

昭
和
二
年
十
一
月
、
未
刊
詩
集
『
静
境
』、『
三
木
露
風
全

集
第
一
』
所
収
）

　

こ
の
詩
に
は
、
伝
統
的
な
も
の
と
西
欧
的
な
も
の
の
融
合
が
あ
る
。
詩
の
冒

頭
で
は
、
衣
を
濡
ら
す
冷
た
き
雨
や
し
ぶ
き
は
、
悲
し
み
の
涙
で
袖
を
濡
ら
す

と
い
う
古
今
集
や
新
古
今
集
の
和
歌
を
思
い
出
さ
せ
、
小
鳥
隠
れ
に
消
え
る
舟

は
、
世
の
中
を
喩
る
と
漕
ぎ
去
る
舟
の
跡
な
き
ご
と
し
と
い
う
万
葉
歌
を
思
わ

せ
る
。
ま
た
、
別
れ
の
場
に
あ
る
「
松
」
は
掛
詞
で
「
待
つ
」
の
意
を
暗
示
さ

せ
る
。
そ
し
て
末
尾
で
は
、十
和
田
湖
を
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
に
見
立
て
る
の
で
あ
る
。

ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
湖
畔
に
は
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
地
が
存
在
す
る
。
例
え

ば
湖
畔
近
く
の
山
上
に
建
つ
「
山
上
の
垂
訓
教
会
」
は
、
キ
リ
ス
ト
が
三
年
間

を
過
ご
し
、
こ
の
地
の
漁
師
た
ち
に
福
音
を
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
奇
跡
を
起
こ
し

た
こ
と
か
ら
祝
福
の
山
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
十
和
田
湖
を
「
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
」
に

見
立
て
、
詩
「
一
つ
の
巌
窟
」
で
「
海
の
聖
母
」
を
詠
ん
だ
よ
う
に
、
十
和
田

湖
は
湖
岸
に
住
む
人
々
に
祝
福
を
も
た
ら
す
聖
地
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
教
え
を
説
く
コ
ル
ジ
ェ
霊
父
と
別
れ
た
後
に
二
首
の
短
歌
を
詠
む
。

　

久
に
し
て
会
ひ
し
も
今
は
み
を
し
へ
を
伝
へ
む
た
め
に
共
に
別
る
ゝ

　

別
る
ゝ
も
心
は
常
に
相
ひ
会
は
む
清
く
操
を
変
へ
ぬ
松
か
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
秋
田
山
形
新
潟
巡
講
記
（
一
）」
掲
載
）

　

さ
ら
に
、
発
荷
峠
を
登
り
な
が
ら
十
和
田
湖
を
振
り
返
り
、
二
人
の
乗
っ
て

い
る
発
動
機
船
を
見
て
、
次
の
短
歌
を
詠
む
。

　
　

遠
く
行
く
船
の
か
げ
を
ば
見
送
れ
ば
雨
は
涙
と
ま
が
ふ
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
秋
田
山
形
新
潟
巡
講
記
（
一
）」
掲
載
）

発
荷
峠
は
、
海
抜
千
九
百
五
十
尺
、
し
か
も
な
か
な
か
急
で
あ
る
か
ら
登
る

の
に
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
峠
か
ら
湖
上
を
見
返
り
、英
国
の
詩
人
ア
ー
サ
ー
・
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シ
モ
ン
ズ
の
歌
っ
た
と
こ
ろ
の
「
フ
イ
ン
バ
ラ
の
森
」
と
い
う
詩
を
思
い
起
し

て
い
る11
注

。
そ
し
て
、「
そ
の
詩
は
、
湖
水
も
歌
つ
て
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
北

岸
に
は
落
葉
松
の
林
が
黒
く
繁
つ
て
、
恰
も
泰
西
の
名
画
を
見
る
様
で
あ
つ

た
」
と
い
う11
注

。
安
部
宙
之
介
に
よ
る
と
露
風
は
、明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）

十
二
月
頃
に
「
目
白
の
大
通
り
の
書
店
で
青
い
表
紙
の
一
九
〇
五
年
版
の
ア
ー

サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
訳
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
散
文
詩
』
を
見
い
出
し
て
愛
読
し
て

い
た
と
い
う11
注

。
峠
か
ら
十
和
田
湖
の
景
を
眺
め
シ
モ
ン
ズ
の
詩
を
想
起
し
て
、

西
洋
の
名
画
を
見
る
よ
う
で
あ
っ
た
と
す
る
背
景
に
、
流
行
で
あ
っ
た
象
徴
主

義
に
よ
る
シ
モ
ン
ズ
へ
の
傾
倒
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
露
風
が
シ
モ
ン
ズ
に
関
し
て
述
べ
た
次
の
こ
と
で
明
ら
か
で

あ
る11
注

。
　

ウ
ィ
リ
ヤ
ム
・
バ
ト
ラ
ア
・
イ
エ
ー
ツ
と
親
友
で
あ
り
、
共
に
英
国
の

象
徴
詩
派
運
動
に
尽
力
し
た
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
は
、
特
殊
な
よ
い
詩

を
書
く
詩
人
で
あ
る
。
彼
は
、
彼
自
身
の
気
禀
に
よ
っ
て
、
独
自
の
象
徴

詩
の
世
界
を
把
持
し
た
。
強
い
て
彼
の
詩
と
似
た
芸
術
を
求
め
る
と
、
画

家
の
ホ
イ
ス
ラ
ー
の
作
品
で
あ
る
。『
十
時
』
の
著
者
で
あ
る
此
画
家
は
、

黄
昏
の
気
分
を
描
い
て
、
幽
か
な
新
し
い
東
洋
主
義
の
美
を
西
欧
の
近
代

に
齎
ら
し
た
人
で
あ
る
。
シ
モ
ン
ズ
の
詩
は
気
分
に
富
む
。
其
の
気
分
は

柔
ら
か
で
、
靄
の
や
う
で
あ
る
。
且
つ
又
哀
傷
的
で
あ
る
。
そ
の
哀
傷
は

勿
論
抒
情
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
気
分
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
哀
傷
で

あ
る
。

（
２
）
大
湯
村
に
お
け
る
作
品

発
荷
峠
を
登
っ
て
、
見
返
り
茶
屋
か
ら
は
自
動
車
で
二
時
間
ほ
ど
を
経
て
、

午
後
も
遅
く
に
大
湯
村
の
谷
地
健
五
郎
宅
に
着
く
。
彼
は
、
早
稲
田
大
学
の
同

窓
で
あ
り
、
鹿
角
郡
の
農
会
長
を
務
め
る
な
ど
の
名
望
家
で
あ
る
。
そ
の
谷
地

家
の
庭
に
お
い
て
、
芭
蕉
の
「
月
日
は
百
代
の
過
客
…
…
」（『
奥
の
細
道
』）

の
一
節
を
思
わ
せ
る
次
の
詩
を
詠
む
。

　
　

陸
奥
に
、
花
は
咲
け
ど
も

　
　

皐
月
、
今
過
ぎ
て
行
く
な
り

　
　

我
も
亦
、
時
を
惜
み
て

　
　

過
ぎ
て
行
く
旅
人
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
七
）」
掲
載
）

　

二
日
目
、
村
の
名
所
で
あ
る
古
城
跡
、
山
寺
、
水
力
発
電
所
を
見
て
回
り
、

温
泉
に
入
っ
た
あ
と
、
庭
の
紅
い
躑
躅
と
白
い
躑
躅
と
が
五
月
雨
に
濡
れ
る
の

を
観
る
。
こ
の
日
、
五
月
雨
に
十
一
句
を
作
る
。

　
　

五
月
雨
や
古
城
の
石
の
蝸
牛

　
　

五
月
雨
の
蓑
は
案
山
子
の
初
め
か
な

　
　

水
無
月
は
名
の
み
に
て
降
る
五
月
雨
よ

　
　

さ
み
だ
れ
を
洩
さ
ぬ
深
き
青
葉
か
な

　
　

五
月
雨
や
み
ち
の
し
る
べ
に
幾
十
年

　
　

さ
み
だ
る
ゝ
小
田
に
歩
め
る
人
は
絵
ぞ

　
　

五
月
雨
や
古
書
を
載
せ
た
る
文
机

　
　

藁
屋
根
に
生
た
る
草
に
梅
雨
か
な

　
　

五
月
雨
や
峠
の
見
ゆ
る
山
の
村

　
　

湯
の
宿
の
外
は
梅
雨
降
る
八
ツ
手
哉

　
　

五
月
雨
に
声
の
幽
け
し
閑
古
鳥
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（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
八
）」
掲
載
）

　

三
日
目
の
朝
、
毛
馬
内
町
に
出
発
す
る
に
あ
た
り
、
谷
地
家
の
家
族
と
別
れ

を
惜
し
ん
で
、
次
の
俳
句
を
作
る
。

　
　

陸
奥
に
花
散
ら
ぬ
間
の
別
れ
か
な

（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
八
）
掲
載
）

（
３
）
毛
馬
内
町
に
お
け
る
作
品

大
湯
村
に
二
日
間
滞
在
し
て
い
る
間
に
、
六
月
に
な
っ
た
。
自
動
車
で
次
の

目
的
地
の
毛
馬
内
町
に
到
着
し
た
。
そ
の
時
の
歌
で
あ
る
。

　

む
つ
の
旅
し
て
く
れ
ば
夏
と
な
り
な
ほ
八
重
の
花
盛
り
な
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
秋
田
山
形
新
潟
巡
講
記
（
一
））」
掲
載
）

毛
馬
内
町
の
天
主
公
教
会
に
は
、
プ
ー
ル
霊
父
が
い
る
。
神
言
会
に
属
し
た

ド
イ
ツ
人
で
身
体
は
小
さ
く
、
細
面
で
髭
が
あ
り
、
極
め
て
温
厚
な
方
で
あ
る
。

幼
稚
園
を
経
営
し
て
い
る
教
会
は
立
派
で
は
な
い
が
、
プ
ー
ル
霊
父
は
伝
道
に

な
か
な
か
熱
心
で
あ
る
。
そ
の
霊
父
を
詠
ん
だ
短
歌
で
あ
る
。

　

は
る
か
な
る
地
に
も
教
は
ひ
ろ
ま
り
ぬ
誠
を
つ
く
す
神
父
の
あ
れ
ば

（「
秋
田
山
形
新
潟
巡
講
記
（
一
）」
掲
載
）

毛
馬
内
町
の
宿
泊
先
で
あ
る
布
留
家
の
庭
に
お
い
て
、「
私
は
、
庭
の
木
々

の
新
緑
が
鮮
か
に
目
に
映
つ
た
。
此
の
日
は
六
月
二
日
、
既
に
初
夏
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
色
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
思
い
、
次
の
一
句
を
詠
む1注
注

。

　
　

六
月
や
水
の
滴
た
る
青
葉
蔭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
八
）」
掲
載
）

ま
た
、
布
留
君
に
案
内
さ
れ
て
近
く
を
散
策
す
る
途
中
、
元
士
族
の
家
の
庭

か
ら
毛
馬
内
富
士
を
望
み
、「
こ
の
庭
の
青
若
葉
の
枝
越
し
に
毛
馬
内
富
士
を

見
る
の
は
、
更
に
興
趣
が
あ
り
ま
す
ね
」
と
感
嘆
し
て
、
三
首
の
短
歌
を
詠

む11
注

。

　
　

み
ち
の
く
に
我
越
え
く
れ
ば
甲
斐
が
根
と
ま
が
ふ
く
す
し
き
山
こ
そ
見
ゆ
れ

　
　

瑠
璃
鳥
の
棲
ま
へ
る
峰
に
初
な
つ
の
光
輝
く
妙
に
こ
そ
あ
れ

　
　

古
き
城
廃
れ
た
れ
ど
も
毛
馬
内
の
富
士
は
雄
々
し
く
と
は
に
聳
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
九
）」
掲
載
）

そ
こ
を
出
て
、
毛
馬
内
の
古
城
址
に
至
る
。「
山
の
上
に
平
地
が
あ
っ
て
広

濶
で
樹
木
が
よ
く
茂
り
、
門
址
を
残
す
。
折
り
か
ら
閑
古
鳥
が
、
か
つ
こ
う

〳
〵
と
鳴
く
」
と
い
う
自
然
の
風
物
に
親
し
み
、
短
歌
を
詠
む11
注

。

　
　

誰
に
か
も
聴
か
す
る
古
き
城
跡
の
青
葉
が
く
れ
に
鳴
く
閑
古
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
九
）」
掲
載
）

ま
た
、
城
址
に
立
っ
て
い
る
う
ち
に
詩
情
を
覚
え
て
詩
を
吟
じ
て
い
る
。
桜

が
盛
り
の
城
址
か
ら
周
囲
を
眺
め
て
懐
古
の
情
に
駆
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
城
を

守
っ
た
猛
き
も
の
の
ふ
で
あ
り
、
千
年
も
昔
に
京
か
ら
公
郷
が
毛
馬
内
町
に
来

た
と
伝
え
ら
れ
て
能
・
謡
曲
に
「
錦
木
」
と
し
て
語
り
継
が
れ
、歌
枕
に
も
な
っ

【タテ】001-近藤健史（03-28）.indd   20 2019/02/20   16:36:15



― 21 ―

て
い
る
悲
恋
物
語
「
錦
木
塚
伝
説
」
で
あ
る
。

　
　
　
「
毛
馬
内
城
址
に
立
ち
て
」

水
無
月
の
若
葉
茂
り
て
、

　
　

覆
ひ
た
る
古
城
の
石
に
、

　
　

我
れ
手
を
ば
当
て
ゝ
佇
み
、

　
　

静
か
な
る
辺
り
を
眺
め
、

　
　

古
を
偲
び
居
た
れ
ば
、

　
　

閑
古
鳥
遠
く
に
鳴
き
て
、

　
　

其
の
声
は
山
に
響
け
り
。

　
　

山
彦
の
返
す
声
を
ば
、

　
　

懐
か
し
み
、
深
山
に
入
り
て
、

　
　

大
空
を
仰
ぎ
、
匂
へ
る
、

　
　

石
楠
の
花
を
眺
め
つ
、

　
　

青
葉
蔭
立
ち
て
暫
し
は
、

　
　

世
の
事
も
忘
れ
果
て
た
る
、

　
　

今
日
の
夏
の
初
め
よ
ろ
し
き
。

　
　

其
昔
、
城
を
守
り
し
、

　
　

武
夫
は
毛
馬
内
富
士
を
、

　
　

仰
ぎ
つ
ゝ
、
十
和
田
湖
の
岸
に
、

　
　

馬
進
め
、
遠
乗
り
な
し
て
、

　
　

鷹
狩
を
な
し
た
り
と
聞
く
、

　
　

此
城
の
主
の
の
裔
と
、

　
　

我
れ
は
立
ち
語
り
て
あ
り
き
。

　
　
「
あ
ゝ
君
よ
、
北
の
日
本
の
、

　
　

武
夫
は
猛
か
り
し
か
ど
、

　
　

今
、
君
の
語
る
を
聞
け
ば
、

　
　

風
流
の
節
も
あ
り
し
と
、

　
　

覚
え
つ
ゝ
我
は
懐
か
し
」

　
　

我
は
斯
く
言
へ
る
に
彼
は

　
　

尚
言
へ
り
、
昔
思
ひ
て
―

　
　
「
我
れ
幼
か
り
し
時
に
、

　
　

祖
父
よ
り
聞
き
し
こ
と
に
は
、

　
　

城
に
て
は
月
見
の
折
に
、

　
　

笛
吹
き
て
舞
も
見
た
り
と
」

　
　

そ
を
聞
き
て
我
思
へ
ら
く
―

　
　
「
錦
木
の
塚
の
あ
る
に
は

　
　

都
よ
り
来
し
人
あ
ら
む
」

　
　

世
に
も
哀
れ
の
錦
木
の
、

　
　

物
語
り
を
ば
残
し
た
る
、

　
　

此
処
に
は
笛
の
音
を
聞
か
ず
、

　
　

月
日
は
過
ぎ
て
千
余
年
、

　
　

我
れ
の
来
り
て
弔
ふ
は
、

　
　

い
か
な
る
宿
世
か
あ
る
な
ら
む
、

　
　

僅
か
に
残
る
石
と
樹
よ
。
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春
過
ぎ
夏
は
来
れ
る
に
、

　
　

八
重
の
桜
は
盛
り
に
て
、

　
　

若
葉
に
ま
じ
る
美
し
き
、

　
　

眺
め
を
見
つ
ゝ
心
只
、

　
　

懐
古
の
情
に
駆
ら
れ
つ
ゝ
、

　
　

我
れ
は
暫
し
を
毛
馬
内
の
、

　
　

城
の
跡
に
は
立
ち
に
け
り
。（「

北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
二
十
）」
掲
載
）

　

古
城
址
に
立
っ
て
「
古
城
」
か
ら
「
武
夫
」
や
「
錦
木
塚
伝
説
」
を
連
想
し
、

季
節
の
推
移
と
盛
者
必
衰
を
詠
む
の
で
あ
る
。

　

同
時
に
詠
ん
だ
、
次
の
短
歌
に
は
、
そ
の
無
常
な
る
も
の
が
鮮
明
に
表
わ
れ

て
い
る
。

　
　
　
「
歌
」

　
　

も
の
ゝ
ふ
の
綴
の
音
は
聞
か
ず
し
て
た
だ
盛
り
な
る
八
重
桜
観
る

　
　

八
重
桜
今
盛
り
に
て
も
の
ゝ
ふ
の
命
は
花
と
散
り
去
り
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
二
十
）」
掲
載
）

　

城
址
か
ら
別
の
道
を
下
り
、布
留
家
の
庭
の
上
方
斜
面
に
あ
る
梨
畑
に
出
る
。

そ
の
梨
畑
の
中
に
立
ち
、
備
前
閑
谷
の
梨
畑
を
思
い
、
ま
た
懐
旧
の
情
に
絶
え

ず
し
て
少
年
時
代
に
作
っ
た
詩
を
朗
吟
す
る
。

「
若
き
梨
の
実
」

若
葉
の
頃
を
梨
の
実
の

　
　

風
に
落
つ
る
を
防
が
ん
と

村
の
娘
が
三
人
、
四
人

紙
の
袋
を
被
せ
る
か
な

た
と
は
ゞ
小
児
可
愛
盛
り
の

し
ほ
ら
し
如
く
若
き
実
は

こ
と
〴
〵
頭
か
く
し
て
は

可
笑
し
き
ふ
り
に
袋
被
る
。

か
く
て
真
昼
を
夏
の
熱
に

傷
つ
き
も
せ
ず
生
立
ち
て

頃
、
秋
涼
に
入
ら
ん
時

袋
よ
、
や
が
て
除
か
れ
む
。

（
十
月
、
熟
れ
て
甘
し
実
の

秋
を
誇
り
の
瑞
々
と

枝
も
た
わ
ま
ば
市
に
も
売
る
）
と

畑
の
主
が
楽
げ
や
。

さ
ば
若
き
実
よ
、
甘
き
に
は

寄
り
来
る
虫
も
多
か
る
に

む
し
ば
み
除
け
て
百
日
を

た
だ
其
の
ま
ゝ
に
袋
被
て
あ
れ
。

（『
夏
姫
』
血
夕
会
、
明
治
三
十
八
年
、「
北
日
本
の
旅

と
自
然
と
（
二
一
）」
掲
載
）
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露
風
少
年
の
目
に
は
、
若
き
「
梨
の
実
」
と
「
村
の
娘
」
が
重
な
っ
て
映
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
や
が
て
成
熟
期
に
は
、
人
の
手
に
渡
る
の
で
あ
る
。

少
年
期
の
甘
く
少
し
悲
し
い
詩
の
思
い
出
で
あ
る
。

（
４
）
尾
去
沢
鉱
山
事
務
所
に
お
け
る
作
品

小
坂
町
の
実
科
高
等
女
学
校
で
講
演
し
た
翌
日
、
毛
馬
内
町
か
ら
自
動
車
で

尾
去
沢
鉱
山
事
務
所
に
行
く
。
講
堂
で
二
百
人
程
の
事
務
員
及
び
そ
の
家
族
等

の
た
め
に
講
演
す
る
。
鉱
山
事
務
所
か
ら
見
る
風
景
に
つ
い
て
、「
窓
外
を
見

る
と
、
山
の
翠
緑
滴
た
る
ば
か
り
に
て
、
躑
躅
の
紅
き
花
が
山
に
多
く
あ
る
。

甚
だ
好
風
景
で
あ
る
。
…
客
室
よ
り
前
記
の
緑
林
を
眺
む
る
に
余
り
好
風
光
で

あ
る
か
ら
、
暫
く
立
ち
も
去
り
や
ら
ず
眺
め
て
ゐ
た
」
と
語
っ
て
い
る11
注

。
一
泊

し
た
翌
朝
、
人
々
の
別
れ
を
惜
し
む
に
感
じ
、
帽
を
振
っ
て
自
動
車
に
乗
り
帰

り
去
っ
た
。
そ
の
時
に
作
っ
た
俳
句
で
あ
る
。

朝
靄
の
つ
ゝ
め
る
山
の
躑
躅
か
な

　
　

み
ち
の
く
や
霞
め
る
山
の
遅
き
春

（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
廿
三
）」
掲
載
）

五
、
秋
田
市
に
お
け
る
作
品

　

翌
朝
、
秋
田
市
へ
出
発
す
る
。
秋
田
鉄
道
の
毛
馬
内
停
車
場
か
ら
大
館
駅
に

て
奥
羽
線
に
乗
り
換
え
、
夕
方
に
秋
田
駅
に
到
着
す
る
。

（
１
）
妻
仲
子
宛
の
「
秋
田
市
よ
り
の
は
が
き
」
に
記
さ
れ
て
い
た
作
品

　

宿
泊
先
に
鹿
角
郡
大
湯
村
の
谷
地
健
五
郎
君
が
、
妻
仲
子
の
手
紙
を
持
参
し

て
来
て
く
れ
た
。
な
つ
か
し
く
読
み
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
大

層
喜
ぶ
。
そ
し
て
、
秋
田
市
よ
り
妻
仲
子
に
大
場
村
か
ら
毛
馬
内
町
、
尾
去
沢
、

小
坂
町
で
講
演
し
た
こ
と
や
八
日
に
秋
田
市
を
立
っ
て
山
形
市
に
行
く
こ
と
な

ど
、
近
況
を
知
ら
せ
る
葉
書
を
出
す
。

そ
の
葉
書
に
記
し
、
次
の
一
首
を
贈
る
。

　
　

雲
の
峰
盛
り
に
い
で
て
初
夏
の
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
麦
は
丈
の
び

　
　
　
　
　
　
　

大
正
十
五
年
五
月　

仲
子
殿

（「
書
簡
集
」『
三
木
露
風
全
集　

第
二
巻
』
所
収
）

（
２
）
秋
田
城
址
公
園
に
お
け
る
作
品

六
月
五
日
午
後
五
時
、
秋
田
駅
に
到
着
。
翌
日
午
前
中
、
ヨ
ゼ
フ
・
ラ
イ
ネ

ル
教
区
長
と
秋
田
城
址
公
園
を
散
歩
す
る
。
そ
の
公
園
の
情
景
に
つ
い
て
、「
内

堀
に
蓮
が
あ
る
。
坂
の
横
に
は
数
百
年
を
経
た
老
松
が
林
立
し
て
い
る
。
流
石

は
大
藩
丈
あ
つ
て
城
趾
が
大
き
く
、
毛
馬
内
城
趾
の
比
で
は
な
い
。
老
松
の
多

い
の
に
も
昔
を
語
る
の
も
が
あ
る
」
と
感
嘆
し
て
い
る11
注

。
そ
の
時
に
作
っ
た
俳

句
で
あ
る
。

涼
風
や
松
に
昔
を
偲
ぶ
城（「

北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
廿
七
）」
掲
載
）

（
３
）
秋
田
城
址
公
園
に
て
作
り
、
県
立
師
範
学
校
長
に
揮
毫
し
た
作
品

さ
ら
に
公
園
の
奥
に
到
っ
て
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
た
。そ
の
眺
望
に
つ
い
て「
そ

こ
か
ら
は
、
遠
く
迄
よ
く
見
え
た
。
八
郎
潟
が
青
い
色
を
刷
い
た
や
う
に
見
え
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る
。
そ
れ
か
ら
西
の
方
に
雄
物
川
が
見
え
る
。
尚
秋
田
の
良
米
を
産
す
る
田
が

東
北
の
方
に
広
々
と
見
渡
さ
れ
た
。
尚
又
勿
論
秋
田
市
街
は
、
よ
く
見
え
た
。

実
に
佳
景
で
あ
る
。
秋
田
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
は
風
光
明
媚
を
挙
げ
る
こ
と

が
能
き
る
」
と
賛
美
し
て
い
る11
注

。
そ
の
時
に
作
っ
た
の
が
、
次
の
歌
で
あ
る
。

八
郎
潟
遥
か
に
見
え
て
は
つ
な
つ
の
日
に
か
が
や
け
る
青
き
ひ
と
い
ろ

（「
秋
田
山
形
新
潟
巡
講
記
（
一
）」
掲
載
、「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
廿

八
）」
に
は
、「
青
の
ひ
と
い
ろ
」
と
し
て
掲
載
）

　

そ
の
日
の
午
後
六
時
か
ら
一
般
市
民
の
た
め
の
講
演
を
秋
田
県
立
図
書
館
の

講
堂
で
し
た
。
終
了
後
に
教
会
に
帰
っ
て
い
る
と
講
演
を
聴
い
て
い
た
秋
田
県

立
師
範
学
校
の
和
田
喜
八
郎
校
長
が
訪
問
し
て
来
た
。
そ
し
て
求
め
ら
れ
て
画

帳
に
、
右
の
短
歌
を
揮
毫
し
た
。

六
、
山
形
県
山
寺
立
石
寺
に
お
け
る
作
品

　

六
月
八
日
、
秋
田
停
車
場
か
ら
汽
車
に
乗
り
、
山
形
市
に
到
着
す
る
。
翌
日

の
朝
、
立
石
寺
の
勝
景
を
見
る
た
め
、
フ
リ
ー
ゼ
霊
父
と
山
形
高
等
学
校
の
守

屋
教
授
、
そ
の
他
信
者
諸
氏
と
共
に
、
自
動
車
に
乗
っ
て
向
か
っ
た
。
や
が
て

山
の
麓
に
着
く
。
そ
し
て
日
蓮
の
像
と
噴
水
を
前
に
し
て
三
句
を
作
る
。

銅
像
に
影
し
づ
か
な
る
青
葉
か
な

　
　

絶
間
無
き
噴
水
の
音
夏
光
る

　
　

麓
に
て
山
を
仰
げ
ば
夏
の
空

（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
三
十
）」
掲
載
）

こ
の
時
の
情
景
に
つ
い
て
、「
広
き
平
地
が
一
ケ
所
在
つ
て
、
そ
こ
に
日
蓮

の
銅
像
が
あ
る
。
甚
だ
大
な
る
物
で
あ
る
。
又
、
噴
水
が
あ
つ
て
、
高
く
水
を

噴
き
上
げ
、
其
の
水
が
、
し
た
ゝ
り
落
つ
る
音
、
静
寂
な
る
空
気
を
破
つ
て
響

く
。
其
の
玉
簾
を
な
し
て
落
く
る
噴
水
に
、日
光
の
輝
い
て
ゐ
る
の
が
美
し
い
」

と
記
し
て
い
る11
注

。

　

さ
ら
に
山
路
を
進
み
、
松
尾
芭
蕉
の
句
碑
を
見
る
。

　
　

静
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声

そ
の
時
の
こ
と
を
「『
あ
ゝ
尊
し
』
と
想
ひ
て
、
私
は
、
腰
を
か
が
め
て
、

句
碑
を
見
る
」
と
記
し
、「
私
は
、
年
久
し
く
『
静
か
さ
や
』
の
句
を
愛
誦
し

て
ゐ
た
が
、
今
、
此
の
句
の
詠
ぜ
ら
れ
た
地
に
来
つ
て
親
し
く
、
其
句
を
味
は

ふ
の
は
、
何
た
る
清
興
ぞ
や
と
思
ふ
」
と
、
俗
事
を
離
れ
た
山
寺
を
訪
れ
風
雅

な
遊
び
を
楽
し
む
心
地
で
あ
る
と
述
べ
る11
注

。
そ
し
て
手
向
け
の
俳
句
を
作
る
。

古
人
句
あ
り
山
径
幽
に
夏
涼
し

 

（「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
三
十
）」
掲
載
）

そ
こ
で
、「
一
行
の
人
々
も
私
と
共
に
皆
、
芭
蕉
翁
の
句
碑
の
傍
ら
に
寄
つ

て
眺
め
て
ゐ
る
。
此
の
道
あ
れ
ば
こ
そ
、
永
久
に
名
と
句
が
伝
わ
る
。
誠
、
有

難
き
は
風
雅
の
道
で
あ
る
。
芭
蕉
翁
の
残
せ
る
只
一
句
も
、
現
代
人
の
わ
れ

〳
〵
の
胸
に
響
く
の
で
あ
る
」
と
感
慨
に
ふ
け
る
の
で
あ
る11
注

。

芭
蕉
へ
の
追
慕
の
念
は
強
く
、
芭
蕉
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
平
泉
中
尊
寺
や
近

江
義
仲
寺
を
訪
ね
て
詩
や
短
歌
を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
〇
〇
年
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代
の
象
徴
主
義
移
入
期
の
芭
蕉
再
評
価
の
流
れ
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
当

時
芭
蕉
は
、
野
口
米
次
郎
や
浦
原
有
明
な
ど
近
代
の
作
家
に
広
く
評
価
さ
れ

た11
注

。そ
の
流
れ
に
お
い
て
露
風
は
、
象
徴
思
想
と
手
法
が
芭
蕉
か
ら
来
て
い
る
こ

と
を
自
ら
再
三
語
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
明
治
四
十
五
年
六
月
八
日
付

の
内
海
泡
沫
宛
て
の
書
簡
に
あ
る1注
注

。

　

こ
の
頃
は
古
人
芭
蕉
の
生
涯
を
深
く
追
慕
致
居
候
、
時
代
こ
そ
異
な
れ

芭
蕉
の
感
じ
詠
じ
た
る
世
界
は
近
代
の
象
徴
詩
派
の
真
髄
に
も
深
く
通
ふ

と
こ
ろ
有
之
我
国
に
於
て
は
如
斯
詩
人
は
他
に
比
儔
を
見
出
し
兼
申
候
、

も
と
よ
り
近
代
の
象
徴
派
の
起
因
す
る
と
こ
ろ
文
明
・
爛
熟
の
精
神
的
廃

頽
に
あ
り
て
、
我
古
人
の
場
合
と
は
甚
し
く
面
様
を
異
に
致
し
候
へ
共

そ
の
厭
世
的
に
し
て
常
に
沈
黙
を
愛
す
る
こ
と
に
於
て
は
毫
も
択
ば
ず
、

た
ゞ
芭
蕉
に
於
て
は
東
洋
的
の
色
彩
を
帯
び
居
れ
る
の
み
、
そ
の
作
品
が

情
調
を
尊
び
暗
示
黙
想
を
喜
び
、
魂
を
浮
動
の
状
態
に
お
く
等
の
諸
点
は

確
か
に
象
徴
の
真
髄
に
通
ふ
と
こ
ろ
多
大
な
り
と
存
候
。

そ
し
て
「
西
行
や
芭
蕉
は
、
以
後
益
々
、
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い

い11
注

、
芭
蕉
の
世
界
に
象
徴
性
を
発
見
し
「
象
徴
は
山
岳
と
共
に
古
し
な
ぞ
と
云

ふ
大
ざ
っ
ぱ
な
こ
と
で
な
く
、
其
文
学
精
神
は
、
立
派
な
象
徴
文
学
と
し
て
存

在
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
が
新
し
い
俳
風
を
開
い
て
、
正
風
を
名
づ
け
た

其
の
正
風
と
い
ふ
体
を
考
へ
て
見
る
と
、
当
時
、
芭
蕉
の
胸
に
往
来
し
た
の
は

此
精
神
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
幽
玄
体
は
即
ち
今
日
で
い
ふ
象
徴
体
で

あ
る
」
と
し
、「
日
本
に
於
け
る
象
徴
の
精
神
が
芭
蕉
や
雪
舟
や
光
琳
に
な
っ

て
ゐ
る
こ
と
は
毫
し
も
怪
む
に
足
り
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る11
注

。

七
、
お
わ
り
に

東
北
巡
講
の
旅
は
、
三
つ
の
目
的
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
「
友
人
を
訪

問
す
る
事
を
も
兼
ね
て
各
県
の
講
演
の
約
束
を
果
た
す
た
め
」
と
、「
盛
岡
や

秋
田
や
山
形
、
そ
の
他
の
地
方
か
ら
度
々
講
演
の
依
頼
を
受
け
て
い
た
が
、
長

ら
く
行
け
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
東
京
に
於
け
る
仕
事
も
一
段
落
を
告
げ
た
の
で

自
然
を
観
る
為
を
兼
ね
て
旅
行
す
る
事
に
し
た
」と
説
明
し
て
い
る11
注

。
つ
ま
り
、

講
演
の
約
束
を
果
た
す
こ
と
が
主
で
あ
り
、
友
人
を
訪
問
す
る
こ
と
、
自
然
を

観
る
こ
と
を
兼
ね
る
旅
で
あ
っ
た
。

露
風
は
、
二
十
日
間
の
旅
に
お
い
て
講
演
十
五
回
、
座
談
会
と
談
話
会
各
一

回
、
お
話
二
回
、
合
計
十
九
回
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
テ
ー
マ
の
ほ
と
ん
ど
は
、

「
宗
教
と
文
学
」
な
ど
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
る

意
味
で
、
宣
教
の
た
め
の
「
巡
講
」
の
旅
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

教
会
関
係
の
依
頼
は
、
新
潟
教
区
長
ヨ
ゼ
フ
ラ
イ
ネ
ル
ス
哲
学
博
士
か
ら
秋

田
市
に
行
く
こ
と
の
委
嘱
を
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
青
森
県
三
本
木
天
主
公

教
会
の
コ
ル
ヂ
ェ
霊
父
か
ら
も
手
紙
が
き
て
、
さ
ら
に
秋
田
県
毛
馬
内
天
主
公

教
会
の
プ
ー
ル
霊
父
か
ら
も
依
頼
、
最
後
に
コ
ル
ヂ
ェ
霊
父
か
ら
の
紹
介
で
盛

岡
天
主
公
教
会
の
ド
シ
ェ
霊
父
か
ら
で
あ
っ
た11
注

。

ま
た
、
友
人
か
ら
の
依
頼
は
、
早
稲
田
大
学
の
同
窓
で
あ
り
秋
田
県
鹿
角
郡

大
湯
村
で
郡
農
会
長
を
し
て
い
る
谷
地
健
五
郎
か
ら
で
あ
る
。

友
人
・
知
人
訪
問
は
、
盛
岡
で
は
県
警
察
部
長
の
欠
畑
右
兵
衛
（
カ
ト
リ
ッ

ク
信
者
）、三
本
木
で
は
酒
造
元
で
名
士
の
三
浦
萬
之
助
（
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
）、

鹿
角
郡
大
湯
村
で
谷
地
健
五
郎
と
元
東
京
市
役
所
勤
務
の
汲
川
隆
敏
、
毛
馬
内

町
で
は
昔
の
士
族
で
幼
稚
園
経
営
者
の
布
留
君
、
秋
田
市
で
は
ヨ
ゼ
フ
・
ラ
イ
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ネ
ル
教
区
長
、
白
川
伝
教
士
、
山
形
市
で
は
山
形
高
等
学
校
の
森
谷
教
授
（
カ

ト
リ
ッ
ク
信
者
）
な
ど
の
人
々
で
あ
り
、
再
会
し
て
親
交
を
深
め
て
い
る
。

講
演
の
テ
ー
マ
、
教
会
か
ら
の
依
頼
、
さ
ら
に
は
訪
問
し
た
友
人
・
知
人
の

ほ
と
ん
ど
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
者
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、「
東
北
巡
講
」

の
旅
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
を
広
め
る
旅
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
長
詩
篇

『
天
父
と
閑
古
鳥
』
に
、「
吾
今　

御
旨
の
ま
に
ま
に
ぞ
／
聖
教
伝
ふ
べ
く
来
た

り
／
北
の
陸
奥
、
盛
岡
や
／
此
処
翠
緑
の
三
本
木
」（
二
〇
）、「
征
旅
の
如
く

に
語
り
た
り
／
人
々
の
為
、
神
の
た
め
／
み
教
え
弘
め
て
か
た
り
け
り
／
か
く

て
ぞ
、
詩
の
寵
、
今
ぞ
得
し
」（
二
一
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言

え
る
。

こ
の
旅
に
お
け
る
作
品
は
、
詩
七
篇
（
二
篇
は
回
想
）、
短
歌
二
十
二
首
、

俳
句
二
十
句
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
『
三
木
露
風
全
集
』
や
作
品
集
な
ど
に
収
め

ら
れ
て
い
る
も
の
は
、詩
四
篇（
二
篇
は
回
想
）、「
湖
上
に
て
」の
短
歌
四
首
、「
妻

仲
子
宛
て
」
短
歌
一
首
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品
は
初
出
の
ま
ま
で
見
い
出

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

露
風
の
東
北
巡
講
の
旅
に
お
け
る
作
品
、
特
に
短
歌
や
俳
句
は
、
比
較
的
に

明
解
な
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
、
旅
日
記
的
な
紀
行
文
と
い
う
性
格
も
あ
り
、

ま
た
そ
の
時
の
創
作
事
情
や
感
慨
が
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

作
品
に
は
、
旅
の
目
的
で
あ
っ
た
「
講
演
」
や
「
友
人
」
に
つ
い
て
の
も
の

は
な
い
。
三
本
木
天
主
公
教
会
の
コ
ル
ジ
ェ
霊
父
に
贈
っ
た
『
十
和
田
湖
の
別

れ　

或
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
贈
る
』
と
い
う
詩
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

多
く
の
作
品
は
、も
う
一
つ
の
目
的
で
あ
る
「
自
然
を
観
る
こ
と
」
に
関
わ
っ

て
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
地
に
お
け
る
作
品
の
大
半
は
、
そ
の
土
地
の

風
物
に
触
発
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
名
所
旧
跡
や
風
光
明
媚
な
所
に
お
け
る

作
品
で
は
、
そ
の
土
地
の
歴
史
や
伝
説
な
ど
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
毛
馬
内

や
秋
田
の
古
城
址
で
は
、
懐
古
の
情
に
駆
ら
れ
、
佳
景
に
富
む
十
和
田
湖
で
は

神
秘
性
を
感
じ
る
。
ま
た
、
日
常
生
活
の
身
近
に
あ
る
庭
や
野
に
お
け
る
作
品

で
は
、目
に
映
る
季
節
の
風
物
が
多
い
。
五
月
は
閑
古
鳥
、五
月
雨
、す
ず
ら
ん
、

つ
つ
じ
、
す
み
れ
、
山
桜
を
詠
み
、
六
月
は
青
葉
、
瑠
璃
鳥
、
八
重
桜
、
し
や

く
な
げ
、
涼
風
、
麦
、
梨
な
ど
を
詠
む
。
こ
の
よ
う
な
自
然
と
自
己
と
が
そ
の

内
面
に
お
い
て
照
応
し
、
一
元
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
露
風
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
天
父
の
恵
み
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
『
湖
上
に
て
』
の
短
歌
で
「
天
の
神
よ
り
た

ま
ひ
し　

十
和
田
湖
よ　

水
と
わ
か
葉
を　

わ
れ
は
観
て
行
」と
詠
ん
で
い
る
。

ま
た
、
詩
『
一
つ
の
巌
窟
』
に
お
い
て
、
十
和
田
湖
の
屹
立
す
る
巌
峭
の
上
部

に
「
救
い
の
手
を
の
べ
て
憐
む
マ
ド
ン
ナ
」
を
見
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
は

三
本
木
町
の
野
の
風
景
と
閑
古
鳥
に
寄
せ
て
、
天
父
の
恩
恵
を
テ
ー
マ
と
す
る

長
詩
『
天
父
と
閑
古
鳥
』
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
天
に
ま
し

ま
す
我
が
神
は
／
吾
は
知
ら
ね
ど
、
今
想
ふ
／
其
の
時
日
毎
に
年
毎
に
／
天
よ

り
恵
て
照
ら
さ
れ
ぬ
」（
一
二
）、「
愛
す
る
妻
よ
、
わ
れ
ら
今
／
愛
の
花
園
心

に
は
／
ふ
た
り
し
、
持
ち
て
あ
り
ぬ
る
よ
／
さ
れ
ど
、
そ
の
我
れ
、
汝
を
知
ら

ず
」（
一
八
）、「
汝
れ
知
る
ご
と
く
、
天
の
母
／
父
な
る
大
神
諸
共
に
／
わ
れ

を
抱
き
て
示
し
ま
す
／
春
の
、
御
蒼
穹
と
野
の
緑
」（
二
二
）、「
天
父
の
御
愛

の
い
つ
く
し
み
／
哀
憐
れ
み
給
ふ
聖
心
に
／
つ
か
は
さ
れ
た
る
閑
古
鳥
／
か
な

し
き
愛
の
閑
古
ど
り
」（
四
九
）
な
ど
と
表
現
し
、
コ
ル
ジ
ェ
神
父
や
三
浦
萬

之
助
と
の
交
流
、
愛
妻
モ
ニ
カ
と
の
結
婚
、
春
の
青
空
と
野
の
緑
、
愛
す
る
閑

古
鳥
の
声
、
す
べ
て
が
天
父
の
恩
寵
に
よ
る
も
の
と
受
け
止
め
て
い
る
。

露
風
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
全
生
涯
、
ま
た
自
然
の
物
風
や
風
景
、
名
所
旧

跡
ま
で
も
が
、
天
父
の
賜
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
天
父
の
御
愛

を
懐
ひ
つ
ゝ
／
吾
は
歌
を
ば
作
ら
む
と
／
案
じ
て
歩
み
た
り
け
れ
ど
／
善
き
歌
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と
て
は
無
か
り
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
品
ま
で
も
が
天
父
の
恵
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

露
風
は
自
分
の
創
作
活
動
に
つ
い
て
、「
私
は
、
初
め
、
抒
情
を
以
て
、
詩

を
作
り
初
め
、
後
、
象
徴
詩
に
至
り
、
短
唱
を
作
り
、
更
に
、
宗
教
詩
を
書
く

や
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る11
注

。

そ
の
詩
風
に
関
し
て
、
露
風
の
近
代
詩
人
と
し
て
の
到
達
点
と
さ
れ
て
い
る

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
第
四
詩
集
『
白
き
手
の
猟
人
』
に
お
い
て
神
秘
主

義
的
象
徴
主
義
と
呼
ば
れ
る
詩
風
が
形
成
さ
れ
、大
正
四
年
（
一
九
一
五
）『
露

風
詩
話
』
が
書
か
れ
た
時
期
に
東
洋
的
汎
神
論
的
自
然
観
と
、
象
徴
詩
観
が
形

成
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る11
注

。

こ
の
東
北
巡
詩
の
旅
に
お
け
る
作
品
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
両
者
が
現
わ
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
感
覚
や
官
能
に
お
け
る
直
観
的
な
自
然
の
把
握
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
に
神
が
宿
り
一
切
万
有
は
神
で
あ
り
、
神
と
世
界
と
は
本
質
的
に
は
同

一
で
あ
る
と
す
る
宗
教
観
に
基
づ
く
独
自
の
作
風
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、こ
の
旅
が
大
正
十
五
年
だ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
佐
藤
房
儀
は
、

「
三
木
露
風
の
活
躍
は
、
大
正
五
、六
年
で
終
り
、
そ
れ
以
後
は
詩
壇
の
第
一
線

か
ら
退
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
…
…
し
か
し
、
彼
は
大
正
十
五
年
（
三
十
八

歳
）
ま
で
毎
年
何
ら
か
の
著
書
を
出
版
し
、
詩
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
」
と

し
、
そ
の
後
、『
小
さ
き
花
を
讃
美
す
る
歌
』（
昭
和
三
年
）
や
自
伝
『
我
が
歩

め
る
道
』（
昭
和
三
年
）、『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
史
』（
昭
和
四
年
）
を
刊
行
し

た
以
後
、
新
刊
の
著
書
が
な
く
な
る
こ
と
か
ら
「
彼
の
活
躍
は
大
正
十
五
年
ま

で
で
、
こ
の
年
を
も
っ
て
第
一
線
を
退
い
た
と
い
え
る
」
と
説
く11
注

。

し
か
し
、
露
風
は
『
山
崎
新
聞
』
に
、
大
正
十
五
年
の
東
北
巡
行
の
旅
に
お

け
る
作
品
の
ほ
か
、
昭
和
四
年
ま
で
の
作
品
を
載
せ
て
い
る
。
本
稿
は
見
い
出

さ
れ
て
い
な
い
作
品
の
諸
相
と
い
う
紹
介
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の

作
品
の
象
徴
主
義
に
関
す
る
研
究
な
ど
は
、
露
風
文
学
の
評
価
に
と
っ
て
重
要

な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

引
用
文
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1
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家
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長
治
郎
「
三
木
露
風
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父
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鳥
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翻
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木
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『
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と
閑
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教
育
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研
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と
教
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成
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東
北
巡
講
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四
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、
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五
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じ
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注
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じ
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日
本
の
旅
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自
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と
（
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山
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新
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』
昭
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三
年
八
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六
日

注
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巡
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記
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小
羊
』
六
巻
八
号
、
昭
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三
年
八
月
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日
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新
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昭
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三
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二
十
六
日

注
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2
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同
じ

注
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注
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に
同
じ

注
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三
木
露
風
「
当
別
か
ら
」『
修
道
院
雑
筆
』
新
潮
社
、
大
正
十
四
年
八
月

注
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三
木
露
風
「
啄
木
を
弔
ふ
」『
良
心
』
白
日
社
、
大
正
四
年
十
一
月

注
17
　
注
10
に
同
じ

注
18
　�

平
成
三
年
七
月
に
三
鷹
市
に
あ
っ
た
露
風
旧
居
の
解
体
に
よ
っ
て
出
現
し
た
、

八
メ
ー
ト
ル
に
余
る
和
紙
の
巻
物
に
墨
書
さ
れ
て
い
た
長
詩
。
発
見
者
は
、

霞
城
館
館
長
苗
村
樹
氏
。
詩
の
引
用
は
、
注
1
の
家
森
長
治
郎
の
論
。
翻
訳

に
よ
る
。

注
19
　「
東
北
巡
講
記
（
三
）」『
小
羊
』
六
巻
九
号
、
昭
和
三
年
九
月

注
20
　�「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
二
）」『
山
崎
新
聞
』
昭
和
三
年
四
月
二
十
一
日

注
21
　
注
1
に
同
じ
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注
22
　�「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
四
）」『
山
崎
新
聞
』
昭
和
三
年
五
月
六
日

注
23
　
注
22
に
同
じ

注
24
　�

大
町
桂
月
「
十
和
田
湖
」『
桂
月
全
集
第
二
巻
』
桂
月
全
集
刊
行
会
、
大
正

十
五
年
二
月

注
25
　�
三
浦
萬
之
助
「
三
木
羅
風
氏
の
三
本
木
町
に
於
け
る
講
演
」『
声
』
六
〇
七
号
、

大
正
十
五
年
八
月

注
26
　�「
蟲
惑
の
源
」『
詩
歌
』
大
正
二
年
五
月
、『
白
き
手
の
猟
人
』
東
雲
堂
、
大
正

二
年
九
月
所
収

注
27
　�

ア
ー
サ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
モ
ン
ズ
（
一
八
六
五
年
～
一
九
四
五
年
）、
旅

を
愛
す
る
英
国
の
詩
人
・
文
芸
評
論
家
。
大
正
期
の
印
象
派
詩
人
に
多
大
な

影
響
を
与
え
た
。
岩
野
泡
鳴
訳
（
大
正
二
年
）『
表
象
派
の
文
学
運
動
』
な
ど
。

注
28
　�「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
五
）」『
山
崎
新
聞
』
昭
和
三
年
五
月
十
一
日

注
29
　
安
部
宙
之
介
『
三
木
露
風
研
究
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
十
八
年

注
30
　�

三
木
露
風
「
第
二
十
四
章
シ
モ
ン
ズ
の
詩
と
気
分
」『
象
徴
主
義
信
条
』
昭
和

三
年
（
未
刊
）『
三
木
露
風
全
集
第
二
巻
』
所
収

注
31
　�「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
八
）」『
山
崎
新
聞
』
昭
和
三
年
六
月
一
日

注
32
　�「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
十
九
）」『
山
崎
新
聞
』
昭
和
三
年
六
月
六
日

注
33
　
注
32
に
同
じ

注
34
　�「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
廿
三
）」『
山
崎
新
聞
』
昭
和
三
年
七
月
一
日

注
35
　�「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
廿
七
）」『
山
崎
新
聞
』
昭
和
三
年
七
月
二
十
一
日

注
36
　「
秋
田
山
形
新
潟
巡
講
記
（
二
）」『
小
羊
』
六
号
、
昭
和
三
年
十
二
月

注
37
　�「
北
日
本
の
旅
と
自
然
と
（
三
十
）」『
山
崎
新
聞
』
昭
和
三
年
八
月
十
六
日

注
38
　
注
37
に
同
じ

注
39
　
注
37
に
同
じ

注
40
　�

堀
ま
ど
か
「
象
徴
主
義
移
入
期
の
芭
蕉
再
評
価
―
野
口
米
次
郎
の
も
た
ら
し

た
も
の
」『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』
第
二
号
、
平
成
十
八
年

注
41
　�『
森
鷗
外
・
夏
目
漱
石
・
三
木
露
風
未
発
表
書
簡
集
』
日
本
近
代
文
学
館
、
昭

和
四
十
七
年

注
42
　「
詩
歌
の
鑑
」『
露
風
詩
話
』（
第
一
書
房
版
）
大
正
十
五
年
十
一
月

注
43
　�「
詩
体
（
長
詩
及
短
詩
）」『
露
風
詩
話
』（
第
一
書
房
版
）
大
正
十
五
年
十
一
月

注
44
　「
北
日
本
の
旅
と
自
然
（
一
）」『
山
崎
新
聞
』
昭
和
三
年
二
月
十
六
日

注
45
　
注
2
に
同
じ

注
46
　「
あ
と
が
き
」『
三
木
露
風
詩
集
第
一
巻
』
第
一
書
房
、
大
正
十
五
年
十
月

注
47
　�

三
浦
仁
「『
露
風
詩
話
』
解
説
」『
露
風
詩
話
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
平
成

五
年

注
48
　�

佐
藤
房
儀
「
三
木
露
風
論
（
承
前
）」『
国
文
学
研
究
』
八
十
八
、
昭
和
五
十
八

年
六
月

　
　
　
付
記

　
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
『
山
崎
新
聞
』
の
閲
覧
に
ご

協
力
い
た
だ
い
た
『
山
崎
新
聞
』
発
行
元
の
山
下
家
、
高
田
智
之
氏
（
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
、
元
共
同
通
信
社
記
者
）、
兵
庫
県
宍
粟
市
教
育
委
員
会
社
会
文
化
財
課

に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
引
用
文
の
旧
漢
字
は
新
字
に
改
め
た
。
ま
た
引
用

作
品
に
つ
い
て
は
、「
ル
ビ
」
を
除
い
た
。
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は
じ
め
に

　

近
世
の
旅
行
に
つ
い
て
、
京
都
、
鎌
倉
な
ど
の
名
所
巡
り
、
温
泉
巡
り
、
諸

国
霊
場
巡
り
や
お
伊
勢
参
り
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
学
に
限
ら
ず
、
建
築
・
都
市
設
計
の
視
点
か
ら
の
研
究
も
少
な
く
な
い（
１
）。

　

近
世
旅
行
を
め
ぐ
っ
て
、
高
橋
陽
一
氏
に
よ
っ
て
国
内
旅
行
を
対
象
に
し
た

研
究
史
が
整
理
さ
れ
て
い
る（
２
）。

そ
れ
に
拠
る
と
、
交
通
史
で
は
制
度
、
宗
教
史

で
は
寺
社
参
詣
、
史
料
と
し
て
は
「
道
中
日
記
」
を
活
用
し
た
研
究
が
盛
ん
に

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
旅
行
者
視
点
に
立
っ
た
時
、
マ

ク
ロ
視
点
・
ミ
ク
ロ
視
点
で
の
行
動
分
析
、
身
分
階
層
毎
の
分
析
、
信
仰
、
遊

山
な
ど
の
目
的
別
分
析
な
ど
の
視
角
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

高
橋
氏
の
研
究
視
角
は
、
近
世
の
旅
を
観
光
と
同
義
で
考
え
て
よ
い
か
と
の

疑
問
か
ら
発
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
旅
行
者
が
単
に
何
を
見
物

し
て
い
る
か
で
は
な
く
、
何
を
「
ど
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
で
」
み
て
い
る
か
」
（
３
）

と
の
視
点
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
高
橋
氏
は
、
多
岐
に
わ
た
る
「
観
光
」
の
定
義
を
ま
と
め
て
い
る
。

共
通
項
と
し
て
、「
非
日
常
」「
余
暇
」「
楽
し
み
」
の
三
つ
の
要
素
を
抽
出
し
、

観
光
へ
の
ま
な
ざ
し
に
は
、
非
日
常
の
な
か
で
異
質
な
も
の
へ
の
期
待
が
背
景

に
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
観
光
が
余
暇
活
動
で
お
こ
な
わ
れ
る
と
の
点
に
つ
い
て
は
、「
余

暇
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
に
よ
る
だ
ろ
う
。
目
的
が
巡
礼
・
遊
山
な
ど

は
っ
き
り
し
て
い
る
場
合
は
別
だ
が
、
外
国
人
に
よ
る
日
本
国
内
の
旅
行
目
的

は
、
物
見
遊
山
や
聖
地
巡
礼
で
は
な
い
。
江
戸
時
代
初
期
で
は
、
将
軍
家
へ
の

謁
見
（
駿
府
・
江
戸
参
府
）、
各
地
で
の
布
教
が
主
た
る
目
的
と
な
り
、
往
路

は
目
的
地
へ
急
ぐ
こ
と
か
ら
周
囲
を
見
物
す
る
こ
と
も
な
く
移
動
す
る
。
彼
ら

は
余
暇
を
観
光
に
宛
て
る
の
で
は
な
く
、
旅
行
の
な
か
で
つ
く
っ
た
余
暇
を
観

光
に
宛
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
近
世
初
期
に
お
け
る
外
国
人
の
日
本
国
内
旅
行
に
つ
い
て
、
五
野
井

隆
史
氏
に
よ
る
一
六
〇
七
（
慶
長
一
二
）
年
の
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
準
管
区
長
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
＝
パ
シ
オ
の
家
康
訪
問
旅
行
の
紹
介
と
分
析（
４
）、

一
六
〇
九
年
の
オ

ラ
ン
ダ
商
館
上
級
商
務
員
ニ
コ
ラ
ス
＝
ポ
イ
ク
に
よ
る
家
康
訪
問
旅
行
の
分

析（
５
）、
ま
た
名
所
旧
跡
訪
問
で
は
、
皆
川
三
郎
氏
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
み
た
世

相
の
紹
介（
６
）、

伊
東
秀
征
氏
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
リ
チ
ャ
ー
ド
＝
コ
ッ
ク
ス

の
江
戸
参
府
の
紹
介（
７
）が

あ
る
。

　

パ
シ
オ
の
旅
行
で
は
主
に
布
教
活
動
、
家
康
訪
問
の
背
景
、
同
行
者
に
よ
る

各
国
慰
問
活
動
な
ど
を
対
象
に
研
究
さ
れ
、
ポ
イ
ク
の
旅
行
で
は
、
そ
の
旅
行

記
を
訳
出
す
る
こ
と
で
、
曖
昧
だ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
と
江
戸
幕
府
（
家
康
）

一
七
世
紀
の
西
洋
人
記
録
か
ら
み
る
旅
行
と
「
観
光
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
の
見
聞
を
中
心
に
―

鍋
本
由
徳
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と
の
交
渉
過
程
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。
コ
ッ
ク
ス
の
旅
行
で
は
、
参
府
途
上

で
コ
ッ
ク
ス
が
見
聞
し
た
場
所
や
コ
ッ
ク
ス
の
感
想
な
ど
が
紹
介
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
江
戸
時
代
初
期
、
西
洋
人
の

旅
行
史
を
み
て
い
く
と
、
参
府
の
様
子
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、

彼
ら
の
日
本
見
聞
の
特
徴
は
言
及
さ
れ
な
い
ま
ま
に
あ
る
。

　

宣
教
師
が
一
五
四
九
（
天
文
一
八
）
年
に
初
め
て
来
日
し
、
以
後
、
多
く
の

宣
教
師
が
日
本
の
見
聞
を
年
報
に
ま
と
め
て
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
宛
へ
送
っ
た
。

宣
教
師
が
見
聞
し
た
建
造
物
や
設
備
に

対
し
て
、
規
模
に
対
す
る
感
嘆
の
言
葉
を

残
す
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
ま
し
て
や
賞
賛

す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
感
嘆
の
言
葉

も
、
観
光
的
な
気
分
か
ら
の
発
言
で
は
な

い
。

　

江
戸
時
代
に
な
り
、
南
蛮
国
に
加
え
て

紅
毛
国
か
ら
日
本
へ
訪
問
す
る
者
が
現

れ
、
日
本
で
の
見
聞
を
日
記
な
ど
に
残
し

て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
商
館
員
や
イ
ギ
リ
ス

商
館
員
の
場
合
、
将
軍
家
へ
の
謁
見
の
途

上
（
あ
る
い
は
帰
路
）
に
余
暇
を
つ
く
り
、

特
定
の
場
所
で
の
滞
在
期
間
を
増
や
し

た
り
、
寄
り
道
を
し
な
が
ら
名
所
訪
問
を

楽
し
ん
で
い
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
と

違
い
、
た
と
え
異
教
徒
の
建
造
物
で
あ
っ

て
も
、
肯
定
的
な
見
方
を
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
踏
ま
え
る
と
、
国
内
旅
行
史
の
分
析
同
様
、
外
国
人
の

旅
行
も
、
外
国
人
の
感
性
と
意
図
と
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
彼
ら
の
見
聞
し
た
日
本
の
風
景
や
名
所
旧
跡
を
と
り
あ

げ
な
が
ら
、
彼
ら
の
日
本
に
対
す
る
理
解
や
態
度
、
旅
行
の
意
味
に
つ
い
て
論

じ
た
い
と
思
う
。

一
．
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
江
戸
参
府
と
行
程

　

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
第
八
回
船
団
ク
ロ
ー
ブ
号
船
長
ジ
ョ
ン
＝
セ
ー
リ

ス
と
、
平
戸
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
リ
チ
ャ
ー
ド
＝
コ
ッ
ク
ス
は
、
あ
わ
せ
て
四
回

平
戸
を
出
て
京
あ
る
い
は
江
戸
へ
向
け
て
旅
行
し
た
。
表
１
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
彼
ら
の
旅
行
目
的
は
公
用
で
、「
観
光
」
で
は
な
い
。

　（
１
）
ジ
ョ
ン
＝
セ
ー
リ
ス
の
行
程
（
一
六
一
三
年
）

　

日
本
に
来
日
し
た
最
初
の
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
三
浦
按
針
こ
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
＝

ア
ダ
ム
ス
と
さ
れ
る
が
、
旅
行
記
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
一
六
一
三
（
慶

長
一
八
）
年
の
ジ
ョ
ン
＝
セ
ー
リ
ス
に
よ
る
渡
航
記
（
以
下
、『
セ
ー
リ
ス
渡

航
記
』）
と
な
る
。『
セ
ー
リ
ス
渡
航
記
』
に
は
諸
本
が
あ
り
、
記
述
に
多
少
の

差
異
は
あ
る
が
、
旅
程
や
訪
問
地
な
ど
に
違
い
は
見
ら
れ
な
い（
８
）。

　

セ
ー
リ
ス
や
コ
ッ
ク
ス
が
記
し
た
渡
航
記
録
や
日
記
は
、
私
的
な
日
記
で
は

な
く
公
務
日
誌
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。一
方
で
、『
セ
ー
リ
ス
渡
航
記
』が
セ
ー

リ
ス
の
帰
国
後
に
会
社
へ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
航
海
記
な
ど

の
出
版
ブ
ー
ム
に
セ
ー
リ
ス
自
身
が
参
加
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
お
り（
９
）、
渡
航
記
の
位
置
付
け
は
判
然
と
し
な
い
。『
セ
ー

表１　イギリス人の上洛、駿府・江戸参府
年代 代　表 目　的 見聞

1613 年 セーリス 日英の通商交渉のため　駿府・江戸へ △
1616 年 コックス 朱印状交付・特権回復交渉のため　江戸へ ○
1617 年 コックス 英人と日本人の争い訴訟関連　京へ ×
1618 年 コックス 蘭人による英人捕縛に対する愁訴　江戸へ ○
1621 年 コックス 平山常陳事件　江戸へ ○
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リ
ス
渡
航
記
』
が
公
務
の
参
考
と
し
て
後
世
に
残
す
こ
と
を
目
的
に
し
た
と
し

て
も
、
日
本
国
内
で
の
見
聞
に
関
す
る
私
的
意
見
・
感
想
が
随
所
に
見
ら
れ
る

の
は
事
実
で
あ
る
。

　

セ
ー
リ
ス
の
旅
行
目
的
は
家
康
と
の
交
易
交
渉
（
商
館
設
置
）
で
あ
る
。
日

本
へ
到
着
後
、
し
ば
ら
く
平
戸
の
松
浦
鎭
信
や
隆
信
ら
と
交
渉
・
交
遊
し
た
後
、

い
わ
ゆ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
親
書
と
、
交
易
に
関
す
る
請
願
書
を
家
康
へ
渡
す

た
め
、
八
月
二
〇
日
頃
に
平
戸
を
出
立
し
た
。『
セ
ー
リ
ス
渡
航
記
』
は
い
わ

ゆ
るShip Journal

で
、
日
本
国
内
の
旅
行
も
そ
の
延
長
上
に
あ
る
。
当
日
の

天
候
・
風
向
き
（
海
路
上
）・
移
動
経
路
・
宿
泊
地
、
し
ば
し
ば
見
聞
し
た
風

景
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
。
ま
た
、
航
海
中
は
ほ
ぼ
毎
日
記
述
さ
れ
る
が
、
国
内

の
移
動
は
か
な
り
省
略
さ
れ
、
国
内
の
「
道
中
日
記
」
ほ
ど
の
精
細
な
記
述
で

は
な
い
。

　

セ
ー
リ
ス
の
記
述
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
平
戸
出
立
後
、
水
運
に
て
お
よ
そ

一
週
間
で
大
坂
に
到
達
し
た
こ
と
、
そ
れ
以
後
は
原
則
と
し
て
陸
路
で
、
馬
を

利
用
し
て
移
動
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
表
２
）。
こ
の
ル
ー
ト
は
特
に
珍
し

い
も
の
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
平
戸
（
あ
る
い
は
長
崎
）
か
ら
駿
府

へ
向
か
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
経
路
と
な
る
。

（
２
）
リ
チ
ャ
ー
ド
＝
コ
ッ
ク
ス
の
行
程
（
一
六
一
六
年
）

　

続
い
て
旅
程
が
わ
か
る
も
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
リ
チ
ャ
ー
ド
＝
コ
ッ
ク

ス
に
よ
る
『
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
日
記
』（
以
下
、『
商
館
長
日
記
』）
で
あ
る）

（1
（

。

コ
ッ
ク
ス
は
日
本
滞
在
期
間
中
、
一
六
一
六
年
（
元
和
二
年
）、
一
六
一
七
年
、

一
六
一
八
年
、
一
六
二
一
年
の
四
度
に
わ
た
り
、
京
あ
る
い
は
江
戸
へ
向
か
っ

た
。
い
ず
れ
も
定
例
の
参
府
で
は
な
く
、
外
交
儀
礼
や
外
交
問
題
に
か
か
る
政

治
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

コ
ッ
ク
ス
は
一
六
一
三
（
慶
長
一
八
）
年
に
セ
ー
リ
ス
と
と
も
に
来
日
し
、

セ
ー
リ
ス
の
駿
府
・
江
戸
訪
問
時
は
平
戸
に
留
ま
っ
て
い
た
。
平
戸
に
イ
ギ
リ

ス
商
館
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
一
六
一
六
（
元
和
二
）
年
ま
で
の
間
に
、
コ
ッ
ク

ス
が
駿
府
を
訪
問
し
た
記
録
は
み
ら
れ
な
い
。
家
康
は
一
六
一
三
年
秋
か
ら
翌

年
正
月
ま
で
駿
府
へ
戻
っ
て
お
ら
ず
、
大
坂
の
陣
を
目
前
に
控
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
外
国
人
と
の
謁
見
が
困
難
だ
っ
た
こ
と
も
背
景
に
あ
る
。

　

大
坂
の
陣
が
終
わ
っ
た
翌
年
に
家
康
が
死
去
し
、
い
わ
ゆ
る
秀
忠
へ
の
「
代

替
」を
迎
え
た
。
そ
れ
に
と
も
な
う
新
た
な
朱
印
状
を
受
け
取
る
た
め
に
、コ
ッ

ク
ス
は
江
戸
へ
向
か
っ
た
。
行
程
は
次
ペ
ー
ジ
表
３
の
通
り
で
あ
る
。

　

往
路
で
は
、
七
月
三
〇
日
に
平
戸
を
出
航
し
、
瀬
戸
内
海
を
経
由
し
て
一
週

間
で
大
坂
へ
上
陸
し
、
大
坂
に
一
週
間
滞
在
し
て
か
ら
京
へ
向
か
い
、
そ
の
後
、

東
海
道
を
使
っ
て
江
戸
へ
入
っ
て
い
る
。
セ
ー
リ
ス
と
ほ
ぼ
同
様
の
行
程
で
あ

る
。
堺
の
平
野
屋
藤
左
衛
門
、
江
戸
の
三
雲
屋
な
ど
定
宿
の
他
、
元
定
宿
と
さ

れ
る
主
人
た
ち
が
取
引
相
手
と
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
訪
問
を
受
け
る
こ
と
が

あ
っ
た
。

　

コ
ッ
ク
ス
の
旅
行
で
は
、
往
路
よ
り
も
復
路
に
時
間
を
か
け
て
い
る
。
こ
れ

は
、
旅
行
目
的
が
朱
印
状
下
付
の
た
め
の
将
軍
家
訪
問
で
あ
り
、
定
め
ら
れ
た

日
程
を
厳
守
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
大
坂

表２　セーリスの行程
日付 通過・到着

８月20日ヵ 平戸→博多
21日 下関
27日 大坂
28日 伏見（船）
29日 伏見

９月６日 駿河
12日 江戸方面へ
13日 江戸
21日 浦賀
25日 浦賀
29日 駿河方面へ

10月９日 駿河発
16日 京
20日 伏見
21日 大坂
24日 →平戸

11月６日 平戸着
１）本表は『セーリス日本渡航記』を

もとに作成した。
２）日付はユリウス暦で表記した。
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到
着
早
々
に
京
都
所
司
代
へ
書
状
を
送
り
、
往
路
で
は
京
へ
は
寄
ら
ず
帰
路
に

寄
る
旨
を
伝
え）

（（
（

、
翌
日
は
大
坂
城
に
い
る
松
平
忠
明
へ
使
者
を
派
遣
し
、「
皇

帝
の
と
こ
ろ
へ
行
く
の
を
急
い
で
い
る
」
た
め
帰
路
に
寄
る
こ
と
を
伝
え
さ
せ

て
い
る）

（1
（

。

　

江
戸
へ
到
着
後
、
ア
ダ
ム
ス
の
数
度
に
わ
た
る
登
城
を
経
て
も
朱
印
状
の
下

付
が
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
長
期
滞
在
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

こ
の
間
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
早
期
の
平
戸
帰
還
を
求
め
て
い
た
が
許
さ
れ
な

か
っ
た
。
九
月
一
一
日
、
土
井
利
勝
の
用
人
横
田
角
左
衛
門
か
ら
、
出
発
許
可

の
遅
れ
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
＝
ア
ダ
ム
ス
の
領
地
で
あ
る
逸
見
に
宣
教
師
を
止
宿
さ

せ
た
疑
い
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
た
。
徳
川
将
軍
家
に
よ
る
キ
リ
ス

表４　ニコラス＝ポイクの旅程〈1609年〉
日　付 経由・到着地

７月27日 平戸→名護屋
28日 博多→小倉
29日 下関
30日 室積
31日 家室

８月１日 高崎→鞆
２日 下津井→牛窓→室津
３日 室山→姫路→明石
４日（大坂）
５日 伏見
６日 枚方
７日 大津→草津

８日 石部→水口→土山→関→関の
地藏

９日 亀山→宮

10日 鳴海→知鯉鮒→赤坂→岡崎→
吉田

11日 二川→白須賀→（新居）→浜松
→見附

12日 袋井→掛川→日坂→金谷→島
田→藤枝

13日 岡部→鞠子→駿府
22日 掛川
23日 馬郡→吉田
24日 岡崎→宮
25日 桑名→四日市→坂の下
26日 石部→草津
27日 大津→京
28日 伏見→大坂
30日 堺へ

９月１日 堺へ
２日 堺
３日 室津
４日 牛窓→ケオメ・ヨレ*
５日 鞆
７日 観音崎・御手洗
９日 上関→室積
11日 下関
13日 名護屋→平戸

１）本表は、金井圓『日蘭交渉史の研究』（思文
閣出版）所収の日記をもとに作成した。

２）日付はグレゴリオ暦で表記した。

* 比定地不明

表３　リチャード＝コックスの旅程〈1616年〉
日　付 経由・到着地
７月30日 平戸

31日 下関
８月１日 上関

２日 高崎
３日 牛窓
４日 大坂
12日 枚方→伏見
13日 大津→草津
14日 土山
15日 亀山→庄野→宮
17日 岡崎
18日 吉田→新居
19日 浜松→見附
20日 掛川→日坂
21日 駿府
22日 蒲原
23日 原→三島
24日 箱根→小田原
26日 大磯→藤沢→戸塚
27日 江戸

９月26日 逸見
27日 小田原
28日 三崎

10月２日 川崎
３日 江戸
17日 神奈川
18日 鎌倉→藤沢
19日 大磯→小田原
20日 箱根→三島→三枚橋
21日 蒲原→由比→江尻
22日 駿河→藤枝
23日 掛川→見附
24日 新居→吉田
25日 藤川→鳴海
26日 桑名
27日 庄野→関
28日 大津
29日 京

11月12日 大坂
15日 堺
25日 大坂→
27日 鞆
29日 上関付近
30日 上関

12月１日 宮津
２日 下関
３日 平戸

１）本表は、『イギリス商館長日記』（日本関係海外
史料）をもとに作成した。

２）日付はユリウス暦で表記した。
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ト
教
禁
教
政
策
は
だ
ん
だ
ん
と
厳
し
く
な
り
、
い
ず
れ
は
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト

教
徒
を
国
外
追
放
す
る
の
で
は
な
い
か
と
コ
ッ
ク
ス
は
考
え
て
い
た
。

　

江
戸
到
着
か
ら
約
一
ヶ
月
後
、
コ
ッ
ク
ス
ら
は
秀
忠
の
朱
印
状
を
得
て
平
戸

へ
の
帰
路
へ
つ
い
た
。
途
中
、
ア
ダ
ム
ス
領
の
相
模
国
逸
見
や
浦
賀
を
訪
問
し

た
が
、
そ
こ
で
秀
忠
朱
印
状
の
内
容
が
家
康
時
代
と
異
な
り
、
大
き
く
制
限
さ

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
コ
ッ
ク
ス
は
同
行
者
の
一
部
を
平
戸
へ
返
し
て
、
江
戸

へ
戻
っ
た
。
長
崎
と
平
戸
以
外
で
の
交
易
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
、
江
戸

を
出
て
か
ら
知
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
将
軍
家
と
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
家
康
時
代
の
特
権
は
回
復
し

な
か
っ
た
。
結
局
、
コ
ッ
ク
ス
ら
は
希
望
を
叶
え
る
こ
と
な
く
平
戸
へ
戻
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
帰
路
、
鎌
倉
で
は
高
徳
院
の
大
仏
を
、
京
で
は
滞
在

期
間
を
延
ば
し
て
、「
名
所
」
を
見
物
し
て
回
っ
た
。

　

移
動
手
段
を
見
て
お
こ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
人
も
イ
ギ
リ
ス
人
も
、
そ
の
宿
泊
地

こ
そ
違
っ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
東
海
道
五
十
三
次
の
宿
駅
を
利
用
し
て
移
動

し
た
（
表
３
・
４
参
照
）。
セ
ー
リ
ス
は
八
月
三
〇
日
、
伏
見
を
出
て
か
ら
駿
府

へ
到
着
す
る
ま
で
の
間
、「
皇
帝
の
負
担
で
十
九
頭
の
馬
を
給
せ
ら
れ
た
」）

（1
（

と

あ
る
よ
う
に
、
幕
府
伝
馬
を
利
用
し
て
陸
路
を
移
動
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の

上
級
商
務
員
ニ
コ
ラ
ス
＝
ポ
イ
ク
の
場
合
も
、
幕
府
か
ら
馬
を
支
給
さ
れ
、
宿

駅
ご
と
に
馬
を
交
換
し
て
い
た
こ
と
が
、
ポ
イ
ク
の
記
録
か
ら
わ
か
る
。

　

コ
ッ
ク
ス
の
場
合
、
伝
馬
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
た
か
判
然
と
し
な
い
。
た
だ

馬
を
使
お
う
と
し
た
時
に
、
す
べ
て
秀
忠
の
御
用
と
し
て
供
出
さ
れ
て
お
り
、

馬
が
出
て
く
る
ま
で
待
た
さ
れ
た
時
が
あ
っ
た）

（1
（

。
コ
ッ
ク
ス
自
身
「
も
っ
と
遠

く
へ
行
け
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
駿
府
を
出
て
、
江
戸
へ

向
か
う
途
上
、
馬
を
な
か
な
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

宣
教
師
が
日
常
的
な
布
教
で
街
道
を
通
行
す
る
際
、
伝
馬
朱
印
状
が
発
行
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
パ
シ
オ
は
、
伝
馬
朱
印
状
を
京
都
所
司
代
あ
る
い
は
年
寄

か
ら
発
給
さ
れ
た
こ
と
で
無
償
で
移
動
し
た
。
ニ
コ
ラ
ス
＝
ポ
イ
ク
も
同
様
で

あ
り
、
セ
ー
リ
ス
も
例
に
漏
れ
ず
、
家
康
か
ら
支
給
さ
れ
た
。

　

パ
シ
オ
、
セ
ー
リ
ス
、
ポ
イ
ク
ら
と
異
な
り
、
コ
ッ
ク
ス
は
、
将
軍
家
朱
印

状
の
受
け
取
り
の
た
め
に
江
戸
下
向
し
て
い
る
。
伝
馬
朱
印
状
が
発
行
さ
れ
た

無
償
で
の
伝
馬
を
利
用
を
せ
ず
、賃
銭
払
い
の
馬
利
用
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
も
ま
た
往
路
を
急
ぐ
理
由
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

移
動
中
の
様
子
に
つ
い
て
、
一
六
〇
七
年
、
イ
エ
ズ
ス
会
準
管
区
長
の
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
＝
パ
シ
オ
は
、
総
会
長
の
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
＝
ア
ク
ア
ヴ
ィ
ヴ
ァ
に
宛

て
、「
都
か
ら
江
戸
ま
で
陸
路
に
よ
っ
た
旅
行
の
す
べ
て
で
は
、
主
と
し
て
異

教
徒
た
ち
の
土
地
で
外
国
人
に
対
し
て
度
々
見
ら
れ
る
苦
痛
は
何
も
な
く
、
ま

た
不
快
感
を
経
験
す
る
こ
と
も
な
く
通
過
し
た
。」
と
記
す）

（1
（

。

　

こ
こ
で
い
う
不
快
感
を
与
え
ら
れ
た
経
験
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
パ
シ
オ
は

具
体
的
に
記
し
て
い
な
い
が
、『
セ
ー
リ
ス
渡
航
記
』
に
は
興
味
深
い
記
事
が

残
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
一
六
一
三
年
一
〇
月
二
〇
日
、
セ
ー
リ
ス
が
京
か
ら
伏
見
へ

移
動
す
る
時
、
人
々
が
「
唐
人
、
唐
人
」
と
叫
ん
で
つ
い
て
き
た
り
、
あ
る
い

は
「
コ
レ
、
コ
レ
」
と
呼
ば
れ
た
り
、
石
を
投
げ
ら
れ
た
り
し
た
と
い
う
。
さ

ら
に
、
外
国
人
に
対
す
る
侮
蔑
の
言
葉
や
暴
力
に
対
し
て
「
市
中
の
も
っ
と
も

厳
粛
な
人
」
は
そ
れ
を
咎
め
ず
、
逆
に
煽
動
す
る
と
書
き
残
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
セ
ー
リ
ス
の
記
事
か
ら
、
外
国
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
言
わ
れ
も
無

い
差
別
や
侮
辱
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

二
．
西
洋
人
に
よ
り
記
録
化
さ
れ
た
日
本

　

来
日
外
国
人
が
、
日
本
の
風
景
に
接
し
、
そ
の
状
況
を
記
録
す
る
こ
と
は
珍
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し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
近
世
に
特
化
さ
れ
る
こ
と
で
も
な
い）

（1
（

。

　

彼
ら
西
洋
人
の
残
す
記
録
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、以
下
の
二
点
に
な
ろ
う
。

　

ま
ず
、
来
日
目
的
に
よ
り
、
そ
の
記
述
に
偏
向
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
く

り
返
し
に
な
る
が
、
彼
ら
の
旅
行
は
「
遊
山
」「
巡
礼
」「
名
所
巡
り
」
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
、
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
の
布
教
を
目
的
に
来
日
し
た
イ
エ
ズ

ス
会
宣
教
師
で
は
、
偶
像
崇
拝
を
否
定
す
る
観
点
か
ら
、
仏
教
や
神
道
を
厳
し

い
批
判
と
と
も
に
描
写
し
、
時
に
歴
史
事
実
に
対
す
る
評
価
も
宗
教
を
背
景
に

し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る）

（1
（

。

　

現
代
で
は
観
光
名
所
と
さ
れ
る
神
社
・
仏
閣
な
ど
も
、イ
エ
ズ
ス
会
士
に
と
っ

て
は
「
悪
魔
」
の
拠
点
で
し
か
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
排
除
す
べ
き
忌

ま
わ
し
き
場
所
と
理
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

他
方
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
ら
は
敵
対
す
る
宗
教
に
嫌
悪
感
を
示
し
つ
つ
、
日
本

に
お
け
る
信
仰
や
習
俗
、
そ
の
他
の
風
俗
記
述
の
客
観
性
に
つ
と
め
る
傾
向
も

あ
る
。
た
と
え
ば
ル
イ
ス
＝
フ
ロ
イ
ス
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本

文
化
と
を
客
観
的
に
比
較
す
る
文
献
が
挙
げ
ら
れ
る）

（1
（

。
ま
た
、
政
治
に
対
し
て

は
、
日
本
国
内
の
歴
史
資
料
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
る
客
観
性
・
正
確

性
を
も
っ
た
記
事
も
少
な
く
な
い
。

　

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
に
対
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
な
ど
の
紅
毛
人

は
布
教
目
的
に
来
日
し
て
い
な
い
。
ニ
コ
ラ
ス
＝
ポ
イ
ク
が
草
津
か
ら
京
へ
向

か
う
途
上
、「
悪
魔
的
な
フ
ォ
ッ
テ
レ
リ
、す
な
わ
ち
偶
像
を
た
く
さ
ん
見
た
が
、

そ
れ
ら
を
彼
ら
は
必
要
と
し
、
か
つ
崇
拝
し
て
い
る
」
と
載
せ
る
の
み
で
、
表

記
上
「
悪
魔
」
と
の
文
字
が
入
っ
て
い
て
も
、
宗
教
的
な
評
価
や
評
論
に
は
な

ら
な
い
。
多
分
に
客
観
的
な
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る）

11
（

。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う

か
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
記
録
で
は
、
神
社
・
仏
閣
な
ど
に
対
す
る
称
賛
の
言
葉
も

見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
神
社
・
仏
閣

　

参
考
と
し
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
見
聞
し
た
神
社
や
仏
閣
に
つ
い
て
代

表
的
な
も
の
を
表
５
に
ま
と
め
た
。

　

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
＝
ザ
ビ
エ
ル
が
来
日
す
る
前
か
ら
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
に

表５　イエズス会宣教師らによる主な訪問場所
年代 記述者 記述地 対象

1549年11月５日 ザビエル 京 東寺ヵ、高野山、根来寺、比叡山、多武峰
1560年６月２日 ロレンソ 京 比叡山、僧兵
1561年８月17日 ヴィレラ 堺 比叡山、琵琶湖、親鸞、日蓮
1564年10月９日 フェルナンデス 平戸 比叡山
1565年10月25日 アルメイダ 京 奈良の描写

興福寺・春日神社・平向山八幡宮・東大寺な
ど

1565年３月６日 フロイス 京 三十三間堂、東福寺、
1565年４月27日 フロイス 京 千本閻魔堂、大徳寺ヵ、金戒光明寺ヵ
1566年９月６日 フロイス 堺 高野山の伝聞、一向宗
1569年６月１日 フロイス 都 法華宗（最も傲慢な宗派として）

※フロイス追放要請に絡む
1571年10月６日 ヴィレラ ゴア 本圀寺、仁和寺、竜安寺、東福寺、清水寺、五

条大橋、愛宕山、石清水八幡宮、比叡山、三井
寺、興福寺、東大寺、春日神社、天王寺、本願
寺、多武峰、根来寺、高野山

１）本表は『十六・七世紀イエズス会日本報告集』（同朋社）所収の書翰をもとに作成した。
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は
日
本
情
報
が
す
で
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

1（
（

（
第
一
日
本
情
報
第

一
稿
な
ど
）。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
が
来
日
目
的
で
あ
る

た
め
、
そ
の
関
心
が
宗
教
に
向
く
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。「
第
一
日
本
情
報
第

三
稿
」
で
は
、「
日
本
の
こ
の
島
に
は
、
別
の
高
い
山
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
五
、

〇
〇
〇
人
の
宗
教
家
が
い
る
。
彼
ら
は
非
常
に
富
裕
で
、
多
く
の
召
使
い
を
抱

え
、
す
ば
ら
し
い
家
を
持
ち
、
豪
華
な
衣
服
を
着
て
い
る
…
…
彼
ら
の
家
か
ら

一
レ
ガ
離
れ
た
山
の
ふ
も
と
に
は
門
が
あ
り
、
い
か
な
る
女
性
も
そ
の
門
を
通

る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
」
と
あ
り）

11
（

、
こ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
寺
を
指
す
の
か
は

明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
以
後
の
宣
教
師
た
ち
の
報
告
な
ど
で
比
叡
山
延
暦
寺

が
多
く
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、延
暦
寺
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、

ザ
ビ
エ
ル
は
鹿
児
島
到
着
後
、
早
々
に
ゴ
ア
に
向
け
て
書
翰
を
送
り
、
高
野
山

（
金
剛
峯
寺
）、
根
来
寺
、
比
叡
山
（
延
暦
寺
）、
多
武
峰
談
山
神
社
が
日
本
の

な
か
で
主
要
な
寺
社
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る）

11
（

。

①
方
広
寺
大
仏

　

で
は
紅
毛
人
が
描
写
す
る
寺
院
・
仏
閣
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。一
例
と
し
て
、『
商

館
長
日
記
』
に
書
か
れ
た
記
事
を
挙
げ
て
み
よ
う）

11
（

。

【
史
料
１
】
一
六
一
六
年
一
一
月
二
日

私
は
町
の
記
念
建
造
物
を
見
に
出
か
け
た
。す
な
わ
ち
、〔
先
ず
〕ダ
イ
ボ
ッ

ツ
の
あ
る
聖
堂
で
、
そ
こ
に
は
巨
像
す
な
わ
ち
黄
銅
の
像
（
と
い
う
よ
り

は
寧
ろ
偶
像
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
驚
く
ば
か
り
の
大
き
さ
で
、
像
主
は

足
を
組
ん
で
坐
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
頭
は
聖
堂
の
天
頂
に
届
い

て
お
り
、
全
身
に
亘
り
黄
金
を
以
て
鍍
金
し
て
あ
り
、
そ
の
背
後
に
あ
っ

て
、
そ
の
表
面
に
日
輪
の
絵
を
彫
附
け
た
大
き
な
壁
も
し
く
は
板
が
や
は

り
同
様
に
〔
鍍
金
〕
し
て
あ
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
そ
の
楼
門
の
内
部

に
は
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
一
頭
の
巨
大
な
金
箔
を
押
し
た
獅
子
の
像
が
、
ま

た
、
そ
の
楼
門
の
外
側
に
も
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
（
玄
関
番
と
し
て
）
勇
猛

な
姿
に
造
ら
れ
た
巨
人
の
像
が
一
体
ず
つ
立
っ
て
い
る
。
実
に
、
そ
の
総

べ
て
が
賞
讃
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
一
六
一
六
年
の
江
戸
参
府
を
終
え
た
コ
ッ
ク
ス
ら
が
、
京
を
見
物
し

た
時
の
記
事
で
あ
る
。
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
「
巨
像
の
あ
る
聖
堂
」
で

そ
の
巨
像
が
「
驚
く
ば
か
り
の
大
き
さ
」
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
方
広
寺
の
大

仏
を
指
す
こ
と
は
明
白
だ
が
、
注
目
す
べ
き
点
は
、
大
仏
、
鐘
楼
、
石
柱
、
唐

獅
子
、仁
王
、「
そ
の
総
べ
て
が
賞
賛
に
値
す
る
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
記
事
の
み
な
ら
ず
、
三
十
三
間
堂
で
は
千
手
観
音
・
二
十
八
部
衆
・
風

神
雷
神
に
つ
い
て
、「
著
名
な
世
界
の
七
不
思
議
の
ど
れ
の
前
に
も
ひ
け
を
と

ら
な
い
と
評
價
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」）

11
（

、
豊
国
廟
で
は
「
私
と
し
て
は
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
た
だ
感
嘆
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
ば
か
り
言
葉
で
は
言
い
表
わ
せ

な
い
の
で
あ
る
…
…
こ
れ
こ
そ
か
く
も
著
名
な
皇
帝
の
入
る
に
相
応
し
か
ろ

う
」）

11
（

と
、
そ
こ
に
は
感
想
を
越
え
た
賞
賛
が
記
さ
れ
て
い
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
宣

教
師
は
日
本
の
宗
教
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
大
き
さ
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
感
動
表
現
は
書
か
れ
な
い
。

②
耳
塚

　

次
の
史
料
は
、
方
広
寺
の
近
く
に
あ
る
史
跡
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る）

11
（

。

【
史
料
２
ａ
】
一
六
一
三
年
一
〇
月
一
六
日
（
セ
ー
リ
ス
）

こ
の
仏
の
境
内
に
、（
住
民
の
説
に
よ
れ
ば
）　

一
度
に
屠
ら
れ
た
三
千
の

朝
鮮
人
の
耳
と
鼻
と
が
葬
ら
れ
て
あ
る
。
そ
の
墓
の
上
に
は
土
饅
頭
が
盛

り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
頂
に
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
あ
る
。
そ
の
土
饅
頭
は
緑
色

を
な
し
、
は
な
は
だ
き
れ
い
に
保
存
し
て
あ
る
。
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【
史
料
２
ｂ
】
一
六
一
六
年
一
一
月
二
日
（
コ
ッ
ク
ス
）

ダ
イ
ボ
ツ
の
聖
堂
の
東
門
の
前
に
は
さ
ほ
ど
目
立
た
な
い
大
き
さ
の
円
い

丘
が
あ
り
、
そ
の
頂
上
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
教
会
境
内
墓
地
に
あ
る

十
字
架
の
よ
う
な
石
柱
が
ひ
と
つ
立
っ
て
い
る
が
、
そ
の
丘
は
、
私
が
教

え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
約
二
四
な
い
し
二
五
年
以
前
タ
イ
ク
ス
様

が
そ
の
国
を
征
伐
し
た
と
き
殺
さ
れ
た
朝
鮮
人
の
耳
や
鼻
で
で
き
て
い
る

と
の
由
で
あ
る
。

前
者
は
一
六
一
三
年
に
セ
ー
リ
ス
が
記
し
た
も
の
、
後
者
は
一
六
一
六
年
に

コ
ッ
ク
ス
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
対
象
物
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
形
状
に
対

す
る
客
観
的
描
写
が
同
じ
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
る
が
、
セ
ー
リ
ス
、
コ
ッ
ク

ス
と
も
に
耳
塚
を
採
り
上
げ
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。

　

耳
塚
を
と
り
あ
げ
た
理
由
を
『
セ
ー
リ
ス
渡
航
記
』『
商
館
長
日
記
』
と
も

明
記
し
て
い
な
い
。
耳
塚
は
寺
院
建
築
や
神
社
建
築
、
あ
る
い
は
仏
像
の
よ
う

な
壮
麗
さ
は
な
く
、
た
だ
土
盛
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
一
八
世
紀
、
天
明
年

間
に
成
立
し
た
『
都
名
所
図

会
』の
一
項
目
と
し
て「
耳
塚
」

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時

代
中
期
に
は
「
名
所
」
の
ひ

と
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い

る
が
、
挿
絵
で
は
大
仏
殿
（
方

広
寺
）
の
隅
に
描
か
れ
る
程

度
の
も
の
で
あ
る
（
図
１
）。

　

そ
の
よ
う
な
史
跡
を
わ
ざ

わ
ざ
記
録
し
た
意
味
は
何
で

あ
ろ
う
か
。

　

セ
ー
リ
ス
は
耳
塚
に
つ
い
て
、“by the reporte of inhabitants,”

「
居
住

者
の
話
に
よ
れ
ば
」
と
、
京
に
住
む
人
か
ら
情
報
を
得
た
こ
と
を
記
す）

11
（

。
誰
が

通
訳
と
な
っ
た
か
は
未
詳
だ
が
、
名
所
旧
跡
を
め
ぐ
る
時
、
そ
の
由
来
な
ど
を

説
明
す
る
人
が
随
行
し
た
か
、あ
る
い
は
そ
の
場
で
尋
ね
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　

一
方
、コ
ッ
ク
ス
は
情
報
元
に
つ
い
て
記
し
て
い
な
い
。“as I w

as tould”

「

私
が
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
」
と
あ
る
こ
と
か
ら）

11
（

、
コ
ッ
ク
ス
も
ま
た
京
中

で
話
を
聞
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

耳
塚
は
、
大
仏
殿
や
三
十
三
間
堂
、
そ
の
他
の
神
社
仏
閣
と
異
な
り
、
見
た

目
は
大
き
な
特
徴
の
な
い“hill”

で
あ
る
。
洛
中
を
散
策
す
る
外
国
人
に
与
え

た
影
響
は
、
そ
の
造
形
で
は
な
く
、
耳
塚
に
由
来
す
る
歴
史
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
も
の
が
造
ら
れ
た
の
か
、
コ
ッ
ク
ス
ら
は
そ
の
由
緒
に
着
目

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
当
時
の
外
国
人
が
日
本
人
に
対
し
て
抱
い

て
い
た
「
残
虐
性
」
を
具
現
化
し
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
当
該
の
施
設
に
ま
つ
わ
る
話
へ
の
興
味
・
関
心
か
ら
、
書
き
留
め
ら

れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

コ
ッ
ク
ス
は
こ
れ
ら
の
名
所
を
回
っ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
記
す）

11
（

。

【
史
料
３
】

そ
の
な
か
に
は
キ
リ
ス
ト
教
国
に
い
る
我
々
の
修
道
士
た
ち
や
聖
職
者
た

ち
と
同
様
、
ボ
ウ
ズ
す
な
わ
ち
異
教
の
聖
職
者
た
ち
が
大
変
華
美
な
生
活

を
為
て
い
る
が
、
そ
の
様
式
の
な
か
か
ら
彼
ら
（
ボ
ウ
ズ
）
は
彼
ら
の
本

源
を
汲
取
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
異
教
の
ほ
う
が
一

段
と
由
緒
が
古
く
、
し
か
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
同
様
多
く
の
宗
派
や
修
道

会
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

コ
ッ
ク
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
と
を
比
較
し
、
日
本
に
み
ら
れ
る
宗
教
の

方
に
由
緒
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
歴
史
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か

図１　「都名所図会」巻３
国立国会図書館デジタルコレクション
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は
問
題
で
は
な
い
。『
商
館
長
日
記
』
に
他
宗
教
を
容
認
す
る
か
の
よ
う
な
記

事
が
率
直
に
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
重
要
で
あ
る
。

　

建
造
物
に
対
す
る
感
想
は
、そ
の
造
形
の
様
子
を
描
写
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

ま
た
宗
教
的
な
評
価
で
も
な
い
、
自
身
の
感
性
・
感
動
を
示
す
表
現
と
な
っ
た
。

コ
ッ
ク
ス
た
ち
の
旅
行
の
な
か
に
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
途
上
、
わ
ず
か
の

時
間
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
観
光
を
楽
し
む
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

　（
２
）
都
市

　

外
国
人
は
、
参
府
途
上
で
訪
れ
る
都
市
あ
る
い
は
村
に
つ
い
て
、
城
下
町
で

あ
れ
ば
、
城
の
姿
や
城
下
町
の
様
相
を
記
す
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
的
な
都
市
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

①
鎌
倉

　

鎌
倉
に
つ
い
て
は
、
国
内
旅
行
史
の
な
か
で
題
材
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

特
に
江
戸
時
代
中
後
期
で
は
、
庶
民
に
よ
る
参
詣
対
象
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
鶴
岡
八
幡
宮
、
長
谷
寺
、
江
ノ
島
、
稲
村
ヶ
崎
、

建
長
寺
、
七
里
ヶ
浜
の
コ
ー
ス
、
あ
る
い
は
三
浦
半
島
を
め
ぐ
る
コ
ー
ス
な
ど

に
類
型
化
さ
れ
て
い
っ
た）

1（
（

。

　

江
戸
時
代
初
期
、
東
海
道
を
通
行
す
る
外
国
人
は
、
鎌
倉
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る）

11
（

。

【
史
料
４
ａ
】
一
六
〇
七
年
（
パ
シ
オ
）

…
こ
れ
に
続
い
て
相
模
の
国
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
古
く
長
年
に
わ
た
っ

て
日
本
の
政
庁
が
あ
っ
た
…
…
そ
こ
に
は
公
方
あ
る
い
は
将
軍
が
住
ん
で

い
て
同
地
か
ら
天
下
を
治
め
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
、
当
地
に
は
そ
の

当
時
の
廃
墟
と
遺
跡
と
を
除
い
て
他
に
見
る
べ
き
も
の
は
な
く
、
か
つ
て

二
〇
万
以
上
も
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
戸
数
は
今
は
五
〇
〇
に
も
達
し
な

い
。
パ
ー
ド
レ
は
当
地
に
一
、二
日
滞
在
し
て
古
老
た
ち
が
語
り
、
日
本

の
各
書
物
に
も
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
旧
跡
と
寓
話
を
見
聞
し
て
歩
い

た
。
当
地
に
は
さ
ら
に
大
仏
と
呼
ば
れ
る
都
の
そ
れ
と
同
様
に
驚
く
ほ
ど

大
き
い
青
銅
の
仏
が
あ
り
、
雨
曝
し
に
あ
い
、
ま
た
日
に
曝
さ
れ
て
田
圃

の
な
か
に
置
か
れ
て
お
り
…
…

【
史
料
４
ｂ
】　

一
六
一
三
年
九
月
一
二
日
（
セ
ー
リ
ス
）

駿
河
と
江
戸
と
の
間
の
地
方
は
、
住
民
が
な
か
な
か
多
い
。
予
ら
は
道
す

が
ら
多
く
の
仏
す
な
わ
ち
寺
院
を
見
た
。
中
で
も
大
仏
と
称
す
る
特
に
有

名
な
一
つ
の
偶
像
が
あ
る
。
銅
で
つ
く
り
、
内
部
は
空
虚
だ
が
、
厚
み
は

な
か
な
か
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
予
ら
の
推
測
で
は
、
そ
の
高
さ
は
地
か

ら
約
二
十
一
、二
フ
ィ
ー
ト
の
よ
う
で
あ
り
、
地
上
に
跪
け
る
人
の
形
で
、

踵
の
上
に
臂
を
据
え
、
そ
の
両
腕
は
驚
く
ほ
ど
大
き
く
、
全
身
の
釣
合
は

よ
ろ
し
い
。
彼
は
衣
を
着
た
形
で
あ
る
…
…

【
史
料
４
ｃ
】　

一
六
一
六
年
一
〇
月
一
八
日
（
コ
ッ
ク
ス
）

我
々
は
今
日
カ
マ
ク
ラ
と
呼
ぶ
町
で
午
餐
を
摂
っ
た
が
、
こ
こ
は
昔

（
五
〇
〇
年
前
）
は
日
本
で
最
大
の
都
市
で
あ
っ
て
、
現
在
の
ミ
ア
コ
も

し
く
は
江
戸
よ
り
四
倍
も
大
き
く
、
ま
た
［　
　
　
　
　

］
と
名
乗
る
そ

の
地
の
ト
ノ
す
な
わ
ち
日
本
の
王
は
日
本
の
首
席
司
令
官
す
な
わ
ち
皇
帝

で
あ
っ
て
、
シ
ャ
ッ
ケ
〈
釈
迦
〉
の
末
裔
で
あ
る
ダ
イ
レ
か
ら
王
権
を

奪
っ
た
主
要
な
（
或
い
は
最
初
の
）
人
物
で
あ
っ
た
（
と
言
わ
れ
て
い

る
）。
…
…
他
の
総
べ
て
に
も
ま
し
て
私
が
感
歎
し
た
の
は
人
々
に
よ
り

ダ
イ
ボ
ッ
ツ
と
呼
ば
れ
、
二
つ
の
山
々
の
谷
合
い
に
あ
る
巨
大
な
黄
銅
の

偶
像
で
、
四
八
〇
年
以
前
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
仏
殿
は
ま
っ
た

く
朽
ち
果
て
て
い
る
。
…
…
私
は
こ
れ
は
、
世
界
の
七
不
思
議
の
ひ
と
つ
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に
考
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
残
骸
を
九
〇
〇
頭
の
駱
駝
に
積
ん
で
運
ん
だ

と
伝
え
ら
れ
る
ロ
ド
ス
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
い
も
の
と
推
測
す
る
。
…
…

或
る
人
々
は
、
こ
の
都
市
は
劫
火
の
た
め
に
破
壊
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
る

が
、
し
か
し
私
が
住
民
た
ち
か
ら
聞
き
訊
し
た
と
こ
ろ
、
彼
等
は
そ
ん
な

こ
と
は
ま
っ
た
く
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
た
だ
戦
争
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た

り
壊
滅
さ
れ
た
り
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
高
徳
院
の
大
仏
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
ま
た
中
世
と
近
世
と
の

比
較
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
特
に
コ
ッ
ク
ス
の
描
写
は
細
か
く
、
感
動
表
現
が

含
ま
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
も
、
古
老
を
は
じ
め
と
し
た
現
地
の
人
々
か
ら
の
情
報
で
あ
る
。
鎌

倉
を
訪
れ
た
外
国
人
に
と
っ
て
、
高
徳
院
の
大
仏
は
特
筆
す
べ
き
存
在
だ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
一
六
〇
七
年
の
パ
シ
オ
の
場
合
、「
要
す
る
に
、
こ
の
地
に

は
こ
の
他
に
も
古
老
た
ち
が
お
り
、
彼
ら
が
往
昔
の
根
元
を
見
聞
き
し
て
い
る

こ
と
が
パ
ー
ド
レ
と
そ
の
同
行
者
の
気
晴
し
の
た
め
に
役
立
っ
た
」
と
書
い
て

い
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
見
物
は
わ
ず
か
な
が
ら
で
も
、
余
暇
の
楽
し
み
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

三
．
日
本
の
風
習
や
歴
史
に
対
す
る
理
解

（
１
）
刑
罰
に
み
る
誤
解

　

外
国
人
が
み
た
日
本
、
特
に
権
力
理
解
に
つ
い
て
は
、“Em

peror” “K
ing”

を
は
じ
め
と
し
た
用
語
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
天
皇
・
大
御
所
家
康
・
将
軍
徳
川
秀
忠
・
豊
臣
秀
頼
と
の
関
係
は
、
外
国

人
の
な
か
で
は
複
雑
で
理
解
が
難
し
い
も
の
だ
っ
た）

11
（

。政
治
体
制
の
み
な
ら
ず
、

紛
争
解
決
に
み
ら
れ
る
法
解
釈
を
と
も
な
う
案
件
に
つ
い
て
は
、
法
の
観
念
や

制
度
の
曖
昧
さ
か
ら
、
外
国
人
の
不
信
を
買
う
ケ
ー
ス
が
多
々
見
ら
れ
た）

11
（

。

　

特
に
日
本
の
刑
罰
を
め
ぐ
っ
て
、
セ
ー
リ
ス
と
コ
ッ
ク
ス
は
、
年
代
や
場
所

が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
類
似
し
た
風
景
に
つ
い
て
記
し
て
い
る）

11
（

。

【
史
料
５
ａ
】
一
六
一
三
年
八
月
三
〇
日
（
セ
ー
リ
ス
）

予
ら
が
あ
る
都
市
に
近
づ
く
と
、
磔
殺
さ
れ
た
者
の
死
体
と
十
字
架
と
が

あ
る
の
を
見
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
磔
刑
は
、
こ
こ
で
は
大
多
数
の
罪
人
に

対
す
る
ふ
つ
う
の
刑
罰
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
皇
帝
の
宮
廷
の
あ
る
駿
河

に
近
く
来
た
と
き
、
予
ら
は
（
処
刑
さ
れ
た
）
た
く
さ
ん
の
首
を
の
せ
た

断
頭
台
を
見
た
。
そ
の
傍
に
は
た
く
さ
ん
の
十
字
架
と
、
な
お
そ
の
上
に

縛
り
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
の
罪
人
の
死
体
と
が
あ
り
、
ま
た
仕
置
の
後
、
刀

の
切
れ
味
を
試
め
す
た
め
に
幾
度
も
幾
度
も
切
ら
れ
た
他
の
死
骸
の
片
々

も
あ
っ
た
。
駿
河
に
入
る
に
は
是
非
そ
の
脇
を
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、

こ
れ
ら
は
み
な
予
ら
に
も
っ
と
も
不
快
な
通
路
と
な
っ
た
。

【
史
料
５
ｂ
】　

一
六
一
六
年
八
月
一
二
日
（
コ
ッ
ク
ス
）

極
悪
人
ど
も
に
殺
さ
れ
た
も
の
で
、
し
か
も
こ
の
地
の
人
々
は
彼
を
横
た

わ
っ
た
ま
ま
に
し
て
放
っ
て
置
き
、
彼
に
埋
葬
の
場
所
も
與
え
な
い
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
対
岸
で
は
ひ
と
り
の
男
が
、
あ
る
商
人
の
使
用
人
を
殺

害
し
た
廉
で
十
字
架
上
で
磔
刑
に
處
せ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
或
る
別
の

場
所
で
は
（
我
々
が
通
っ
た
さ
い
に
）、
私
は
大
道
端
の
材
木
の
上
に
八

な
い
し
十
人
ほ
ど
の
罪
人
の
首
が
据
え
て
あ
る
の
を
見
た
。
こ
の
よ
う
な

厳
し
い
裁
判
が
な
か
っ
た
ら
、
彼
等
の
間
で
は
生
き
て
い
け
な
い
の
だ
、

と
思
う
。
人
々
は
そ
ん
な
に
も
極
悪
で
命
知
ら
ず
な
の
で
あ
る
。

　

前
者
は
セ
ー
リ
ス
が
駿
府
に
入
る
直
前
で
み
た
風
景
で
あ
り
、
後
者
は
山
城

国
で
コ
ッ
ク
ス
が
み
た
風
景
で
あ
る
。
セ
ー
リ
ス
は
そ
れ
を
「
不
快
」
に
感

じ
、
コ
ッ
ク
ス
は
そ
の
風
景
に
つ
い
て
感
想
は
書
か
な
い
も
の
の
、
日
本
人
を
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「“villanouse

（villainous

）”

極
悪
」
と
評
価
す
る
。

　

コ
ッ
ク
ス
ら
は
、
平
戸
で
の
小
競
り
合
い
や
事
件
が
起
こ
っ
た
時
、
商
館
レ

ベ
ル
で
解
決
で
き
る
こ
と
は
商
館
内
部
で
の
自
己
解
決
を
め
ざ
す
が
、、
日
本

人
が
関
係
す
る
事
件
の
場
合
は
、
裁
判
を
平
戸
領
主
へ
求
め
た
。
し
か
し
、
幕

藩
領
主
は
「
解
決
す
る
」「
希
望
に
沿
う
よ
う
に
す
る
」
と
は
言
う
も
の
の
、

実
際
に
は
放
置
す
る
か
、
言
い
逃
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
介
入
を
回

避
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
で
き
ご
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
コ
ッ
ク
ス
は
当
時

の
日
本
の
法
観
念
に
疑
念
を
抱
い
て
い
た
。
日
本
の
歴
史
の
な
か
で
、
日
本
人

の
処
罰
に
対
す
る
考
え
方
は
、
戦
国
期
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
フ
ロ
イ
ス
も
注

目
し
て
い
た）

11
（

。

【
史
料
６
】

○
わ
れ
わ
れ
の
間
で
は
死
刑
執
行
人
に
な
る
こ
と
は
最
大
の
屈
辱
で
あ
る
。

日
本
で
は
ど
ん
な
貴
人
で
も
死
刑
を
執
行
す
る
。
そ
し
て
自
ら
そ
れ
を
誇

り
と
し
て
い
る
。

○
わ
れ
わ
れ
の
間
で
は
そ
れ
を
お
こ
な
う
権
限
や
司
法
権
を
持
っ
て
い
る
人

で
な
け
れ
ば
、
人
を
殺
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
で
は
誰
で
も
自
分
の

家
で
殺
す
こ
と
が
で
き
る
。

○
わ
れ
わ
れ
の
間
で
は
窃
盗
を
し
て
も
、
そ
れ
が
相
当
の
金
額
で
な
け
れ
ば

殺
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
で
は
ご
く
僅
か
な
額
で
も
、
事
由
の
如
何

を
問
わ
ず
殺
さ
れ
る
。

○
わ
れ
わ
れ
の
間
に
は
磔
刑
は
な
い
。
日
本
で
は
き
わ
め
て
普
通
に
お
こ
な

わ
れ
る
。

外
国
と
日
本
の
文
化
の
違
い
と
し
て
、
フ
ロ
イ
ス
は
処
刑
に
対
す
る
考
え
方
を

挙
げ
て
い
る
。
こ
の
理
解
は
【
史
料
５
ａ
・
ｂ
】
で
み
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代

で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
日
本
で
は
主
人
に
生
殺
与
奪
の
権
利
が
あ

り
、
そ
れ
は
武
家
社
会
で
も
町
人
・
農
村
社
会
で
も
同
じ
だ
と
理
解
し
て
い
る
。

眼
前
に
あ
る
処
刑
風
景
や
、
路
上
に
放
置
さ
れ
た
死
体
を
み
る
な
か
で
、
そ
の

死
因
を
「
主
人
へ
の
抵
抗
」
と
理
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

生
殺
与
奪
の
権
利
を
主
人
が
握
っ
て
い
る
前
提
が
、
日
本
社
会
の
根
底
に

「“slave”

奴
隷
」
の
存
在
が
あ
る
と
の
見
方
で
あ
っ
た）

11
（

。

【
史
料
７
】

こ
の
フ
ェ
ー
ベ
と
い
う
所
は
老
皇
帝
か
ら
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
に
、

彼
と
彼
の
一
族
に
永
久
に
与
え
ら
れ
た
領
地
で
あ
り
、
ジ
ョ
セ
フ
と
呼
ぶ

彼
の
息
子
に
も
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
地
に
は
一
〇
〇
以
上
の
農
園
す

な
わ
ち
世
帯
が
あ
り
、
彼
等
の
下
に
い
る
他
の
人
々
を
除
い
て
総
べ
て
が

彼
の
家
臣
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
彼
等
に
対
す
る
生
殺
与
奪
の
権

力
を
有
す
る
が
、
そ
れ
は
彼
等
が
彼
の
奴
隷
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
彼
は
彼

等
の
上
に
、
日
本
の
何
処
の
ト
ノ
（
す
な
わ
ち
王
）
も
そ
の
家
臣
の
上
に

有
し
て
い
る
の
と
同
じ
絶
対
の
権
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
領

民
の
数
人
の
者
が
私
の
と
こ
ろ
に
オ
レ
ン
ジ
や
無
花
果
や
梨
や
栗
や
葡
萄

と
い
っ
た
果
物
の
贈
物
を
持
参
し
た
が
、
そ
の
地
に
は
そ
れ
ら
が
豊
富
に

あ
る
の
で
あ
る
。　

こ
の
記
事
は
、
一
六
一
六
年
に
朱
印
状
を
得
た
コ
ッ
ク
ス
ら
が
、
平
戸
へ
の
帰

路
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
＝
ア
ダ
ム
ス
の
領
地
で
あ
る
逸
見
を
訪
問
し
た
時
の
も
の
で

あ
る
。
逸
見
で
事
件
が
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
コ
ッ
ク
ス
は
逸
見
に
い

る
農
民
た
ち
を
「
奴
隷
」
と
理
解
し
た
。
た
し
か
に
、領
主
は
、そ
の
土
地
（
版
）

と
領
民
（
籍
）
に
対
す
る
支
配
権
を
持
つ
。
領
民
に
対
し
て
は
、
本
来
的
に
人

格
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
が
、
領
民
た
ち
が
領
主
に
抵
抗
で
き
な
い
状
態
を

「
領
民
＝
奴
隷
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
定
の
農
民
に
隷
属
す
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る
「
下
人
」
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
解
も
頷
け
る
と
こ
ろ
だ
が
、
コ
ッ
ク
ス
は
本

百
姓
を
含
め
て
、
農
民
全
体
を
「
奴
隷
」
と
理
解
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
日
本
の
歴
史

　

イ
エ
ズ
ス
会
年
報
や
『
商
館
長
日
記
』
な
ど
を
通
観
す
る
と
、
日
本
の
風
俗

や
日
本
の
歴
史
へ
の
記
述
を
目
に
す
る
時
が
あ
る
。イ
エ
ズ
ス
会
の
年
報
に
は
、

日
本
の
過
去
の
で
き
ご
と
が
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
ま
た
年

報
冒
頭
に
記
さ
れ
る
過
去
一
年
間
に
お
け
る
政
治
動
向
は
詳
細
で
、
か
つ
正
確

性
が
高
い
。
関
ヶ
原
合
戦
前
後
の
政
治
状
況
、
大
坂
の
陣
に
至
る
ま
で
の
動
静

な
ど
、
ど
こ
か
ら
そ
の
情
報
を
得
る
の
か
は
未
詳
と
は
い
え
、
日
本
国
内
の
史

料
と
照
合
し
て
も
遜
色
な
い
記
事
が
多
い
。

　

ま
た
、
彼
ら
は
、
そ
の
土
地
で
過
去
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
つ
ま
り
歴
史

を
日
記
に
書
き
記
す
こ
と
が
あ
る
。
先
述
し
た
鎌
倉
の
記
載
で
は
「
日
本
の
王

は
日
本
の
首
席
司
令
官
す
な
わ
ち
皇
帝
で
あ
っ
て
、
シ
ャ
ッ
ケ
〈
釈
迦
〉
の
末

裔
で
あ
る
ダ
イ
レ
か
ら
王
権
を
奪
っ
た
主
要
な
（
或
い
は
最
初
の
）
人
物
で

あ
っ
た
」
と
あ
る
。【
史
料
４
ａ
】【
史
料
４
ｂ
】
に
鎌
倉
に
は
か
つ
て
将
軍
が

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
実
名
が
な
く
ブ
ラ
ン
ク
の
ま
ま
だ
っ
た）

11
（

。
お

よ
そ
五
〇
〇
年
前
、鎌
倉
に
い
た
日
本
の
王
で
、首
席
司
令
官
で
、皇
帝
で
あ
っ

た
人
物
と
い
え
ば
、
征
夷
大
将
軍
源
頼
朝
以
外
に
は
い
な
い
。『
商
館
長
日
記
』

で
は
破
損
・
汚
損
が
多
く
読
み
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
日
記
二
冊
目
の
表
紙

に
次
の
よ
う
な
内
容
の
書
き
込
み
が
あ
る）

11
（

。

【
史
料
８
】

カ
マ
コ
ラ
殿
、
そ
の
名
は
ヨ
リ
ト
モ
で
あ
り
、
彼
の
弟
は

■

と
名
乗
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
最
初
の
日
本
の

■
、

日
本
の
教
皇

■
受
け
た
が

■
彼
等
に
許
し
た
。「
す

な
わ
ち

■
）

■
高
位
の
聖
職
者
の
み

■

タ
イ
ク
ス
様
は

■
死
去
し
た
が

■
の
名
に
よ
っ
て

■
オ
ー
グ
シ
ョ
様
は

■
に
よ
っ
て

■
す

な
わ
ち
カ
ミ

■
ら
れ
て
い
る
が
、
歴
代
の
ダ
イ
レ
に
対
し
て

は

■
、
軍
神

■
ま
た
彼
は

■
に
行
き

■
高
位
の
聖
職
者
の

■
ま
た

■
崇
め
る

■
、
彼
は
答
え
て

■
よ
り
も
偉
大
な

■

そ
の
よ
う
に
名
誉
を

■

図
２
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
記
述
は
料
紙
表
の
中
段
に
書
か
れ
、
上
部
に

は
長
崎
の
町
年
寄
な
ど
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
き
込
み
が
本
紙
に
記
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
単
な
る
メ
モ
書
き
に
過
ぎ
な
い
と
の
見
方
も
で
き
る

が
、
む
し
ろ
メ
モ
書
き
す
る
必
要
が
あ
っ
た
情
報
だ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
【
史
料
８
】
を
改
め
て
み
る
と
、「“Cam

acora D
ono” 

鎌
倉
殿
＝
源
頼

朝
」「
彼
の
弟
＝
（
義
経
か
？
）」「“Pope of Japon”

日
本
の
教
皇
＝
天
皇
」、

「“T
ycus Sm

am
a” 

タ
イ
ク
ス
様
＝
太
閤
様
＝
秀
吉
」、「“O

gusho Sam
m

a”

オ
ー
グ
シ
ョ
様
＝
大
御
所
様
＝
徳
川
家
康
」「“D

yres”

ダ
イ
レ
＝
内
裏
＝
天

皇
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
武
家
政
権
を
樹
立
か
ら
一
六
一
六
・
一
七
年
頃
ま
で

の
政
権
担
当
者
を
メ
モ
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
意
図

で
メ
モ
し
た
の
は
わ
か
ら
な
い
が
、
日
本
の
歴
史
を
知
る
た
め
の
覚
え
書
き
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

イ
エ
ズ
ス
会
士
の
年
報
で
日
本
史
が
詳
述
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
歴

史
事
実
は
宣
教
師
の
間
で
は
常
識
で
あ
り
、
特
筆
す
べ
き
内
容
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
初
め
て
日
本
に
上
陸
し
、
日
本
を
旅
す
る
者
に
と
っ
て
、

そ
の
土
地
で
見
聞
き
す
る
で
き
ご
と
は
す
べ
て
新
た
な
知
識
と
し
て
吸
収
さ
れ

て
い
く
。
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国
内
に
は
政
治
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
噂
や
情
報
が
流
さ
れ
て
い
た
。
外
国
人
は

そ
の
情
報
を
旅
先
で
キ
ャ
ッ
チ
し
た
。
コ
ッ
ク
ス
の
江
戸
参
府
中
、
一
六
一
六

年
八
月
に
は
頻
繁
に
伊
達
政
宗
と
松
平
忠
輝
の
陰
謀
話
を
日
記
に
記
す
。
東
海

道
で
噂
話
を
聞
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
小
田
原
で
は
小
田
原
征
伐
、
江
戸

で
は
坂
崎
直
盛
に
よ
る
千
姫
奪
取
未
遂
事
件
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
豊
臣
・
徳

川
両
政
権
の
移
行
の
な
か
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
徐
々
に
政
権
と
疎
遠
に

な
っ
て
い
く
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
当
時
の
政
治

状
況
の
読
み
誤
り
は
商
業
活
動
の
支
障
に
な
る
ば
か
り
か
、取
引
自
体
が
停
止
・

禁
止
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
政
権
担
当
者
の
統
治
意
図
を
知
る
必
要
性
が
メ
モ

に
な
る
。

　

ま
た
コ
ッ
ク
ス
は
、
時
に
「
書
い
て
お
い
た

方
が
い
い
と
思
う
」
と
前
置
き
し
な
が
ら
日
本

の
状
況
を
書
い
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い

は
、
虚
構
と
断
言
し
な
が
ら
も
、
そ
の
虚
構
や

噂
話
を
日
記
に
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る

興
味
・
関
心
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
情

勢
を
判
断
し
、
商
館
の
動
向
を
決
め
る
た
め
の

重
要
な
材
料
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　

旅
行
先
で
そ
の
土
地
が
持
つ
歴
史
・
由
緒
を

知
る
こ
と
、
そ
こ
で
知
り
得
た
日
本
の
知
識
は
、

旅
行
者
が
得
ら
れ
る
事
実
の
獲
得
と
い
っ
た
楽

し
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
今
後
の
商
業
活
動
を

す
る
上
で
の
重
要
な
情
報
収
集
活
動
だ
っ
た
と

も
い
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

コ
ッ
ク
ス
た
ち
の
旅
行
は
、
決
し
て
遊
山
と
い
っ
た
娯
楽
を
目
的
と
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
公
用
旅
行
の
間
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
見
聞
し

た
風
景
や
事
実
は
、
新
鮮
な
事
実
と
し
て
彼
ら
の
知
識
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
て

い
っ
た
。

　

一
七
世
紀
の
日
本
を
旅
し
た
外
国
人
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
行
程
を
記
録
し
、
そ
こ
で
知
っ
た
事
実
を
書
き
留
め
て
い
っ
た
。

彼
ら
は
自
身
の
出
身
国
と
は
違
う
日
本
独
特
の
風
景
や
生
活
習
慣
、
あ
る
い
は

図２ Diary of Richard Cocks Vol.2 (MS31301)  f1r
London Britiish Library　著者撮影
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支
配
の
あ
り
方
や
歴
史
に
関
心
を
示
し
て
い
た
。

　

い
わ
ゆ
る
大
航
海
時
代
は
一
四
世
紀
か
ら
始
ま
る
が
、
未
知
な
る
も
の
へ
の

探
求
は
、
新
事
実
の
獲
得
へ
と
つ
な
が
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
文
明
と
野
蛮
」
と

い
っ
た
世
界
観
の
な
か
で
、彼
ら
か
ら
み
て
極
東
に
あ
る
日
本
は
、「
ジ
パ
ン
グ
」

と
し
て
黄
金
に
溢
れ
る
商
業
的
に
魅
力
の
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
一
方
、
文
明
を

知
ら
な
い
者
た
ち
が
住
む
（
と
思
わ
れ
た
）
地
域
で
も
あ
っ
た
。

　

宣
教
師
た
ち
の
布
教
活
動
で
の
日
本
語
利
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
の

文
化
力
が
少
し
ず
つ
認
知
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
布
教
あ
る
い
は
交
易
、
政
権
担

当
者
と
の
接
触
を
通
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
書
翰
や
年
報
を
通
し
て
イ
エ

ズ
ス
会
総
長
、
あ
る
い
は
本
国
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
宣
教
師
が
日
本
国
内
で
み
た
、
い
わ
ゆ
る
観
光
名
所
に
相
当
す

る
大
寺
院
・
神
社
な
ど
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
敵
対
す
る
も
の
と
の
理
解
が
前
提

と
な
っ
て
評
価
さ
れ
た
。
彼
ら
が
言
う
「
悪
魔
の
宗
教
」
を
信
じ
る
者
の
評
価

も
、
宣
教
師
の
記
述
は
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
の
常
識
が
前
提
で
あ
り
、
客
観
的

記
述
と
宗
教
的
記
述
が
融
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
オ
ラ
ン
ダ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
の
場
合
は
、
宗
教
的
記
事
や
宗
教
的
な

解
釈
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
特
に
商
館
員
と
し
て
日
本
に
滞
在
し

て
い
る
者
の
手
紙
や
記
録
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
感
情
で
記
述
す
る

こ
と
が
少
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
ッ
ク
ス
の
よ
う
に
、
神
社
や
仏
閣
な
ど
を
み

た
時
は
、
建
造
物
が
「
悪
魔
」
の
も
の
で
あ
る
と
記
し
て
も
、
感
嘆
の
声
を
出

し
て
感
動
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
冒
頭
で
旅
程
を
記
し
、
一
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
ほ
ぼ
同

一
ル
ー
ト
を
と
り
、
目
的
に
よ
り
幕
府
伝
馬
を
利
用
し
て
移
動
し
た
こ
と
を
示

し
た
。

　

続
い
て
、
彼
ら
が
見
聞
し
た
日
本
の
情
景
に
つ
い
て
、
建
造
物
と
風
習
、
日

本
の
歴
史
に
つ
い
て
、
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
検
討
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
・
イ
ギ

リ
ス
人
の
客
観
的
な
記
述
と
と
も
に
、
宗
教
と
は
別
の
次
元
で
感
動
・
感
嘆
す

る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
訪
問
先
に
お
け
る
日
本
の
歴

史
へ
の
関
心
に
つ
い
て
触
れ
た
。
そ
れ
ら
は
興
味
・
関
心
と
い
っ
た
知
的
好
奇

心
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
過
程
や
現
状

判
断
す
る
素
材
に
も
な
り
得
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
の
旅
行
の
目
的
は
「
公
用
」
で
あ
り
娯
楽
、
観
光
と
い
っ
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
が
、
限
ら
れ
た
余
暇
と
し
て
の
時
間
の
な
か
で
彼
ら
が
訪
問
先
に

求
め
、
記
し
た
の
は
「
何
が
あ
る
か
」「
ど
の
よ
う
な
話
が
残
さ
れ
て
い
る
か
」

と
の
事
実
で
あ
り
、
そ
の
一
部
に
い
わ
ゆ
る
「
観
光
」
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い

た
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
は
、
宣
教
師
の
書
翰
や
年
報
、
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
の

残
し
た
記
録
を
総
合
し
て
検
討
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
コ
ッ
ク

ス
自
身
の
旅
行
を
み
て
も
、
一
六
一
八
年
や
一
六
二
一
年
な
ど
と
の
比
較
が
完

了
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
次
の
課
題
と
し
て
掲
げ
、
今
回
明
ら
か
に

し
た
こ
と
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
し
て
い
き
た
い
。

注（１
）
た
と
え
ば
、
観
光
特
性
と
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
武
田
重
昭
他

「
京
城
勝
覧
か
ら
捉
え
た
近
世
京
都
に
お
け
る
観
光
特
性
に
関
す
る
研
究
」『
環

境
情
報
科
学
』
学
術
研
究
論
文
集
二
八　

二
〇
一
四
年
、
鎌
倉
に
つ
い
て
は
押

田
佳
子
他
「
紀
行
文
よ
り
捉
え
た
近
世
鎌
倉
に
お
け
る
観
光
経
路
お
よ
び
滞
在

拠
点
の
成
立
過
程
に
関
す
る
研
究
」『
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
』
七
四
巻
五
号　

二
〇
一
一
年
な
ど
。
外
国
人
に
つ
い
て
、
近
年
の
も
の
で
は
矢
田
純
子
「
オ
ラ

ン
ダ
商
館
長
の
江
戸
参
府
と
鞆
の
浦
」『
比
較
日
本
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研

究
年
報
』
二
〇
一
〇
年
三
月
、
森
良
和
「「
デ
ィ
ル
ク
・
シ
ナ
」
と
日
本
」『
玉

【タテ】002-鍋本由徳（29-44）.indd   42 2019/02/20   17:32:53



― 43 ―

川
大
学
教
育
学
部
紀
要　

論
叢
』
二
〇
一
二　

二
〇
一
三
年
三
月
、
佐
藤
未
菜

「
シ
ー
ボ
ル
ト
の
紀
行
文
と
そ
の
役
割
：
江
戸
参
府
に
お
い
て
彼
が
見
た
日
本
」

『ST
U

FE

』
二
〇
一
四
年
一
二
月
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）
高
橋
陽
一
『
近
世
旅
行
史
の
研
究
―
信
仰
・
観
光
の
旅
と
旅
先
地
域
・
温
泉
』

清
文
堂
、
二
〇
一
六
年
。

（
３
）
同
前
書
、
三
四
頁
。

（
４
）
五
野
井
隆
史
『
徳
川
初
期
キ
リ
シ
タ
ン
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年

（
一
九
九
二
年
増
訂
）。

（
５
）
金
井
圓
『
日
蘭
交
渉
史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版　

一
九
八
六
年
。

（
６
）
皆
川
三
郎
『
英
人
の
観
た
徳
川
初
期
の
世
相　

平
戸
商
館
長
日
記
よ
り
』
泰
文

堂　

一
九
七
九
年
。

（
７
）
伊
東
秀
征
「
平
戸
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
の
見
た
日
本
の

名
所
旧
跡
」『
松
蔭
女
子
大
学
紀
要
』
経
営
文
化
学
部
第
四
号　

二
〇
〇
四
年
一

月
。

（
８
）
本
稿
で
は
、「
セ
ー
リ
ス
日
本
渡
航
記
』（
異
国
叢
書
）
雄
松
堂
を
利
用
し
、適
宜
、

東
洋
文
庫
善
本
叢
書
第
二
期
三
『
ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
ス
『
日
本
渡
航
記
』』
勉
誠

出
版
に
て
原
文
を
確
認
す
る
。
東
洋
文
庫
所
蔵
の
渡
航
記
は
自
筆
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
も
っ
と
も
質
が
高
い
と
評
価
さ
れ
る
。
一
方
、
自
筆
本
は
、
元
々
の
日

記
の
内
容
が
整
理
さ
れ
た
浄
書
で
あ
り
、
浄
書
を
施
し
た
時
点
で
セ
ー
リ
ス
の

当
日
の
感
性
が
失
わ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
９
）
平
野
健
一
郎
「
解
説
」（
前
掲　

東
洋
文
庫
善
本
叢
書
本
）。
大
航
海
時
代
以
来
、

さ
ま
ざ
ま
な
旅
行
記
や
紀
行
文
が
つ
く
ら
れ
、
印
刷
・
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

エ
リ
ッ
ク
＝
リ
ー
ド
『
旅
の
思
想
史　

ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
か
ら
世
界
観
光

旅
行
へ
』
法
政
大
学
出
版
局　

一
九
九
三
年
（
原
著
一
九
九
一
年
刊
）

（
10
）
本
稿
で
は
、『
日
本
関
係
海
外
史
料　

イ
ギ
リ
ス
商
館
長
日
記
』
譯
文
編
之
上

　

東
京
大
学
出
版
会
を
利
用
し
、
適
宜
、
原
文
編
に
て
原
文
を
確
認
す
る
。
以

下
『
商
館
長
日
記
』
と
略
す
。

（
11
）『
商
館
長
日
記
』
譯
文
編
之
上　

四
六
三
頁
。

（
12
）
同
前
書　

四
六
四
頁
。

（
13
）『
セ
ー
リ
ス
渡
航
記
』
一
六
九
頁
。

（
14
）『
商
館
長
日
記
』
譯
文
編
之
上　

四
七
七
頁
。

（
15
）「
日
本
準
管
区
長
〔
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
パ
シ
オ
〕
の
総
会
長
〔
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・

ア
ク
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ァ
〕
宛
、
一
六
〇
七
年
十
月
十
四
日
付
の
書
翰
第
三
便
」（
五
野

井
前
掲
『
徳
川
初
期
キ
リ
シ
タ
ン
史
研
究
』）
附
録
所
収　

四
〇
二
頁
。
以
下
「
パ

シ
オ
書
翰
」
と
略
す
。

（
16
）『
セ
ー
リ
ス
渡
航
記
』
一
八
六
頁
。
原
著
で
は“T

osin T
osin, that is 

Chinaes Chinaes”　

“Core, Core”

と
書
か
れ
て
い
る
（
東
洋
文
庫
善
本
叢
書

本　

一
〇
七
頁
）。

（
17
）
戦
国
時
代
で
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
た
ち
に
よ
る
書
翰
や
年
報
の
随
所
に
現

れ
る
。
江
戸
時
代
で
は
ド
イ
ツ
人
医
師
ケ
ン
ペ
ル
の『
廻
国
奇
観
』や『
日
本
誌
』、

シ
ー
ボ
ル
ト
『
江
戸
参
府
紀
行
』
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
幕
末
開
港
後
に
来
日
し

た
多
く
の
外
国
人
が
日
本
の
風
景
を
論
じ
、
そ
の
な
か
で
も
『
ペ
リ
ー
遠
征
記
』

は
挿
絵
を
含
め
て
詳
細
に
著
述
し
て
い
る
。

（
18
）
大
坂
の
陣
に
て
豊
臣
秀
頼
が
敗
北
し
た
根
拠
と
し
て
、
秀
頼
が
キ
リ
ス
ト
教
徒

を
保
護
し
な
が
ら
も
、自
身
が
「
偶
像
崇
拝
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
洗
礼
を
受
け
ず
、
心
の
底
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
し
よ
う
と
し
な

か
っ
た
と
解
釈
し
た
と
い
え
よ
う
（
一
六
一
五
年
年
報
）。

（
19
）
ル
イ
ス
＝
フ
ロ
イ
ス
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文
化
』（
岩
波
文
庫 

原
題

"T
ratado em

 que se contem
 m

uito susintae abreviadam
ente algum

as 
contradições e diferenças de custum

es antre a gente de Europa e 
esta provincial de Japão"

）
が
代
表
的
で
あ
る
。

（
20
）「
パ
シ
オ
書
翰
」。　

（
21
）
岸
野
久
『
西
洋
人
の
日
本
発
見　

ザ
ビ
エ
ル
来
日
前
日
本
情
報
の
研
究
』
吉
川

弘
文
館　

一
九
八
九
年
。

（
22 

）
同
前
書　

一
五
四
頁
。

（
23
）「
メ
ス
ト
レ
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
師
が
一
五
四
九
年
一
一
月
五
日
付
、
鹿
児
島
よ

り
ゴ
ア
の
聖
パ
ウ
ロ
学
院
の
修
道
士
ら
に
宛
て
書
き
送
っ
た
書
簡
」『
十
六
、七

世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
』
第
Ⅲ
期
第
１
巻　

同
朋
社　

五
七
・
五
八
頁
。

（
24
）『
商
館
長
日
記
』
譯
文
編
之
上　

五
五
四
頁
。

（
25
）
同
前
書　

五
五
七
頁
。

（
26
）
同
前
書　

五
五
八
頁
。

（
27
）【
史
料
２
ａ
】
は
、『
セ
ー
リ
ス
渡
航
記
』　

一
八
五
頁
、【
史
料
２
ｂ
】
は
『
商

館
長
日
記
』　

五
五
八
頁
。

（
28
）『
セ
ー
リ
ス
渡
航
記
』（
東
洋
文
庫
善
本
叢
書
本
）
一
〇
六
頁
。

（
29
）『
商
館
長
日
記
』
原
文
編
之
上　

三
三
八
頁
。

（
30
）『
商
館
長
日
記
』
譯
文
編
之
上　

五
五
八
頁
。
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（
31
）
押
田
他
前
掲
「
紀
行
文
よ
り
捉
え
た
近
世
鎌
倉
に
お
け
る
観
光
経
路
お
よ
び
滞

在
拠
点
の
成
立
過
程
に
関
す
る
研
究
」。

（
32
）【
史
料
４
ａ
】
は
「
総
会
長
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
ア
ク
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ァ
宛
一
六
〇
八

年
二
月
二
十
五
日
付
長
崎
発
信　

一
六
〇
七
年
度
日
本
年
報
」
五
野
井
前

掲
『
徳
川
初
期
キ
リ
シ
タ
ン
史
研
究
』　

四
二
一
・
四
二
二
頁
、【
史
料
４
ｂ
】

は
『
セ
ー
リ
ス
渡
航
記
』　

一
七
四
頁
、【
史
料
４
ｃ
】
は
『
商
館
長
日
記
』　

五
四
一
・
五
四
二
頁
。

（
33
）
拙
稿
「
一
七
世
紀
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
徳
川
家
康
・
秀
忠
理
解
に
つ
い
て
―
イ

ギ
リ
ス
商
館
員
の
記
述
を
中
心
に
―
」『
史
叢
』
第
九
七
号　

二
〇
一
七
年
九
月

な
ど
。

（
34
）
拙
稿
「
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
領
主
権
力
と
「
長
崎
奉
行
」
の
覚
書
―
『
イ

ギ
リ
ス
商
館
長
日
記
』
を
中
心
に
し
て
―
」『
日
本
大
学
通
信
教
育
部
研
究
紀
要
』

第
二
八
号　

二
〇
一
五
年
三
月
、
同
「
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
リ
チ
ャ
ー
ド
＝
コ
ッ

ク
ス
と
領
主
権
力
―
一
六
一
五
年
の
ス
ペ
イ
ン
人
・
イ
タ
リ
ア
人
囚
禁
事
件
を

め
ぐ
っ
て
―
」『
日
本
大
学
通
信
教
育
部
研
究
紀
要
』
第
三
一
号　

二
〇
一
八
年

三
月
な
ど
。

（
35
）【
史
料
５
ａ
】
は
『
セ
ー
リ
ス
渡
航
記
』　

一
七
〇
頁
、【
史
料
５
ｂ
】
は
『
商

館
長
日
記
』　

四
六
七
・
四
六
八
頁
。

（
36
）
フ
ロ
イ
ス
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文
化
』
一
七
八
・
一
七
九
頁
。

（
37
）『
商
館
長
日
記
』
譯
文
編
之
上　

五
一
四
・
五
一
五
頁
。

（
38
）
特
に
『
商
館
長
日
記
』
は
書
継
の
日
次
記
で
あ
る
が
、
後
日
記
事
を
付
け
足
す

こ
と
も
少
な
く
な
い
。
事
実
、
日
記
の
各
日
の
冒
頭
に
天
候
が
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
日
の
う
ち
に
書
き
切
れ
な
か
っ
た
当
日
夜
の
天
候
を
、
後
日
書
き
足
す
ケ
ー

ス
が
多
数
見
ら
れ
る
。
ま
た
、別
人
に
よ
る
追
記
も
複
数
み
ら
れ
、（
そ
の
場
合
は
、

追
加
者
の
名
前
が
記
さ
れ
る
）、
幕
府
要
職
者
へ
の
贈
答
物
の
品
名
が
後
日
付
け

足
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。

（
39
）『
商
館
長
日
記
』
譯
文
編
之
下　

二
頁
。『
商
館
長
日
記
』
原
文
編
之
中　

一
一
一
・
一
一
二
頁
。
な
お
ブ
ラ
ン
ク
に
つ
い
て
は
見
や
す
い
よ
う
に

■
に

直
し
た
。
原
文
は“D

iary of Richard Cocks vol.2”　

British Library 
M

S31301

。

（
40
）
た
と
え
ば
小
田
原
に
到
達
し
た
八
月
二
五
日
「
私
は
次
の
こ
と
を
書
き
留
め
て

お
く
の
が
良
い
と
思
っ
た
」
と
し
、
以
下
、
秀
吉
に
よ
る
小
田
原
征
伐
、
家
康

が
軍
使
と
な
っ
て
小
田
原
開
城
を
迫
っ
た
こ
と
、
城
内
の
様
子
、
北
条
氏
直
の

切
腹
ま
で
を
記
し
て
い
る
。

（
41
）拙
稿「
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
人
の
み
た
日
本
―
幕
府
政
治
に
関
す
る
噂
話
―
」『
生

活
文
化
史
』
六
一　

二
〇
一
二
年
三
月
。（ 

受
領
日
：
平
成
三
〇
年
十
二
月
十
五
日 

）　

 

受
理
日
：
平
成
三
一
年
一
月
十
六
日
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はじめに

　米国広告業界に流布している有名な広告コンセプトに関わる話がある。長い冬が終

わった，春うららかなある日に「私は盲目」というプラカードを持ったホームレスが

いた。しかし，足下に置かれたお金入れの空き缶は全く音を立てないでいた。その時，

たまたま通りかかった心優しき広告マンがホームレスに近づき，「どれどれ，私にそ

のプラカードと筆をかしてごらんなさい」と言って，その紳士はホームレスの看板に

一言付け加え，「春なのに私は盲目」という表現にしたという。すると，たちまちそ

の缶はお金で一杯になったと伝えられている 1）。

　この状況は，ホームレスを広告主，プラカードを広告，ホームレスの前を行きかう

人々を消費者と見立てることができる。通行人という健常者に向けて「私は盲目」と

訴求するのは，広告主という情報発信者の立場で一方的に語るアナウンス（告知）で

したかない。一般の人々は盲目であることがどのような状況にあるかを理解し，同情

はできても，自らとの接点が見いだせない。その結果，どうしても他人事となってし

まう。しかし，これも広く「告知」するという元来の広告概念の観点から考えれば，

その認知度向上という目的は達成されている。つまり，盲目の人がその場に存在して

いる事実のみを訴求しているのである。しかし，盲目者の目的は，あくまでも通行人

からお金を恵んでもらうという「説得」行為にあるはずである。そこでその場に登場

した広告マンは，情報の発信者と受け手に共感性が得られるメッセージを作成したの

である。すなわち，誰もが平等に享受できる季節の恵みである「春」というキーワー

ドを提供したのである。盲目者と健常者を結ぶキーワードとなった「春」は人々の憐

憫の情に訴え行動に移させた。この状況こそ説得であるといえる。

　広告は当該のコンセプトに消費者と広告主の間に共感性がないと一方通行になり，

相互性を見出すことが困難になり，どんなに目立つ広告であっても消費者が購買行動

等を起こす可能性は低くなる。広告コンセプトは広告主が消費者に対する広告コミュ

ニケーションにおいて，設定したターゲットに対し，当該の広告で何を伝え，どう説

得するかが集約されている必要がある。そのため，広告主と消費者がお互い共感でき

る概念の研究が必要となる。

　本稿では，その手掛かりとなる 1 広告の「3B の法則」， 2 色彩マーケティング，

企業と消費者間の広告コンセプトに関する一考察

雨 宮 史 卓
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3 ポストモダン・マーケティング， 4 時間の概念を検討する。1 と 2 は，広告主や

企業によって消費者に訴求された概念ではなく，広告に対する立場に関係なく，人々

の経験的法則によるものである。また，3 は広い視点で消費者を生活者としてとらえ

る概念である。一方，4 の時間概念は万人に対して時間が有限であるというのは一般

的認識である。つまり，1 日という期間，1 か月という期間，1 年，数年という期間

は広告に関わる立場に関係なく，人々にとって有限かつ平等な時間が提供される。そ

の限られた時間の中で，企業や広告主は様々なマーケティング戦略を立案し，消費者

は自身のニーズが効率よく満たされるように消費者行動を行う。すなわち，広告主に

とって時間は経営資源となり，消費者にとっては消費資源となる。したがって，時間

概念は立場に関わらず資源という共通要素を見出せることができるため，より企業と

消費者間で共感性を得る可能性がある。

　広告主と消費者を結ぶ共感性の概念図を図－ 1 に示し，以下，1　広告の「3B の法

則」，2　色彩マーケティング，3　ポストモダン・マーケティング，4　時間の概念の

四つに分けて検討する。

図－1　広告主と消費者を結ぶ共感性

出所：筆者作成

1　広告の「3Bの法則」

　広告における「3B の法則」という定説がある。ここでいう 3B とは，① Beauty（美

人）② Baby（赤ちゃん）③ Beast（動物）を意味し，効果的な広告表現やコンセプ

トを創造するのに役立つ経験的法則である。

　Beauty に関しては，美人は男性好感度が上がるばかりでなく，女性からも憧れや

かわいらしさによって好感が持たれる。近年ではイケメンという美男子を表現する造

語もある。現に，テレビ CM 等では美容関係の商品には美人とされる人物が登場す

情報

共感性

広告コンセプトの可能性
（例）

広告の「3Bの法則」
色彩マーケティング
ポストモダン
時間の概念

企

　業

　・

　広

　告

　主

消

　費

　者

　・

　生

　活

　者
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ることが圧倒的に多いし，男性をターゲットとした商品にも美しい女性が登場するこ

とがある。例えば，車などはその好例であり，人の心をつかんで離さない当該車種の

魅力を男性が拒否できない美人になぞられて表現されている。さらに，交通広告にお

いて週刊誌の広告が多くあるが，その週の記事を伝えるタイトルには女性が事件に関

連すると加害者であっても被害者であっても美人という表記が文頭に記されることが

多くある。美人か否かということは各個人の主観的な問題であるが，広告主や消費者

という立場を超えて誰しもが Beauty という表記に注意し着目するのである。そのた

め，人物に限らずポスターやリーフレット等にも観光地や各地域の名所とされる美し

い景観や夜景の写真や絵画が数多く登用される。

　Baby に関しては，赤ちゃんや小さな子供の可愛らしいイメージは多くの人の心を

惹きつける。家族をターゲットとした商品の広告には数多く起用されている。ホーム

ビデオカメラでは，幼い子供が運動会で奮闘している姿を父親が録画している情景が

表現されていたし，ミニバンという家族で共用する車種の広告には育児に積極的に参

加する父親を想定させるイクメンという造語も発生している。また，赤ちゃんに誰し

もが感じる純粋さは希望に満ちた未来のイメージを醸し出すのに最適であり，多くの

企業がその広告塔に活用している。

　最後に Beast であるが，種類は数多く，種類が多いと様々なターゲットに対する訴

求が可能となる。近年はペットブームともいわれ個人或いは家族で飼いやすく身近と

なった犬や猫はその典型である。携帯会社のテレビ CM では家族の父親が白い犬と

いう設定であったし，消費者金融の CM でも子犬が登用されていた。さらに，小動

物に限らず虎やライオンは力強さや俊敏さ，サイや象はその体系から安全性を広告に

おいて表現するのに適している。また，動物がもつイメージだけでなく，動作などに

目を付けた表現も可能である。例えば，亀の動きは，童話になぞられて，忍耐強さや

企業に地味な努力を表現できる。また，ある輸入車の CM では頭を静止したまま体

を動かせるというニワトリの特徴を自社の安定した走行を可能にする技術を象徴する

ものとして登用させている 2）。

　元来，広告は人を惹きつけ，その内容を理解させることが重要である。広告の「3B

の法則」は多くの人を着目させるのに非常に適している。すなわち，誰しも美しいも

のに好感や憧れを抱き，幼い子供に愛おしさを抱いたり希望を見出し，可愛いペット

に癒されるのである。したがって，3B は性別，世代，地域，収入，学歴などのデモ

グラフィックに関わらず様々なターゲットに通じる要素であり，企業，広告主，販売者，

消費者といった立場や役割を選ぶこともない。さらに，3B の要素はマーケティング

戦略によって，或いは各企業の努力によって消費者に植え付けたものではなく，人々

が生活するうえで自然に身についた経験的な要素である。そのため，広告のコンセプ

トや表現に活用され共感性が得られるのである。
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2　色彩マーケティング

　上述の広告の「3B の法則」同様に人々が経験的に身につけた概念として，色彩マー

ケティングという考え方もある。人々は日常生活をするうえで意識するか否かに関係

なく様々な色彩に囲まれている。消費者として商品の購入を意識した際に色彩の種類

によって，当該商品の品質，等級，ブランド，価格帯を見極める場合がある。また，

衣服など身に着けるものには各個人の好みがあるし，人は色によって気分やイメージ

が変わる場合もある。さらには，季節感をイメージさせる色彩も存在する。

　例えば「緑」を飲料のパッケージに意識した時は，飲料の種類をお茶と思うであろ

うし，タバコのパッケージに示されていれば喫煙者でなくてもメンソールと思い浮か

べるであろう。同様に，緑系の色彩であっても冷凍食品のパッケージに示されていれ

ばバジルを想定するであろうし，家電製品の広告に付与されていれば購入予定者に環

境や節電を意識させる商品と理解させることができる。また，特定の商品カテゴリー

においてはブランドを消費者に認識させることも可能である。スターバックス・コー

ヒーはシンボルマークのデザインは変更されても，長期にわたり色の種類は緑色を基

調として集客力を向上させ，多くの消費者にそれが認識されている。そのため，スター

バックス以外のコーヒー店は，色合い，シンボルマークだけでなく，店舗のデザイン，

店内のパンフレットに至るまで，スターバックスを模倣しているものが数多い 3）。と

りわけ，緑を基調とした色合いのロゴはそれが顕著であり，ペーパーカップ等にスター

バックス以外のコーヒー店でもデザインされたシンボル・ロゴは緑を基調とするもの

が多い。これは，スターバックスというブランドがコーヒーのカテゴリーではトップ・

ブランドと消費者に認識されているため，コーヒーを欲する消費者の多くが緑という

色彩を目指す傾向にあるからである。すなわち，緑という色彩がコーヒーの商品カテ

ゴリー，或いはカフェと多くの消費者に認識されているのである。

　また，自動販売機に「赤」が示されていれば，ホット・ドリンク，「青」であればコー

ルド・ドリンクと消費者は無意識に当該商品を見極めることが可能である。商品カテ

ゴリーによって，活用される色の種別は異なるが，色そのものに暖かさ（温かさ）を

感じるものと冷たさを感じるものがあり，それぞれ暖色，寒色と呼ばれている 4）。こ

れは，人々の気持ちや感情とも関連がある。そのため，寒い季節は温まりたい意識が

あるので暖色系の服を選好し，夏は涼しさを感じたいので寒色系の服や青を基調とし

た水玉模様がその季節の定番になっている。

　さらに，複数の色彩の組み合わせによっても消費者に様々なことを意識させること

ができる。「赤」と「緑」の組み合わせによって，季節感は誰しもクリスマス・シー

ズンを感じることができる。「金」と「銀」ではお正月シーズンの到来を意識するで

あろう。別の観点からでは，特定の商品カテゴリーのパンフレット等が「金」と「銀」
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を基調としてれば，品質の高級感や等級においてはプレミアム感や希少性を意識させ

ることが可能である。さらに，チョコレートという商品カテゴリーに「銀」や「黒」

を意識させるとビター，「赤」や「白」でソフト，スイートといったように味覚を対

照的に示すことも可能になる。

　このように色彩は多種多様であり，とりわけ商品のパッケージやチラシ広告，DM

等は色彩によって商品の品質や価値，及び商品のイメージを消費者に訴求することが

できる。つまり，企業は消費者に対して色彩でのコミュニケーション効果が可能とな

り販売効率を向上させることができるのである。色彩における販売色としてのコンセ

プトは次の五種類に分けて考察できる 5）。

① 商品イメージ色　その商品らしさを象徴する色。

② ブランド・イメージ色　当該ブランドを象徴する色。

③  流行色（ファッション色）　それぞれの商品カテゴリーにおいて，トレンドに影響

されて流行する色。

④ 個性色　個人の好みの色。

⑤  品質色　色彩によって，軽い・重い，暖かい（温かい）・冷たい，クラシック・モダン，

辛い・甘い，グレード別，価格帯，季節感など，様々な品質イメージを表現して，

販売に貢献するもの。

　ところで，①商品イメージ色 ②ブランド・イメージ色は，上述のスターバックス

の例にあるように先発ブランドとして或いはトップ・ブランドとして同一商品カテゴ

リーにおける，シンボルマークやロゴを中心とした長期的マーケティング戦略の成功

から成立するものである。しかし，一旦，消費者に当該ブランドに特定の色彩が認識

され，それが定着すると，⑤品質色と同様に経験的な個別認識によって消費者に特定

の商品カテゴリーヘの購買行動を促すことになる。つまり，③流行色（ファッション

色）④個性色以外の販売色は，企業や広告主から一方的に訴求されて定着したもので

はなく，経験的な法則によって成り立つものである。そのため，「3B の法則」と同様に，

企業と消費者がコミュニケーションをはかる上で共感性を見出せるため，色彩マーケ

ティングの概念は広告を表現する際にも大いに検討の余地があることになる。

3　ポストモダン・マーケティングと広告

　マーケティング分野における「ポストモダン」の概念は，米国のエリザベス・ハーシュ

マン（Erizabeth Hirschman）とモリス・B・ホルブルック（Moris B.Holbrook）の論文「快

楽消費」（1982 年）において初めてポストモダン・マーケティングとしての方向性が

示唆された。それは既存の消費者行動調査が，市場が飽和している状況下で現代の消

費者ニーズがいかなるもので，その調査が新製品・サービスの開発や改良に役立って
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いるかという疑問を呈するものである。モノが溢れている社会の移り気な消費者の心

理を把握するには文学・映画・音楽・テレビ等の研究が必要であるとの主張を生んだ。

現に商品一つを消費者が選ぶにしても，必要な情報は広告からしか得られないわけで

はない。今や消費者は，インターネット等の新しいメディアや口コミ等，様々な情報

を総合して，商品の価値を判断している。その意味では，品質の競争よりも情報の内

容で企業は勝負しているといっても過言ではない。したがって，広告主は人々が受け

取る全ての情報を検討・調査しながら，その震源地として広告を創造する必要がある。

　ところで，広告は時代を映し出す鏡であると表現する人がいる。しかしそれは，学

校や職場でテレビ CM やそのコピーが話題になるという単純なことを意味するわけ

ではない。広告は常に生活する人々の願望や欲求とともに存在し，その時代における

人々の欲求の変化やトレンドの変化とともに広告もその姿を変化させている。また，

広告の内容，そして役割・機能は同じ時代でも国によって，地域によってさらに細か

く変化していく。したがって，広告主となる企業は敏感に対応するマーケティング努

力が必要である。とりわけ，成功しているアメリカ企業の強さは資本力よりもマーケ

ティング力によるものだとの指摘を耳にする。つまり，その時代の消費者ニーズに合っ

た製品・サービスを創造し，好みに合った売り方をするというアメリカ企業のやり方

が，その強みの根源であると思われる。

　一方，アメリカ企業に対しての日本企業の強みは消費者が肌で感じ取れるというこ

とにあった 6）。およそ昭和 40 年代までの日本のマーケティングは今ほど複雑ではな

かった。なぜなら，当時の日本人は価値観やライフスタイルが同質であったからであ

る。つまり，自分で欲しいと売り手が思うモノが，そのまま買い手の欲するモノであっ

たのである。すべて自分の身に即して考えればマーケティングは十分に機能したので

ある。したがって，広告の創造も「この商品をこんな感じで使用すれば生活が便利に

なるだろう」という提案をしていれば間に合っていたのである。ところが，日本経済

が成長をとげ，次々と新製品が吸収されると人々の価値観やライフスタイルは変化し，

同質性であることが困難となった。そのため，アメリカ企業が行っているリサーチを

通じてのマーケティング努力が欠かせなくなった。市場が飽和している現代も勝ち

残っている企業は様々なヒット商品を生み出しているのが現状である。それは，マー

ケティング努力によるものといっても過言ではない。

　例えば，日本市場のモノだけを見ても，かつての三種の神器以降，経済成長や人々

の欲求の上昇に合わせて様々なブームが沸き起こってきた。平成の時代になってから

は，カーナビ，パソコン，携帯電話を平成三種の神器と呼ぶ人さえいる。これらの商

品は昔でいえば，特撮やアニメの中のヒーローが使用する架空のモノであった。それが，

現実となり必需品になっている。これも企業のマーケティング努力の賜物である。さら

に近年は，モノから心へ，つまりモノがもたらす豊さが飽和して，気分や経験，理想の

人のライフスタイルさえも人々の欲求の対象である。広告は人々の欲求を念頭に創造
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され，人々の欲求を刺激する。広告にイメージ・キャラクターといわれるタレントやス

ポーツ選手がよく登場するのはそのためである。有名人が推奨している商品を購入す

ることで，憧れの人のライフスタイルに近付けると思わせる戦略である。その意味で

も，広告は人々の夢や欲するものを創造するコミュニケーション活動であるといえる。

　当然，人々の欲求はその時代を生きる人々の暮らしの中に存在する。したがって，

広告自体もそのコンセプトも人々の暮らしに密接に関わっている必要がある。つまり，

広告を研究領域とする場合，単に消費者や広告を眺める視聴者としてだけでなく，生

活者としての実態をよく知ることが必要である。そのために，今後の課題解決の一つ

の方策として「ポストモダン」の概念を取り入れる必要がある。なぜなら，従来の「大

量生産・大量消費」というマス・マーケティングでは，消費者を生活者としてとらえ

ることなく，人々を定量的に扱い，購買行動についての仮説検証を行うことに重点を

置いてきた。こういったアプローチは，商品が提供する本質的な機能で消費者が満足

できた時代には問題がなかったが，消費者ニーズが多様化している現在では適確に市

場をとらえられないという批判も見受けられる。そこで，過去から現代までの様々な

ものを混成させ，新たな魅力の発見を試みる「ポストモダン」の概念に基づくマーケ

ティングの考え方が提唱されるようになった。

　周知の如く，現代は商品の本質的な機能だけで，企業が競争優位を勝ち取ることは

不可能である。例えば，ファッション性の高い衣服等は，ブランド価値に代表される

ように，感覚的・情緒的要素が重要となるし，実用性が重視される家電製品および食

品においては，環境に配慮するなどの社会的要素が中心となる。また，芸術性に関わ

る映画や音楽に関しては，元来の消費者行動研究では限界がある。様々な製品・サー

ビスにおいて実体をつかみにくい象徴的要素が重要視されているのが現状である。

　したがって，ポストモダン・マーケティングでは，生活全体や文化といったより広い

視点での理解を目指し，消費者を生活者として考察する。購買行動だけではなく，製品・

サービスの使用体験，そして廃棄プロセスまで消費全体を一体としてとらえるのである。

そしてまた，購買行動の要因となる生活者心理をより適確に把握することで，新たな製

品・サービスの開発・改良につながる，新しいコンセプトの創造を試みるのである。

　その調査方法は，定性的アプローチが用いられる。客観的に調査対象者をとらえる

のではなく，対象者に対する共感的な理解や分析者の主観的な解釈を重視する点に特

徴がある。たとえ，企業に携わり広告を制作する立場にある人も，日常生活において

は他の商品を購入している状況にある。つまり，当該広告を市場に投下する立場であっ

ても普段はそれを購入する消費者と同じ生活者であるという立場を忘れては共感的な

理解を得ることはできない。換言すれば，広告主であっても自身を含めた生活者の視

点で広告コンセプトを創造しなければ，広告対象者から共感的理解を得ることはでき

ない。ここでも，広告主と消費者の共感性がいかに重要なファクターであるかが理解

できる。したがって，従来からの科学的な調査方法をとるのではなく，多様化する生
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活者の価値観を把握しようとする調査方法であるといえる。様々な観点において消費

者ニーズが簡単に見いだしにくくなった成熟社会では，このようなポストモダン調査

が従来の調査方法だけではブレイクスルーを見つけ出すには限界があることから，「ポ

ストモダン」という新たなマーケティング概念とともに広告コンセプト研究だけでな

く，次世代における消費者研究の有力なツールとして提唱されている 7）。

4　時間の概念と広告

4 － 1　国民生活時間の行動分類
　NHK が 1960 年から 5 年ごとに行っている「国民生活時間調査」というものがある。

これは，人々の 1 日の生活を時間の面からとらえ，生活実態に沿ったテレビ放送を行

うのに役立てるためである。これによると，国民の 1 日の生活行動を次の三つに大別

している。（表－ 1）

表－1　国民生活時間の行動分類
大分類 中分類 小分類 具体例

必
需
行
動

睡　眠 睡　眠 30 分以上連続した睡眠，仮眠，昼寝
食　事 食　事 朝食，昼食，夕食，夜食，給食

身のまわりの用事 身のまわりの用事 洗顔，トイレ，入浴，着替え，化粧，散髪
療養・静養 療養・静養 医者に行く，治療を受ける，入院，療養中

拘
束
行
動

仕事関連
仕　事 何らかの収入を得る行動，準備・片付け・移動なども含む

仕事のつきあい 上司・同僚・部下との仕事上のつきあい，送別会

学　業
授業・学内の活動 授業，朝礼，掃除，学校行事，部活動，クラブ活動

学校外の学習 自宅や学習塾での学習，宿題

家　事

炊事・掃除・洗濯 食事の支度・後片付け，掃除，洗濯・アイロンがけ
買い物 食料品・衣料品・生活用品などの買い物

子どもの世話 子どもの相手，勉強をみる，送り迎え
家庭雑事 整理・片付け，銀行・役所に行く，子ども以外の家族の世話・介護・看病

通　勤 通　勤 自宅と職場（田畑などを含む）の往復
通　学 通　学 自宅と学校の往復

社会参加 社会参加 PTA，地域の行事・会合への参加，冠婚葬祭，ボランティア活動

自
由
行
動

会話・交際 会話・交際 家族・友人・知人・親戚とのつきあい，おしゃべり，電話，電子メー
ル，家族・友人・知人とのインターネットでのやりとり

レジャー活動

スポーツ 体操，運動，各種スポーツ，ボール遊び
行楽・散策 行楽地・繁華街へ行く，街をぶらぶら歩く，散歩，釣り

趣味・娯楽・教養 趣味・けいこごと・習いごと，鑑賞，観戦，遊び，ゲーム
趣味・娯楽・教養
のインターネット 趣味・娯楽・遊びとしてインターネットを使う＊

マスメディア接触

テレビ BS，CS，CATV，ワンセグの視聴も含む
ラジオ らじる★らじる，radiko（ラジコ）からの聴取も含む
新　聞 朝刊・夕刊・業界紙・広報紙を読む（チラシ・電子版も含む）

雑誌・マンガ・本 週刊誌・月刊誌・マンガ・本を読む（カタログ・電子版も含む）

CD・テープ CD・デジタルオーディオプレイヤー・テープ・パソコンなどラジオ
以外で音楽を聞く

ビデオ･HDD･DVD ビデオ・HDD・DVD を見る（録画したテレビ番組の再生視聴・ネッ
トで配信されたテレビ番組の視聴も含む）

休　息 休　息 休憩，おやつ，お茶，特に何もしていない状態
そ
の他 その他・不明

その他 上記のどれにもあてはまらない行動
不　明 無記入

＊仕事や学業上の利用は，それぞれ「仕事」「学業」に分類。メールは「会話・交際」に分類

出所：NHK 放送文化研究所『2015 年　国民生活時間調査報告書』p.4
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20160217_1.pdf　2018 年 12 月 1 日アクセス
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　この行動分類を 1 日の生活時間に当てはめると，下記のような分類になる 8）。

① 必需時間　個体を維持向上させるために行う必要不可性の高い行動。

　　　　　　 睡眠，食事，身の回りの用事，療養・静養からなる。

② 拘束時間　家庭や社会を維持向上させるために行う義務性・拘束性の高い行動。

　　　　　　 仕事関連，学業，家事，通勤・通学，社会参加からなる。

③ 自由時間　人間性を維持向上させるために行う自由裁量の高い行動。

　　　　　　  マスメディア接触，積極的活動であるレジャー活動，人と会うこと・

話すことが中心の会話・交際，心身を休めることが中心の休息，から

なる。

　上述のように，1 日を 24 時間単位で考えると，必需時間，拘束時間，自由時間に

三分類することが可能である。時間というものは有限である。さらに，人によって自

由時間は短く感じ，拘束時間は比較的に長く感じるという感覚的な違いや，三分類さ

れた各時間の長短は人々のライフスタイルや，当該日の計画によって異なるが，24

時間は誰しもに平等に与えられる。また，時間の概念は 1 日という単位に限らず，1

週間，1 か月，半年，1 年間，或いは四季など誰しもに有限であり平等である。

4 － 2　必需時間の増減
　この三分類された時間をマーケティングや商業の観点から考えると，商取引や消費

者の購買行動が遂行されるのは自由時間が一番多いと思われるのが一般的であろう。

そのため，24 時間という制約の中で，自由時間が拡大すれば人々は自身の趣味や娯

楽等に時間を費やすことが可能となり，購買行動がより活発になると考えられる。そ

のためには，必需時間或いは，拘束時間が減少していくことが必要である。しかし，

1980 年代からの急速な IT の普及によりビジネス環境が過去とは変化し，拘束時間は

縮小した企業もあるが，厚生労働省は食生活や運動週間について調べた「国民健康・

栄養調査」で次のような見解を示している（2018 年 9 月）。その内容によると，全国

の 20 歳以上の男女 6589 人を対象に一日の平均睡眠時間を調査したところ，男性では

6 時間以上 7 時間未満が 35％で最も多く，次いで 5 ～ 6 時間未満が 28.6％だった。女

性でも同様に 6 ～ 7 時間が最も多く，5 ～ 6 時間が 32.9％だった。睡眠時間が 6 時間

未満の人の割合は，40 代で最も大きく，40 代男性で 48.5％，40 代女性で 52.4％に上っ

た。女性では 50 代でも 51.6％と半数を超えている。仕事や家事の負担が主な原因と

いう見解も厚生労働省は示している。

　5 時間未満の人も 40 代男性で 11.3％，50 代男性で 10.8％存在する。女性でも 40 代

の 10.6％と 50 代の 11.5％は 5 時間未満しか眠っていない。20 ～ 30 代も仕事や子育
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て等で忙しいイメージがあるが，睡眠時間が 6 時間未満の人は，20 代男性で 42.1％，

30 代男性で 43.5％である。20 代女性では 41.3％，30 代女性は 37.7％で 40 ～ 50 代

を下回っている。「ここ 1 か月間，あなたは睡眠で休養が十分とれていますか」とい

う質問に対して「あまりとれていない」または「まったくとれていない」と答えた

人の割合は，全体で 20.2％となり 2009 年以降増加傾向にある。年代別では 20 代で

23.2％，30 代で 27.6％，40 代では 30.9％に上り，50 代でも 28.4％となっている。40

代では 3 人に 1 人が十分に休めていないことになる。定年退職後はゆっくりと睡眠を

取れる人が多いのか，60 代では 15％，70 代では 9.9％に留まっている 9）。

　このように，IT の普及によりビジネス環境は過去とはかなりの変化をしたが，厚

生労働省の調査結果を見る限りでは，拘束時間は増加傾向にあり，必需時間や自由時

間が減少する傾向は見られない。また，近年では政府の施策として「働き方改革」が

叫ばれ，隠れた労働力（女性や高齢者）を活用するために，勤務開始時間や終了時間

を柔軟に決められる仕組みを取り入れ，個人のライフスタイルに合わせた職場を提供

する企業努力も一部には見受けられる。しかしながら，この施策からの企業努力は「働

き手を増やす」，「出生率の上昇」，「労働生産性の向上」の三点に焦点が当てられるも

のであり，決して拘束時間を減少させることを目的とした施策ではない。

　このことは，人々が生活を維持する上で必至な必需時間において一番占有率が高い

と思われる睡眠時間を時系列で概観しても明らかである。表－ 2 は，上述の NHK が

実施した「国民生活時間調査」における 1995 年～ 2015 年までの国民全体の睡眠時間

量の推移である 10）。国民全体の 1 日の平均睡眠時間は，2015 年現在で平日 7 時間 15

分，土曜 7 時間 42 分，日曜 8 時間 3 分である。平日＜土曜＜日曜の順に睡眠時間が

長くなるのは，フレックスタイム制度を実施している企業が出て来てはいるが，20

年間では不変である。しかし，土曜日に限っては 20 年間で 3 分間の微減であるが平

日は 12 分の減少，日曜は 15 分減少した結果が出ている。男女別・世代別で見てみる

と，とりわけ男性 40 ～ 60 代平日の睡眠時間の減少が顕著である。20 年間で男性 40

代は 29 分の減少，男性 50 代は 31 分の減少，男性 60 代は 34 分の減少である。対照

的に，仕事の時間量の 20 年間の推移は男性有職者 40 代・50 代で著しく増加傾向に

ある。男性有職者 40 代で 1995 年時の 8 時間 36 分から 2015 年時は 9 時間 22 分で 46

分の増加，50 代で 8 時間 12 分から 20 年間で 9 時間 4 分になり 52 分の増加である。

この時系列で調査された国民全体の睡眠時間量の推移は，上述の「ここ 1 か月間，あ

なたは睡眠で休養が十分とれていますか」という質問に対して「あまりとれていない」

または「まったくとれていない」と答えた人の割合が 40 代で跳ね上がり 2009 年以降

それが増加傾向であり，主に仕事の負担が原因であるという厚生労働省の見解を正し

く裏付けるものである。
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表－2　睡眠の時間量（3曜日・国民全体・男女年層別）

【全員平均時間】 平日 土曜 日曜
（時間 分） ’95 ’00 ’05 ’10 ’15年 ’95 ’00 ’05 ’10 ’15年 ’95 ’00 ’05 ’10 ’15年
国民全体 7:27 7 :23 7 : 22 7 : 14 7 :15 7 :45 7 : 38 7 : 47 7 : 37 7 :42 8 :18 8 : 09 8 : 14 7 : 59 8 :03

男

10 代 7:53 7 :51 7 : 53 7 : 36 7 :47 8 :29 8 : 13 8 : 59 8 : 36 8 :28 9 :14 9 : 10 9 : 01 8 : 36 8 :46
20 代 7 :21 7 :20 7 : 17 7 : 18 7 :27 7 :52 8 : 02 7 : 26 7 : 48 7 :43 8 :27 8 : 14 8 : 36 7 : 59 8 :25
30 代 7 :12 6 :57 7 : 04 7 : 11 6 :59 7 :51 7 : 45 7 : 17 7 : 37 7 :46 8 :31 8 : 21 8 : 16 8 : 04 8 :21
40 代 7 :19 7 :11 7 : 06 6 : 43 6 :50 7 :40 7 : 25 7 : 28 7 : 21 7 :27 8 :12 8 : 07 8 : 13 7 : 56 8 :00
50 代 7 :22 7 :16 7 : 09 6 : 58 6 :51 7 :44 7 : 35 7 : 36 7 : 15 7 :25 8 :13 8 : 06 7 : 56 7 : 48 8 :00
60 代 7 :54 7 :48 7 : 41 7 : 26 7 :20 8 :03 7 : 37 7 : 59 7 : 32 7 :35 8 :21 8 : 02 8 : 06 7 : 57 7 :56

70 歳以上 8:32 8 :40 8 : 18 8 : 07 8 :11 8 :26 8 : 20 8 : 20 8 : 16 8 :12 8 :46 8 : 43 8 : 36 8 : 28 8 :07

女

10 代 7:31 7 :31 7 : 42 7 : 38 7 :33 8 :10 8 : 03 8 : 42 8 : 29 8 :41 8 :59 8 : 55 9 : 11 8 : 58 9 :02
20 代 7 :20 7 :14 7 : 23 7 : 24 7 :18 7 :54 8 : 00 7 : 59 7 : 56 8 :06 8 :11 8 : 29 8 : 28 8 : 21 8 :27
30 代 7 :06 6 :56 7 : 03 7 : 00 7 :05 7 :18 7 : 20 7 : 59 7 : 35 7 :46 7 :58 7 : 52 8 : 26 7 : 53 7 :55
40 代 6 :53 6 :47 6 : 43 6 : 28 6 :41 7 :07 7 : 00 7 : 22 7 : 06 7 :08 7 :50 7 : 39 7 : 46 7 : 25 7 :50
50 代 7 :01 6 :58 6 : 51 6 : 45 6 :31 7 :04 7 : 02 6 : 57 7 : 06 6 :57 7 :41 7 : 34 7 : 24 7 : 25 7 :22
60 代 7 :33 7 :17 7 : 16 7 : 09 7 :05 7 :41 7 : 08 7 : 18 7 : 05 7 :15 7 :48 7 : 27 7 : 41 7 : 26 7 :26

70 歳以上 8:23 8 :07 8 : 09 7 : 46 7 :50 8 :15 8 : 07 8 : 11 7 : 48 8 :04 8 :43 8 : 06 8 : 26 8 : 12 7 :58
注）斜体は，サンプルが 100 人未満で少なく，誤差が大きいので参考値

出所：NHK 放送文化研究所『2015 年国民生活時間調査報告書』p.47
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20160217_1.pdf　2018 年 12 月 1 日アクセス

　一方，同じ必需時間の中でも身のまわりの用事の時間量は増加している。表－ 3 は

同じく NHK が実施した「国民生活時間調査」における，洗顔・入浴・着替え化粧な

ど「身のまわりの用事」の時間量の 1995 年～ 2015 年の推移である。この調査によ

ると 2015 年時国民全体で平日・土曜・日曜とも 1 時間 12 分で曜日による差はない。

1995 年時と比較しても曜日の差は殆どなく，20 年間で 8 ～ 9 分増加したことになる。

男女別に見ると，女性には化粧の時間が身のまわりの用事に加わるため，1995 年時

から世代別に関わらず男性よりも 10 分程度長かったが，時間増加の比率も女性の方

が顕著である。とりわけ，30 代の女性は 20 年間で 17 分増加，40 代でも 15 分増加と

際立っている 11）。

　また，ポーラ文化研究所の調査によると，女性が朝の化粧にかける時間は年々長く

なっているという結果が出ている。1991 年の調査では 15 ～ 64 歳の女性において朝

の化粧時間が 11 分以上の人は 15％であったが，2009 年の調査では 45％に達してい

る 12）。
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表－3　身のまわりの用事の時間量（3曜日・国民全体・男女年層別）

【全員平均時間】 平日 土曜 日曜
（時間 分） ’95 ’00 ’05 ’10 ’15年 ’95 ’00 ’05 ’10 ’15年 ’95 ’00 ’05 ’10 ’15年
国民全体 1:03 1 :05 1 : 07 1 : 08 1 :12 1 :03 1 : 06 1 : 07 1 : 10 1 :12 1 :04 1 : 05 1 : 08 1 : 10 1 :12

男

10 代 0:52 0 :53 0 : 55 0 : 56 0 :58 0 :51 0 : 52 1 : 00 0 : 54 1 :01 0 :50 0 : 51 0 : 57 0 : 54 1 :00
20 代 0 :56 0 :57 0 : 53 0 : 58 1 :04 0 :56 0 : 56 1 : 03 0 : 57 0 :59 0 :58 0 : 56 0 : 57 1 : 03 1 :02
30 代 0 :57 0 :57 0 : 57 1 : 01 1 :03 0 :55 0 : 58 0 : 59 1 : 01 1 :00 1 :03 0 : 56 1 : 02 1 : 07 1 :01
40 代 0 :56 0 :55 0 : 58 1 : 00 1 :03 0 :58 0 : 56 0 : 56 1 : 04 1 :03 0 :57 0 : 55 1 : 05 0 : 59 1 :08
50 代 0 :57 0 :55 1 : 01 0 : 59 1 :05 1 :00 0 : 56 1 : 03 1 : 05 1 :06 0 :55 0 : 57 1 : 02 1 : 06 1 :07
60 代 1 :00 1 :00 1 : 00 1 : 03 1 :04 1 :01 0 : 59 0 : 59 1 : 06 1 :03 1 :00 1 : 03 0 : 59 1 : 01 1 :06

70 歳以上 1:02 1 :01 1 : 02 1 : 04 1 :09 1 :00 1 : 03 1 : 05 1 : 03 1 :06 1 :04 1 : 00 1 : 04 1 : 00 1 :11

女

10 代 1:08 1 :07 1 : 10 1 : 04 1 :15 1 :09 1 : 13 1 : 12 1 : 15 1 :14 1 :11 1 : 08 1 : 10 1 : 17 1 :21
20 代 1 :20 1 :19 1 : 25 1 : 24 1 :29 1 :19 1 : 27 1 : 26 1 : 33 1 :22 1 :21 1 : 25 1 : 29 1 : 24 1 :31
30 代 1 :08 1 :13 1 : 19 1 : 20 1 :25 1 :08 1 : 11 1 : 12 1 : 19 1 :20 1 :08 1 : 14 1 : 18 1 : 21 1 :18
40 代 1 :05 1 :09 1 : 12 1 : 16 1 :20 1 :04 1 : 09 1 : 16 1 : 15 1 :23 1 :06 1 : 10 1 : 11 1 : 17 1 :18
50 代 1 :08 1 :10 1 : 10 1 : 13 1 :21 1 :08 1 : 11 1 : 12 1 : 09 1 :23 1 :07 1 : 07 1 : 13 1 : 17 1 :18
60 代 1 :08 1 :11 1 : 11 1 : 14 1 :15 1 :08 1 : 10 1 : 10 1 : 16 1 :11 1 :08 1 : 09 1 : 13 1 : 14 1 :11

70 歳以上 1:08 1 :16 1 : 16 1 : 19 1 :18 1 :04 1 : 16 1 : 02 1 : 16 1 :25 1 :09 1 : 17 1 : 09 1 : 14 1 :13
注）斜体は，サンプルが 100 人未満で少なく，誤差が大きいので参考値

出所：NHK 放送文化研究所『2015 年　国民生活時間調査報告書』p.51
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20160217_1.pdf　2018 年 12 月 1 日アクセス

　直近三年間の調査では女性全体の化粧にかける時間の推移は 2015 年 14.4 分，2016

年 14.7 分，2017 年 15.1 分と上昇をしている。さらに，15 ～ 24 歳の若い世代では化

粧に時間をかける人が多く平均で 20 分を超えるとしている 13）。このように，国民全

体でも身のまわりの用事にかける時間は増大傾向にあり，女性の場合は化粧の時間が

加わるので顕著にその傾向が強まる。また，女性の化粧に費やす時間は世代によって

かなりの差異があることがわかる。国民全体においては 20 年間で 9 分の増加であり，

40 代・50 代男性の平日の睡眠時間が 30 分前後減少したことと比べると微増にみえる。

しかしながら，国民全体の 2015 年時の平日平均睡眠時間は 7 時間 15 分であり，身の

まわりの用事の平均時間は 1 時間 12 分である。したがって，同じ必需時間の範疇で

ある睡眠時間と比較した場合，僅か 9 分の増加であってもかなりの比率で身のまわり

の用事の時間は増大していることになる。

　また，時計メーカーのシティズンホールディングス株式会社はビジネスマンの必需

時間（睡眠，食事，身だしなみ，通勤，勤務）を五項目に分けた上で 1980 年～ 2010

年までを時系列で調査している。NHK の調査においては「身の回りの用事」という

表現であったが，こちらの調査はビジネスマンに特化しているために，「身だしなみ」

という表現になっている。ビジネスマンに必至な五項目の時間の増減が分かりやすい。

この五項目を「国民の生活時間行動分類」に当てはめると，睡眠時間，食事時間，身

だしなみの時間が必需時間，通勤時間，勤務時間が拘束時間ということになる。
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　この表－ 4 からも必需時間の中の睡眠時間，食事時間は減少傾向にあり，とりわけ

ビジネスマンの睡眠時間の減少は 1 時間近くと著しい。逆に国民全体の身のまわりの

用事時間増加と同様に，身だしなみの時間だけは 30 年間で 8 分の増加である。身だ

しなみの時間は休日の平均時間においても増減幅は同じであるが，睡眠時間はさらに

差が付き，1 時間 28 分の減少である。また，食事時間は 2000 年までの 20 年間は増

減が殆どなかったが，平日の 201 年時は 16 分の減少，休日で 25 分の減少になっている。

通勤時間，勤務時間は一旦上昇したものの，2010 年時ではバブル景気前の 1980 年の

数値に戻ったといえる。通勤時間に関してはバブル景気の頃は住と職が離れる傾向に

あったが，再び接近してきてるといえる。しかし，勤務時間に関しては先の NHK 放

送文化研究所の調査によると，2010 年時から再び増加傾向にあり，とりわけ，40・

50 代の男性有職者の増加が著しい。40 代で 2015 年時は 9 時間 22 分，50 代で 9 時間

4 分になっているので，1990 年時の勤務時間に近い状態になったといえる。いずれに

しても，ビジネスマンの必需時間は仕事等の多忙から睡眠時間は減少したが，身だし

なみの時間は増加したことに変化はない。

表－4　30年の推移で見る「ビジネスマンの生活時間」調査

平日の平均時間
2010 年 2000 年 1990 年 1980 年

睡眠時間 6 時間 02 分 6 時間 08 分 6 時間 26 分 7 時間 01 分
食事時間 1 時間 09 分 1 時間 25 分 1 時間 22 分 1 時間 24 分

身だしなみの時間 21 分 26 分 14 分 13 分
通勤時間（往復） 1 時間 24 分 2 時間 03 分 1 時間 56 分 1 時間 43 分

勤務時間 8 時間 39 分 9 時間 30 分 9 時間 13 分 8 時間 36 分

休日の平均時間
2010 年 2000 年 1990 年 1980 年

睡眠時間 7 時間 08 分 7 時間 57 分 8 時間 13 分 8 時間 36 分
食事時間 1 時間 22 分 1 時間 47 分 1 時間 44 分 1 時間 40 分

身だしなみの時間 19 分 24 分 11 分 11 分

出所：㈱シティズンホールディングス『ビジネスマン生活時間』
https://www.citizen.co.jp/research/time/20101201/01.html　2019 年 1 月 10 日アクセス

4 － 3　必需時間の増減が商品や広告コンセプトに与える影響
　上述の如く，時間の概念とは全ての人々に平等であり，1 日単位を例にとれば 24

時間という有限のものである。だからこそ，広告主にとって時間は経営資源となり，

消費者にとっては消費資源となる。したがって，時間概念は立場に関わらず資源とい

う共通要素を見出し，共感性を得る可能性がある。１日の時間概念を三分類（必需時間・

拘束時間・自由時間）し，24 時間の時間配分を考察すると，必需時間＞拘束時間＞

自由時間の順となる。1 日の占有率が最多の必需時間は 2015 年時の平日で 10 時間 12
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分となっており，90 年代後半の 10 時間 9 分からほぼ横ばいといえる。また，平日の

拘束時間は 2015 年時は 8 時間 30 分となっており，90 年代後半の 8 時間 58 分からは

下がりはしたが，2000 年は 8 時間 39 分であるため，15 年間では必需時間と同様に横

ばいといえる。自由時間においても 2000 年は 4 時間 38 分であったのが，2015 年は 4

時間 42 分となり 15 年間では大差がない 14）。前節において睡眠時間は 40・50 代で 30

分前後減少し，ビジネスマンにおいては一時間近く減少したのが明らかになったが，

必需時間全体を時系列で分析すると変化が少ない。したがって，三分類した時間の範

疇においてそれぞれの時間配分が変化していることになる。例えば，必需時間でいえ

ば 90 年代後半から睡眠時間が減少すれば，身のまわりの用事が増えたり食事の時間

や療養・静養の時間に影響を及ぼすことになる。

　このような時間概念の変化が商品や，その購入を促し説得を試みる広告コンセプト

にどのような影響を及ぼすのであろうか。睡眠時間に焦点を当てて考えてみると，1

日 24 時間のうち最も時間量が多いのが必需時間であり，その中で大半の 6 時間から

8 時間を占めるのが睡眠時間である。睡眠は生活維持の為には必須であり，疲れや心

身を癒し仕事等への活力を蘇生するのに最重要な時間帯であるのことに疑いの余地は

ない。マーケティング戦略や広告戦略においても，時間量という観点からは最大の市

場である。

　一人当たりの平均の睡眠時間の量は NHK 放送文化研究所の調査にもあるように 95

年から減少傾向にある。土・日曜日も同様な傾向が見れるし，ビジネスマンの睡眠時

間の減少はさらに大きいことがシティズンホールディングス株式会社の調査で明白に

なっている。現在では，三分類された各時間枠の中で変化がみられるが，今後はイン

ターネットに触れる時間の増加等から自由時間が拡大したり，仕事量が増えることか

ら拘束時間が拡大して睡眠時間はさらに減少する可能性もある。また，他方では企業

や社会状況においての対人とのコミュニケーション等からストレスが増え睡眠時間に

ついての様々な消費者の潜在的ニーズが考えられる。すなわち，減少する傾向にあり

ながらも限られた睡眠時間の中で可能な限り「安眠したい」「快眠したい」「癒されたい」

という消費者ニーズが明確になる可能性がある。企業側の観点では「安眠」「快眠」「癒

し」等の消費者ニーズを充たす商品を企画し，広告主はこれらをコンセプトとした広

告・プロモーションを実践すべきである。

　睡眠時間が減少していく状況下で，消費者の潜在的ニーズを充たす商品として好例

なのが「安眠まくら」である。1996 年 4 月にテレビの早朝番組で「快眠のためのまく

ら選択術」というテーマで東京新宿の小田急百貨店（ハルク）の「安眠まくら」が紹

介された。これは首の頸椎の高さが個人によって異なることに着目して，個々人に適

した高さのまくらを選べるようにして脊椎等への圧迫を少なくすることで安眠ができ

るとする商品である。そして，当該百貨店において「枕工房」と名付けられた売り場
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にはベッドが設置され，売り場のコンサルタントが顧客の頸椎の高さを計ってアドバ

イスをする。顧客は各個人の頸椎の高さに合い，尚且つ好みの硬さを選ぶことができ

るとされる。価格は 1996 年当時，4500 円から 8000 円くらいと普通の枕よりも高額で

あるが大変好評であり，日曜日は売り場の通路に長い列ができたと言われている 15）。

　テレビでの PR 効果もあるが「安眠」「快眠」に対するニーズが高いことも大きな

要因である。1996 年に放送されたこの早朝番組は丁度 NHK 放送文化研究所の調査

にあるように 1995 年から減少傾向の始まった年度とも相関する。また，ビジネスマ

ンにとって必須である平日の睡眠時間は 1990 年代から 2000 年代の方が 2000 年から

2010 年よりも著しく減少している。したがって，枕という商品は過去からの必需品

であるが，1990 年後半から減少している国民の睡眠時間が「安眠」「快眠」をコンセ

プトとした商品が消費者ニーズを充たす新市場になったといえる。

　近年では，百貨店に限らず総合専門小売業や雑貨専門店にも枕だけでなく，寝具全

般（枕，ベット，マットレス，敷布団，掛布団等）の特設売り場が設置されている。

小売業の種類によっては「スリープ・コンシェルジュ」と名付けて消費者の要望を聞

きながら「快眠」に関するアドバイスをする職種もある。また，各寝具メーカー側は

スポーツ選手を広告塔に起用し快適な睡眠を得るための目的や，寝具の選び方の重要

性を訴え競争優位性を確保する努力を続けている。快適な寝心地を得ることは当然，

消費者が求める「癒し」のニーズにも到達することは言うまでもない。これらの競争

も 1990 年代以前には見られなかったことである。したがって，人々が多忙になり減

少していく睡眠時間の中では広告主や消費者の立場に関わらず「安眠」「快眠」「癒し」

が共感性を呼ぶことになる。

　一方，必需時間の中で時間量が減少した睡眠とは対照的に身のまわりの用事時間は

増加した。時間量が増加すると商品や広告コンセプトにどのような影響があるのであ

ろうか。表－ 2 にあるように，95 年から 20 年間で国民全体の平均睡眠時間は 12 分

減少している。これに対して表－ 3 が示すように身のまわりの用事の時間量は 9 分増

加している。上述したように生活の根幹をなす必需時間は時系列で調査しても大きく

変化させようもなく，ほぼ横ばいである。したがって，国民の各時間枠の平均時間に

おいては，必需時間の中で睡眠時間が減少した分，身のまわりの用事時間量が増加し

たといっても過言ではない。

　身のまわりの用事における具体的な行為は，入浴，洗顔，歯磨き，トイレ，整髪，

化粧等が考えられるが，これらの行為は化粧を例とするように性別や世代の差で時間

量の差が大きい。しかも，ポーラ文化研究所の調査にあるように，化粧に費やす時間

は女性であっても世代によってかなりの時間量の差があることが分かっている。その

ため，性別や世代，或いは職業によって時間量に影響が少ないと想定される入浴，洗顔，

歯磨き等の行為に用いられる商品に焦点を当てて考察してみたいと思う。即ち，老若
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男女問わず成される行為の中に共通の潜在的ニーズのヒントがあると思われる。

　時間量が増えたということは，「時間を短縮して効率的に用事を済ませる」という

ニーズではなく，むしろ過去よりも「じっくり時間を掛けて生活の質を向上させた

い」というニーズに傾倒するはずである。それを裏付けるものとして，（株）プラネッ

トが行った「シャンプー・リンスに関する意識調査」がある。誰しもがシャンプーは

行うが，洗髪の頻度は四季を通じて最も多いのが「毎日（1 日 1 回）」で，いずれの

季節でも 60％となっている。特に夏の季節は，「毎日（1 日 1 回）」が 71.3％，「1 日 2

回以上」という人も 5.1％と最も高値である。性別年代別に見ると，男女ともに 60 代

以上では「毎日（1 日 1 回）」が低くなる傾向がある。一方で，年代とともに，「1 日

おき」「週に 2 ～ 3 回」「週に 1 回」が上昇。女性の 70 代以上では，「週に 2 ～ 3 回」

が最も高く，41.2％。男性の 70 代以上では，「週 1 回」も 15.0％である。加齢とともに，

代謝や活動性が下がり，洗髪がおっくうになる人も多いと考えられる。一方で，男性

の 20 代では「1 日 2 回以上」が 12.9％と 1 割を超えている。全ての性別年代別の中

で最も高く，20 代女性の 7.3％に比べても高い結果である 16）。

　また，シャンプーを購入する際に，求める機能や効能は何かの調査では，1 位「仕

上がり感（サラサラ，しっとり等）」50.3％，2 位「汚れの落ちやすさ」33.7％，3 位

「泡立ち」26.0％という順である。しかし，男女別に見ると全体で 1 位の「仕上がり感」

では女性の数値が 70.0％と高く，「指どおりのよさ」「ダメージヘアへの効果」でも女

性の数値が男性を大きく上回っている。一方，男性の数値が女性を大きく上回ってい

たのが「フケ・カユミを防ぐ」である。男女別で見ると，「フケ・カユミを防ぐ」は

女性では 9 位だが，男性では 3 位である。また「育毛・養毛」も，女性では 10 位内

に入っていないが，男性では 8 位になっている。つまり，女性が重視しているのは「仕

上がり感」「ダメージヘアへの効果」等，毛髪のケアや仕上がり具合であり，男性は

頭皮のケアや薄毛対策への効果を期待していると言える 17）。これらの調査結果から，

仮に消費者が洗髪に対して，効率性や時間短縮を念頭に置くならば，毛髪の仕上がり

具合や頭皮のケアを第一義に置くのではなく，「すすぎやすさ」や「フケ・カユミを

防ぐ」，或いは素早い「汚れのおちやすさ」といった効果が男女別世代別に関わらず

期待されるはずである。しかし，身のまわりの用事の時間量は増加傾向にあるため，

1 日の洗髪時間において，じっくり時間をかけて個々の目的を達成したいというのが

シャンプーに対する消費者ニーズと考えられる。したがって，髪に対するニーズは数

多く存在するはずであり，その上位を占めるのが仕上がり感やダメージヘアへの効果

ということになる。元来，シャンプーはコモディティ商品であるため，「髪の汚れを

おとす」といった基本商品コンセプトは維持しながらもそれぞれの消費者に合ったベ

ネフィット・セグメンテーションが行われているのが現状である 18）。

　例えば，同一世帯において世帯人員数と同数のシャンプーが常置されている家庭が
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増えている。それを裏付ける調査結果も出ている。シャンプー・リンスの銘柄について，

家族間で同じものを使っているか，それとも別のものを使っているかを調査したとこ

ろ，「家族みな同じものを使っている」が 38.5％，「家族それぞれが別のものを使って

いる」が僅差の37.4％で並ぶ結果になっている19）。かつては，どこの家庭でもシャンプー・

リンスは浴室に 1 種類で家族で同じものを使うのが一般的であった。しかし，今は個々

の家庭構成員が独自のベネフィットに適合した商品を使っている事例が珍しくない。

　身のまわりの用事に用いられる商品の多くはシャンプーに限らずコモディティ商品

である。歯磨き粉，石鹸，ボディソープ，洗剤等がそれにあたる。身のまわりの用事

に費やす時間量が少ない時代は，コモディティ商品は消費者にとって，なければ困る

が，あったからといって特別な意味を持つものではなく，必要なときに必要な量だけ

手に入ればよいものにすぎなかった。それは商品のコンセプトが，どのブランドも同

様なものが殆どだったからである。例えば，歯磨き粉を例にとるとわかりやすい。歯

磨き粉の商品コンセプトは市場競争が激しくない時代には，単に「歯の汚れを落と

す」というのが一般的であった。ところが，競争が激しくなるにつれ，各企業とも商

品ベネフィットをラインを拡張して，それぞれのブランドを差別化した商品コンセプ

トを創造し，その効用を消費者に訴求している。虫歯予防，口臭予防，美白効果，歯

槽膿漏予防等のコンセプトを導入し，消費者のベネフィットを細分化している。この

ような状況になると消費者は自分のニーズに対応したブランドを選択購入することに

なり，価格による選択を企業側は免れることになる。また，就寝前は虫歯予防の製品

コンセプトを選び，出掛ける前には口臭予防のものを使用し週に数回，美白効果のも

のを使用する等，一人の消費者がそれぞれの用途に合った複数のブランドを同時に買

い揃える可能性も出てくる。いずれにせよ，「歯の汚れを落とす」という基本の商品

コンセプトは維持しながらも，消費者ニーズに適合した新たなコンセプト商品を創造

することが重要である。これらはコモディティ商品のカテゴリーの中で競争が激しく

なったのと同様に，消費者側の身のまわりの用事に対する考え方が変わり，じっくり

と時間をかけて生活の質を向上させようとする様々なニーズが出現していることに他

ならない。

　したがって，上述の考察のように必需時間の中で睡眠時間が減少すると，少なくなっ

た時間量の中でも生活を維持する為に可能な限り「安眠したい」「快眠したい」「癒さ

れたい」等のニーズが出現し新市場が登場することになる。一方，必需時間の中で身

のまわりの用事に費やす国民の平均時間量は増加した。そのことにより，それぞれの

コモディティ商品の基本商品コンセプトは維持しながらも，消費者個別に適合したベ

ネフィットを探り出し提供する必要がある。即ち，時間をかけて生活の質を向上させ

るためには人それぞれのニーズがあるのでベネフィット・セグメンテーションこそが

共感性を得るための鍵となる。
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おわりに

　以上のように，広告主と消費者を結ぶ共感性を，1 広告の「3Bの法則」， 2  色彩 マー

ケティング， 3 ポストモダン・マーケティング， 4 時間の概念の四つに分けて検

討してきた。「3B の法則」と「色彩マーケティング」は，広告に対する立場に関係なく，

人々の経験的法則によるものである。また，「ポストモダン」は広い視点で消費者を

生活者としてとらえる概念である。一方，「時間の概念」は万人に対して有限であり

平等であると認識されている概念である。限られた時間の中で，企業や広告主は様々

なマーケティング戦略を立案し，消費者は自身のニーズが効率よく充たされるように

消費者行動を行う。すなわち，広告主にとって時間は経営資源となり，消費者にとっ

ては消費資源となる。したがって，時間の概念は立場に関わらず資源という共通要素

を見出せることができるため，より企業と消費者間で共感性を得る可能性がある。

　本稿では，時間の概念においては必需時間の増減に着目した。時間に関する先行研

究としては，限りある時間を市場として成立させるために，「いかに余剰時間を作り

出すか」そして「いかにその余剰時間を消費させるか」の二つのコンセプトが基本と

なり，これを分化し進展させ「タイム・マーケット」として整理されている。その具

体例をいくつか挙げると，「時を縮める」「時を創る」「時を広げる」等が挙げられる。

産業革命から現在に至るまでの技術の革新は，時間の節約という大きな効用を人々に

もたらしている。時間とビジネスを考える始点は「時を縮める」ことである。また，

時間は有限であり保存ができないため，人々が可処分時間を作り出す為には現在自分

の行っている作業をヒトかモノに代行させることにより「時を創る」ことになる。さ

らに各小売業等は営業時間等，従来の時間の枠を拡大したり，ネット販売の機会を設

け「時を広げる」ことにより商取引の可能性を増やしている状況である 20）。

　これらの時間に関するコンセプトを有形であれ無形であれ商品に導入し，広告のコ

ンセプトとして成立させて企業は消費者に訴求してきたのである。つまり，時間の概

念においては商品を構成している要素とは分けて，1 日 24 時間という限られた中に

おいて，消費者からいかに貴重で多くの時間を手に入れるかを戦略的にとらえた商品

を提供してきた企業が成功を遂げてきた。これらのコンセプトを元に商品企画やプロ

モーション企画が今後も成されていくのは間違いではない。しかしながら，今後は既

存研究にさらに時間に関するコンセプトを付け加える必要がある。

　その具体的なコンセプトとは，「時を浪費する」「時を戻す」「時を拘束する」とい

う考え方である。これらは，既存研究のコンセプトとは対照的な内容である。しかし，

敢えて待ち時間を作ることで「時を浪費」すると知覚品質が向上する商品も存在する。

希少性があり手に入りにくい商品はその好例である。また，「時を戻す」ことにより，

ある商品を既に経験しているターゲットには懐かしさや憧憬等を創造し，経験のない
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若年層には新鮮さを醸し出す商品もある。レトロ，ヴィンテージ商品はその典型であ

る。さらに，予定は未定であるので予定が決行されるまでの消費者の「時を拘束する」

という考えかたもある。したがって，基本の時間コンセプトをさらに分化・進展させ

る必要があるが，企業戦略のみに傾倒せず，あくまでも消費者と共感性を見出せるか

とい観点でコンセプトを進化させて行かなければ，商品コンセプトや広告コンセプト

には活用ができない。新たな時間に関するコンセプトと企業・消費者間の共感性の継

続的な研究が今後も必要である。

注

1 ） 佐々木宏『ニュースな広告』同文館，1999 年，pp.14-16 参照。
2 ） Beast の動きに関しては，Ad Arch 株式会社『効果的な動画広告のセオリー』2017 年 7

月 7 日 Blog，を参考にした。https://www.adarch.co.jp/2017/07/07/3b_admovie/　2018
年 12 月 20 日アクセス。

3 ） Howard Schults and Dori Jones Yang “Pour your heart in to it”（1997）小幡照雄・大
川修二訳『スターバックス成功物語』日経 BP 社，2001 年，p.424 参照。

4 ） 伊吹卓『カラー・マーケティング』中央経済社，1997 年，p.48 参照。
5 ） 販売色のコンセプトは，同前掲書を参考にした。
6 ） 田内幸一『市場創造のマーケティング』1991 年，三嶺書房，pp.30-32 参照。
7 ） ポストモダン・マーケティングの詳細については拙著『ブランド・コミュニケーション

と広告』八千代出版社，2009 年，pp.43-46 を参照されたい。
8 ） 国民生活時間の行動分類を 1 日の生活時間に当てはめる考え方は，高谷和夫『時間マー

ケティング』産能大学出版部，1996 年，pp.32-33 を参考にした。
9 ） 厚生労働省『平成 29 年　国民栄養・健康調査の概要』2018 年 9 月，p.25 参照。
　　https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000351576.pdf　2018 年 12 月 20 日アクセス。
10） NHK 放送文化研究所『2015 年国民生活時間調査報告書』2016 年 5 月，pp.21-22 参照。

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20160217_1.pdf　2018 年 12 月 1 日
アクセス

11）同前掲書，pp.23-24 参照。
12） ポーラ文化研究所『化粧と生活の調査レポート』2009 年 8 月，参照。
　　 https://www.po-holdings.co.jp/csr/culture/bunken/report/topics_003.html　2018 年

12 月 10 日アクセス。
13） ポーラ文化研究所『女性の化粧行動・意識に関する実態調査　2017 年』2017 年 11

月，pp.4-5 参照。https://www.po-holdings.co.jp/csr/culture/bunken/report/pdf/
20171120make2017.pdf　2018 年 12 月 10 日アクセス。

14）NHK 放送文化研究所，前掲書，pp.24-26 参照。
15）竹谷，前掲書，pp.39-41 参照。
16）   株式会社プラネット『シャンプー・リンスに関する意識調査』2017 年 9 月，p.1 参照。
　　 https://www.planet-van.co.jp/pdf/fromplanet/fromplanet_72.pdf　2019 年 1 月 10 日

アクセス
17）同前掲書，p.3 参照。
18） コモディティ商品，及びベネフィット・セグメンテーションの詳細は，拙著，前掲書，

pp.51-57 を参照されたい。19）株式会社プラネット，同前掲書，p.2 参照。
20） 先行研究としての時間のコンセプトは，竹元雅彦『時間のマーケティング』中央経済社，

2002 年，pp.76-79 を参考にした。
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はじめに

近年，戦時上海（1937 ～ 45 年）における上海日本人居留民研究とメディア研究は

新たな進展を見せている。

周知の通り，第二次上海事変以降，在上海日本人数は急増しており 1943 年には 10

万人を突破し，1930 年代中期までの約 4 倍に増加した。戦時上海における膨張した

上海日本人居留民社会の変容について前田輝人氏及び田中仁氏・鄒燦氏は金風社編『支

那在留邦人人名録（上海之部）』，山村睦夫氏は外務省上海総領事館『上海日本人産業

別職業別人口調査』の収録データを分析して，その歴史像を描き出している 1。第二次

上海事変を契機とする上海日本人居留民社会の変容については，国策会社・中支那振

興株式会社の 1938 年 11 月の上海における創設に伴いものとして 2，前田氏は次のよう

に指摘している。

「『中支那振興（株）』とその傘下企業の設立は，単に十数社の従業員数によって上

海居留民数を増加させたのみならず，それら企業活動の関連や波及効果を予測・期待

して，新設され・肥大化された官民団体・企業組織の新たな渡航者を吸引し，国策に

促され或は便乗して『一旗』を夢みた『上海ラッシュ』を引き起こした。その後も急

速に進んだ上海日本人社会の『膨張』は国策会社グループを中核とし，国策主導型と

もいうべき特徴をもち，大商社等の企業活動の活発化，上海居留民団の生活空間の拡

大など，在上海日本人上海の構造的変容をもたらした。」3

このような戦時上海における日本人居留民社会の変容を引き起こし，促進したとこ

ろの一因に帝国日本の国策に即し，または便乗して発行された数多くの日本語の雑誌

や新聞といったメディアにあった。この領域においてもここ数年，多くの研究成果が

１　前田輝人「金風社人名録に見る日中全面戦争期在上海日本人社会の変容」（『アジア太平洋論叢』
第 17 号，2007 年）。田中仁・鄒燦・前田輝人「1930 年代上海日本人社会の変容」（『阪大法学』
第 65 巻第 2 号，2015 年）。山村睦夫「戦前期上海における日本人居留民社会と排外主義　1916
～ 1942 年（上），（下）」（『和光経済』第 47 巻第 2 号，第 47 巻第 3 号，2015 年）。山村睦夫「ア
ジア太平洋戦争期における上海日本人居留民社会（上），（下）」（『和光経済』第 48 号第 3 号，
第 49 号第 1 号，2016 年）。

２　拙稿「戦時上海の経済・社会変容と中支那振興株式会社に関する基礎的研究」（日本大学通信教
育部『研究紀要』第 25 号，2012 年）参照。

３　前掲「金風社人名録に見る日中全面戦争期在上海日本人社会の変容」，46 頁。

『揚子江』に見る上海日本人居留民社会

髙 綱 博 文

【横】002-髙綱博文（21-40）.indd   21 2019/02/20   16:41:45



― 22 ―

発表されており，その実態が明らかになりつつある 4。国策新聞『大陸新報』について

は山本武利氏の優れた研究があるが 5，当該期の国策雑誌を代表すると目される『揚子

江』については西村将洋氏により「第二次上海事変以降の混沌とした上海を考える際

に不可欠な雑誌といえる」と指摘されているが，以下のような概要の紹介に止まるも

のである 6。

「この雑誌名は，長江の下流域の名称であるだけでなく，本誌の創刊直前に成立し

た日本の傀儡政権，中華民国維新政府が統括した地域を指している。創刊号の『編集

後記』も日本国内への『親日政府』に関する報道を重視しており，事実，維新政府や

その後の汪兆銘政権の要人による文章も多数掲載された。日本陸海軍の関係者との結

びつきも非常に強く，例えば陸軍報道部の中心に君臨した馬淵逸雄も頻繁に登場する。

……雑誌の重要な柱となったのが，中国国内，特に上海の経済・文化・風俗を，日本

国内へ伝える大衆雑誌としての側面である。……さらに見逃せないのは，内山完造

や木村重ら中国人社会と密接な関係を持った人物が，創刊時から関与している点であ

る。」7

本稿は，『揚子江』の雑誌としての性格を具体的に明らかにした上で，同誌に掲載

された記事から戦時上海における日本人居留民社会を検討することを主な課題として

いる。

１．『揚子江』の創刊及びその性格

1937 年 7 月に始まった日中戦争は，同年 12 月 13 日に日本軍は国民政府の首都南京

を占領し，翌年 1 月 16 日近衛文麿首相は今後国民政府を相手にしないとの声明を発

表し，自ら政治的解決の途を閉ざし長期戦にはまりこんだ。日本軍は新たに獲得した

華中占領地域に 1938 年 3 月 28 日に中華民国維新政府という対日協力政権を樹立した。

1938 年 10 月に広東・漢口の陥落を転機として日中戦争は新段階に入り，日本側の

スローガンは「暴支膺懲」から「長期建設」に変わったばかりでなく，近衛内閣は

11 月に「東亜新秩序」の建設こそ「支那事変」の本来の要求であり，解決目標であ

ると内外に声明を発表した。日本側は重慶政権の持久戦に対応した長期戦体制の構築

が求められたのであった。中国の占領地を統治する上での最大の争点は，軍事侵攻・

４　山本武利『朝日新聞の中国侵略』文藝春秋，2011 年。竹松良明等編『新聞で見る戦時上海の文
化総覧―「大陸新報」文芸文化記事細目』ゆまに書房，2012 年。和田博文等編『上海の日本人
社会とメディア』岩波書店，2014 年。髙綱博文等編『戦時上海のメディア』研文出版，2016 年。
戦前期中国関係雑誌細目集覧刊行会編『戦前期中国関係雑誌細目集覧』三人社，2018 年。

５　前掲『朝日新聞と中国侵略』，参照。
６　西村将洋「揚子江」（前掲『上海の日本人社会とメディア』，390 頁）。
７　同上。なお，金丸裕一・乾暢起両氏により「『揚子江』記事総目録」（『立命館経済学』第 65 巻第 2 号，

2016 年 10 月～同第 67 巻第 1 号，2018 年 1 月）が作成中である。
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軍事徴発から占領地経営・経済建設，軍事戦から経済戦への転換をどのように行うか

であり，その際最も重要なことは抗戦を継続する重慶政権に対して経済封鎖を行い経

済戦で優位を占めることであった。こうした情況において日本側は中国占領地を統治

するため，同年 12 月に内閣総理大臣を総裁とする国家機関である興亜院を設立した。

それに先立ち 11 月に中国占領地の経済支配のために日本の国家資本をテコにして設

立された国策会社たる北支那開発株式会社と中支那振興株式会社が登場した。

このような日中戦争の質的な転換を背景として日本の国策（対中国政策）に応える

ために『揚子江』は創刊されたものと考えられる。創刊号のトップを飾る松井岩根大

将・建川美次中将が出席する「極東政策を語る座談会」において，主宰者は次のよう

に述べている。

「この雑誌は支那といふものを日本の大衆に紹介して，一人でも多くの人に國策を

理解して頂きたいという希望であります。」8

発刊の具体的な経緯については，同号の座談会「揚子江を語る」において，「産婆役」

となった中支派遣軍報道部の堂ノ脇光男陸軍少佐 9 が次のように明らかにしている。

「この五月でありました。坂名井君（南北社社長坂名井深藏―引用者）が上海にや

つて来まして雑誌の発刊の志があることを聞かされましたが，私も丁度其頃中南支の

状況を内地の人士に一層認識してもらわねばならないと考えて居りましたので，それ

には雑誌『南北』の編輯で警世していた坂名井君を適任者と思い相談いたしましたと

ころが，両者とも息が合ひ，又維新政府當局との打合せましたところ，梁院長以下各

部長要人ともに之れに賛成支援を與へて頂くことゝなり，こゝに話が成立するにいた

りました。雑誌の名称に就きましても不思議と異論がなく，のみならず発案者の坂名

井君の題名と私と又政府の人々の考えた題名がピタリ一致して居りましてこゝに『揚

子江』と命名した次第でありました。」10　

『揚子江』の書誌情報を整理すると次の通りである。

『揚子江』第 1 巻第 1 号は 1938 年 9 月に創刊され，筆者は 45 年 1 月に刊行された

第 8 巻 1 号まで現物を確認している。形体は「四六版」，内容は『出版年鑑（昭和

十四年版）』によれば「支那大陸問題の評論雑誌」とされている 11。発行人兼印刷者は

東京市赤坂区溜池町 30 番地在住の坂名井深藏であり，発行所は赤坂の南北社であり，

上海北四川路（東和ホテル内）に南北社上海総局あった。創刊号の定価は 40 銭であっ

たが，44 年 12 月刊第 7 巻第 12 号は 70 銭になっている。

『揚子江』を刊行していた南北社は，1939 年 3 月第 2 巻第 3 号に「社名変更」の告

８　『揚子江』第 1 巻第 1 号，1938 年 9 月，2 頁。
９　堂ノ脇光男が中支派遣軍報道部に関係していたことは，西岡香織『報道戦線から見た『日中戦争』』

芙蓉書房出版，1999 年，130 ～ 132 頁。
10　『揚子江』第 1 巻第 1 号，98 頁。
11　『出版年鑑（昭和十四年版）』東京堂，1939 年，924 頁。
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示を掲げ「新社名　揚子江社」となった。それは同号編集後記にあるように「新東亜

建設のために大活躍せられる各位の絶大な支援の下に本誌も幸い順調な発展をとげつ

つある」ことと関係していたものと推測される。その後，揚子江社は発行所・印刷所

を東京に置きながら，上海の中支総局，南京支局，杭州支局，武漢支局，北京支局，

大阪支社，横浜支局と展開することになった。

なお，揚子江社は『月刊雑誌揚子江』の付録として「前線将士ヘ郷土記事通信ノ為」

の毎月 2 回『前線慰問新聞』を 5,000 ～ 10,000 部を刊行していた 12。

『揚子江』の刊行趣旨は，創刊号の編集後記に次のように謳われている。

「日支提携は先づ相互の信頼から。相互の信頼は相互の理解から始まる。茲に『揚

子江』は新生支那の諸情勢に関する正確なる認識を我國民に與へ，日支相互理解の徹

底を圖つて，眞の東洋永遠の平和建設に寄與せんことを眼目とし，親日政府の政策方

針の報道，戦後地の復興建設の状況等は勿論，一般の政治，経済，文化，風俗等に関

する紹介の労に任ぜんとするものである。」

『揚子江』は「日支提携」即ち日本と中国の対日協力政権との「提携」・「相互理解」

を前提として，対日協力政権下の「諸情勢」に関する国策に沿う認識を日本国民へ与

え，占領地「建設」に寄与することを目的とする。そのため，対日協力政権の「政策

方針」について，占領地の「復興建設の状況」等を伝え，さらに「一般の政治，経済，

文化，風俗等」を紹介するものである。

このような刊行趣旨を受けた内容構成がなされており，その原型は創刊号に明白に

顕れている。前述したところの「極東政策を語る座談会」がトップを飾り，「維新政府・

特輯頁」という中華民国維新政府の特集が組まれ梁鴻志行政院長・陳群内政部長・王

子恵実業部長がそれぞれ文章を寄せて同政府の「政策方針」及びその組織機構等を紹

介している。「復興建設の状況」については「中支那振興株式会社の全貌」・「再建途

上の中支經濟状態」・「中支の經濟建設を現地に視る」等の記事が掲載されている。そ

の他，「武漢陥落後の蔣政権の運命」・「国共合作の動向」といった政治記事，筈見恒

夫「支那映画とアメリカ」といった文化記事，火野葦平「蘇州・その他」・新居格「支

那の断想」等の随筆等，そして現地を撮影したグラフ写真も多数掲載されている。

要するに，『揚子江』は商業雑誌社・南北社（39 年 3 月から揚子江社）と中支派遣

軍報道部（1939 年 9 月から支那派遣軍報道部）と協働体制，対日協力政権＝中華民

国維新政府（40 年 3 月から中華民国国民政府）の支援で刊行された雑誌であり，大

衆商業雑誌的側面と日本軍・対日協力政権のプロガンダ的メディアの二重性を帯びた

ものであったと考えられる。

12　「前線慰問新聞輸送許可願（昭和十四年三月十五日）」アジア歴史資料センター（C04014786700）。
同文書には『郷土だより前線慰問新聞』（昭和十四年三月十日付）が付属しており同新聞には「揚
子江第二巻第四号付録」と記載されているが詳細は不明。
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２．第二次上海事変後における日本人の上海進出

第二次上海事変直後の日本人の上海進出は，山村睦夫氏によれば「上海占領に対応

した有力日本企業の進出，資本輸出の新たな展開」という状況とはほど遠いものであ

り，それは「一旗組的な新興商人や周縁的労働者の大量流入」であったという 13。

『揚子江』創刊のはじめの役割は，日本軍占領下にある上海を中心とした華中地域

を一旗上げる機会に満ち溢れたところであることを日本に広く流布するものであり，

多くの日本人たちを上海へ渡航させる後押しするものであったと推察される。創刊号

の「上海だより」は次のように伝えている。

「此頃の上海は，連絡船が入る度に，尠くも二百名以上は増加して行く。大陸へと志

す人々で，一ヶ月も見ないともう上海の田舎者になつて了ふ。上海から南京へ，南京

から漢口へ 　 は昔の定石だつたろうが，今はもう上海から浙江，安徽，江蘇の戦後

地の都会と云ふ都会へはどんどん日本人が進出して行く。浴衣と下駄が毛の生へた向

ふ脛に足音高く眞向微塵に飛込んで行くのは壮観だ。『長崎県上海』と云ふが，上海

の夜は河向ふは別としても，皇軍に護られた一帯は浴衣と下駄で更けるまで賑はしい。

喫茶店とバーの洪水で銀座に没したネオンが此處許りは煌々と人を呼んでゐる。」14

同誌には「支那旅行案内」も掲載されており，ガイドブックの役割も果たしていた。

上海へ渡航するためには所轄の警察署へ「本人の寫眞を添付，本籍，現住所，職業，氏名，

年齢旅行目的旅行經路，旅行期間等明記し」発行してもらう「旅行身分証明書」及び

「種痘を受け其証明書」が必要であり，乗車船券を買い求める際にはそれらの「証明書」

の提示が求められることが説明されている。更に上海丸・長崎丸の日華連絡船の日時，

上海の日本人旅館の一覧が掲載され，携帯品の諸注意は詳細に述べている 15。

日本軍による華中占領地区内の治安確立と復興建設が進展するにつれて，日本国内

から上海へ渡航する日本人は激増していった。同誌は上海総領事館が 1938 年 11 月 1

日現在の「在留邦人職業別人口調査」を行った結果によると，上海在留邦人総数は

37,971 名に達する。これを「區域別に見ると，上海共同租界及びエキステンション地

域は三万六千七百八十名，市中心區は百二十五名，呉淞五十九名，寶山二十四名，嘉

定十六名，江湾九百六十名」，「職業別に見ると第一位は銀行員，会社員，店員，事務

員など四千二百七十五名，これに次いで接客の婦人は千百十七名」である 16。さらに

同誌に掲載された 1939 年 1 月 1 日の上海総領事館の調査によれば，上海在留邦人総

数（朝鮮人・台湾人を含む）は 37,200 名であり，その内訳を見ると日本人 34,940 名（男

13　前掲「アジア太平洋戦争期における上海日本人居留民社会（上）」５頁，16 頁。
14　『揚子江』第 1 巻第 1 号，142 頁。
15　『揚子江』第 2 巻第 3 号，1939 年 3 月，126 ～ 127 頁。
16　『揚子江』第１巻第３号，1938 年 12 月，39 頁。
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18,581 名，女 16,359 名），朝鮮人 1,752 名（男 878 名，女 874 名），台湾人 536 名（男

276 名，女 260 名），それ以外に領事館及び家族 670 名が加わる 17。同誌は 1939 年夏頃

の上海における日本人の急増状況を「女で膨む邦人進出」と題して次のように伝えて

いる。

「一月平均百数十名の割合で増加を続ける上海の物凄い邦人の膨張ぶり，総数では

約五万その内わけは大体男一人半に女一人の割合で，最近めきめきと大和撫子の進出

振りが旺盛になつて来てゐる。戸数にしても今年初頭一万千斗りだつたのが半年斗り

の中で六千軒も激増してゐる状態だ。」18

＜第 1 表＞上海日本人総数
年度 男   女 合　計
1930 13,927 11,180 24,207
1931 13,087 11,148 24,235
1932 15,006 11,718 26,724
1933 15,113 11,788 26,901
1934 15,021 11,789 26,810
1935 12,712 11,279 23,991
1936 12,565 11,048 23,613
1937 12,585 11,087 23,672
1938 19,520 15,156 34,676
1939 30,322 20,771 51,093
1940 65,621
1941 87,277
1942 92,676
1943 103,968
1944 102,442
1945 72,654

 （典拠） 副島圓照「戦前期中国在留日本人人口統計（稿）」（和歌山大学教育学部紀要・人文科学）
33 集，1984 年，24 頁）

第二次上海事変の勃発を契機とする上海の日本人総数は，上海総領事館の記録によ

れば本業者と従属者を合計した数であるが，＜第 1 表＞のように急増している。『支

那在留邦人人名録（上海之部）』の 1936 年版と 39 年版のデータを比較したところの

前掲「1930 年代上海日本人社会の変容」によれば，36 年版における日本人本業者は

6,849 人，39 年版では 12,651 人であり，第二次上海事変を契機に 3,255 人は上海を離れ，

事変後に 9,070 人が新たに上海へやって来たと分析している 19。

17　『揚子江』第 2 巻第 3 号，1939 年 3 月，91 頁。
18　『揚子江』第 2 巻第 8 号，1939 年 8 月，71 頁。
19　前掲「1930 年代上海日本人社会の変容」，395 ～ 399 頁。
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1938 年末の『揚子江』は，中支那振興株式会社の子会社の設立動向等や新設され

た「上海の邦人商社及び工場」を紹介する「上海經濟情報」を掲載し 20，それに続き「殺

到する人に向つて大手を擴げて待つてゐる。來來と手を拍て待つている」として上海

の求人状況を次のように紹介している。

「居留民団社会課職業紹介係からの求人が絶えない。運転手八名，通訳上海語二六

名，北京語六名，事務員一五名，男性店員一三名，女店員四名，雑役一九名，監督八

名，大工三名，寫眞師三名，給仕男二三名女二名，タイピスト二名，交換手四名と云

つた具合である。そうかと思うとこれらの人々の衣服が問題となつて來る。仕立，御

家庭にて和服裁縫をして下さる御夫人を募集します」。

さらに漢口陥落後は求人に「一層拍車」が掛かり「タイピスト数名，ボーイ二名，

女給仕四名，保証人要す，履歴書寫眞持参の事，軍特務部第七班内中支那振興会社設

立事務所出張員というのがあり，今度は英語アナウンサー三名，支那語アナウンサー

四名，支那語翻訳四名，庶務係四名，音楽係四名，学藝係四名，ニュース編輯係四名，

雑役下級事務員若干名，技術員五名，工手技師若干名，歴持参本人出頭，軍報道部と

云ふ大募集の廣告が乗つてゐる。紙面廣告欄は押すなゝの盛況であり，次第に顔振れ

も變つて来て，最近では会社関係の廣告で埋つてゐる」21

なお，第二次上海事変以前から上海には風俗営業に従事する日本人女性の割合が極

めて多かったが22，39年1月の上海総領事館警察の調査によればその総数は2,480名で，

事変直前の約 2 倍に達している。同誌は次のように詳細を伝えている。

「料理屋，貸席，藝妓置屋の軒数は三十五軒で，事変前より十二軒を増加してゐ

る。ホール（ダンスホール―引用者）は五軒で一軒の増加，更にカフェー，飲食店は

百九十八軒で何と七十五軒の大量増加，喫茶店は事変前には二十軒だつたのが五十軒

に激増してゐる。……藝妓は二百五十七名で，百十二名の増加，ダンサーは三百名で，

百六十五名の増加。料理屋，飲食店（旅館を含む）の女中は五百十三名で三百九十一

名の増加，酌婦は百九十一名で六十名の増加僅かに私娼のみ百五十名で百八十名の減

少になつてゐる」23。

これらの店と女性たちは主に日本人集住地域である虹口地区に集まっており，第二

次上海事変後に同地区で治安回復とともに繁栄したのは生活必需品を売る日本人商店

であり，次がこうした店であった。同誌は「邦人がドシドシ進出してくると，それに

平行して慰安所たる花街も発展してきた」と指摘している 24。

20　『揚子江』第 1 巻第 3 号，120 ～ 124 頁。
21　同上，126 頁。
22　宋連玉「上海における性風俗業の実態―上海日日新聞を中心に」（『アジア現代女性史』第 12 号，

2018 年）参照。
23　前掲『揚子江』第 2 巻第 3 号，92 頁。
24　同上，91 ～ 92 頁。
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さて，事変後の虹口地区は俗悪な日本人町と化し，上海における戦争景気を当て込

んだ一旗組の所業には目に余るものあった。このような情況に危機感を募らせた上海

居留民団は，1938 年 8 月 27 日に上海自粛会を組織して在留邦人の自粛運動を開始し

た。「日支提携」・「日支相互理解」を刊行趣旨に掲げる『揚子江』はこの運動につい

て「上海だより」欄で紹介し，「在支日本人として留意すべき事柄」として以下の 5

点をあげて，日本軍の占領下において激増した在留日本人たちの傍若無人ぶりを指弾

している。

「第一が今次事変の意義を明確に認識することである。……第二に，明確なる目的

もなく漫然と『何かしら仕事があるだろう』位の考えで渡支することを此の際差控へ

ること。……第三には，渡支邦人は一般支那人に對して，日支提携の立場から，眞に

信頼され得るやうな態度で接しなければならないのに，中には支那人の怨みを買ふや

うな行為をする者が往々あるのは眞に遺憾なことである。第四には，渡支邦人の中に

は日本國民の名誉を毀損する様な下劣，野卑な態度をとる者があるが，支那は列國環

視の舞台であり，必ずしも，欧米人や支那人の眞似をする必要はないが，郷に入れば

郷に従へで，日本人としてこの品位を傷付けぬやう留意すべきである。……第五に，

日本國内に於ては挙國一致，國民精神総動員を実施しつゝあることを想い，渡支者も

亦銃後の思想戦及び經濟戦の戦士たる立場を忘れず，その行動に注意することが肝要

である。」25

『揚子江』は戦時統制下にあって不自由の暮らしを強いられる日本の人々へ戦時景

気に沸く上海へ渡ることを勧めるような記事を掲載する一方で，上記のような「日本

國民の名誉を毀損する様な下劣，野卑な態度をとる者」を指弾するような記事も載せ

ている。

また，1939 年 10 月の『揚子江』には，「新中国女性のこの鋭い日本批判を見よ！」

という顔写真入りのインタヴュー記事を掲載し，18 歳の中国女学生の口から次のよ

うに語らせている。

「此の日支事変の意義について日本政府や日本軍隊は中國に向つて東亜新秩序の建

設の為だとか，東亜共同體樹立の為だとか云つてゐます。然し，色々な事實について

これも眺めて見ますと私達は日本の云つている事に対してまだ十分に理解することが

出来ません。」26

それも次のような日本人たちがいるからであると語っている。

「街を歩いてゐますと，日本の普通の人達の中でも，哀れな中國の無産者階級，例

へば黄包車曳きとか，自動車の運転手，甚だしいのはアマ，ボーイ等を撲つたり蹴つ

たりしてゐるのを見受けます。……私の友達は今でも矢張り日本人を恐ろしいと思つ

25　『揚子江』第１巻第 2 号，1938 年 11 月，118 ～ 119 頁。
26　『揚子江』第 2 巻第 10 号，1939 年 10 月，56 ～ 58 頁。
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て近よらうと致しません。」27

このインタヴュー記事は「やらせ」記事であると推察されるが，「東亜新秩序」の

建設を阻害するところの一旗組の在留日本人への中国側―対日協力政権の苛立ちが感

じられる。

３．1940・41 年―上海日本人居留民社会の変容

1939 年 9 月に第二次世界大戦が開始された。フランス，オランダなどの東南アジ

アに植民地を持っていた国々は日本と同盟関係にあったドイツの占領下に置かれるこ

とになった。このような情勢下において汪精衛を首班とする新たな対日協力政権を

樹立する動きが本格化した。1938 年 3 月に樹立されたあまり実態のない中華民国維

新政府にかわり，40 年 3 月に日本軍占領下の南京に中華民国国民政府（汪精衛政権）

が成立した。汪精衛政権はかなりの体制を整えた対日協力政権であり，日本軍も同政

権に漸次に主権を移譲し一定の自主性を許容するものであった。このような政治情勢

の変化を受けて上海における日本軍当局は下記のような諸施策を実施した。

1940 年 2 月 15 日に上海における日本海軍管轄下にあった虹口，北四川路（北部越

界地区），楊樹浦，浦東，閘北という広汎な地域の「開放」施策であった。即ち，第

二次上海事変が勃発するとこれらの地域が戦禍の中心地となり，多数の中国人は旧英

租界及び仏租界に避難することになり，一時在留邦人も 3，4,000 名に激減した。日本

軍当局は作戦と治安の関係上，旧英租界及び仏租界との交通を一斉に遮断した。その

後，上海における戦闘が終息し危険が緩和するにつれ，日本軍当局は警備区通行の中

国人には通行許可証，復帰許可中国人には復帰証明書を発給した。2 月 15 日午前零時

を期して日本軍当局は警備区域を「開放」し，「治安の維持上差支へのない範囲に於

て居住，交通の制限を緩和し，証明書を廃止し夜間交通時間の制限も解除」した 28。

事変勃発以来，「開放」されるまでの虹口などの当該地域の状態を『揚子江』は次

のように伝えている。

「（在留日本人は―引用者）現在七万人，事変前の約三倍の奔増してゐる。虹口及北

四川路方面の従来支那人が経営してゐた商店は殆ど日本人の商店に変つてしまひ，俄

然日本人町になつた。

次に支那人の復帰であるが，正式に復帰証を受けたものは昨年三月に於ては三十万

人，それから一ヶ年の間に十四万人殖へてゐる。しかし潜入者もあることだから大体

に於ける支那人居住者は約五十一万人に達してゐた模様である。その大部分は商店の

使用人，ボーイ，阿馬，小売店営業人である。（中略）

27　同上。
28　「中支經濟事情」（『揚子江』第３巻第５号，1940 年 5 月，138 頁）。
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最後に物価問題であるが，どさくさ紛れに邦商の不正利潤の追求があり，邦人に対

する生活物資の供給が甚しく不足するに至つた。その結果虹口邦商は所謂河向ふから

品物を仕入れて小売をする様になつたり，一般邦人も自然河向ふに買物に行くと云ふ

ことになつた。」29

これに続き，同誌は「開放」による影響を次のように述べている。中国人復帰者は

当該地域で「一戸を構えることはさう簡単に許可されないから自然現在の露天商のや

うなものが殖えて行くこと」なり，この露天商による邦人小売商への打撃は「過少視

は出来ぬ」ばかりでなく，「河向ふにある百貨店方面でも虹口の日本人を顧客として

重要視し交通の自由のため，電話一本でも品物を届けて来る」。そして次のように結

論する。

「これは虹口，北四川路方面の邦人小売商の一部不当利得者に鉄槌を下すことにな

る。そして一般商人と雖も今迄通り特別の条件の営業を続けるわけには行かなくなる。

愈々今後は実力を以て生活費の安い支那人と競争しなければならない覚悟が必要であ

る。虹口開放は或る意味に於て邦商に一大反省を促すものである。」30

1940 年 4 月 29 日に支那派遣軍総司令部は「派遣軍将兵に告ぐ」を布告した。それ

は戦争利得を求めて中国進出した日本人に対して「日本人の面汚しも亦尠からざる

現状である。法に触れたものの多い事は勿論触れないものと雖も道徳的に指弾せられ

るものゝ甚だ多い」と厳しく非難するものであった 31。次いで 5 月 20 日には「支那渡

航者制限令」が実施された 32。これらの当局の施策に対して一旗組の反応を『揚子江』

は次のように伝えている。

「前者が発表されるや，事変による変態的経済状態に抜け目なく押し出して来てゐ

た，大小のいはゆる一攫千金組が愈々来たゾ―と修章狼狽を始めた。……後者の『渡

支制限』で，また混乱である。昔も今も相変らず，日本人のみを相手にして商売をす

ることしか知らないらしい虹口人達は，唯一のお客の日本人の渡支を制限されたんで

は，もうアカン，と云ふわけらしく，早くも飲食店，カフエーなどは転業や内地引揚

げが，ポッポッ現れ始めた。」33

さらに上海領事館警察は「興亜の虫」と称する不良日本人の取締りを強化した。そ

の結果，1940 年 1 月～ 11 月までの在留邦人の犯罪検挙件数は 1,581 件に上った 34。

29　同上，139 頁。
30　同上，138 ～ 139 頁。
31　支那派遣軍総司令部「派遣軍将兵に告ぐ（昭和 15 年 4 月 29 日）」アジア歴史資料センター

（C12120065200）。
32　上海居留民団『上海居留民団創立三十五周年記念誌』1942 年，840 頁）によると「支那渡航者制限令」

の決定発表は 1940 年 5 月 7 日である。『揚子江』第 3 巻第 8 号，1940 年 8 月には「現地から見
た支那渡航者制限」という読者アンケート葉書が掲載されている。

33　『揚子江』第 3 巻第 7 号，1940 年 7 月，130 ～ 131 頁。
34　『揚子江』第 4 巻第 1 号，1941 年 1 月，141 頁。
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戦争利得を求める一旗組への「支那渡航者制限令」や領事館警察の取締りの強化は

明らかに成果を上げたものと見られ，翌年 4 月の『揚子江』には次のような観察が述

べられている。「初つ鼻には所謂一旗組がワンサカと押掛けはしたが，これも事変五

年の今日となつては，悪銭と雖身につけ了せた者や，心は矢竹に逸れども，刀折れ矢

つきて沈下惨敗した者やで，一応何とか片付いた筈である」35

第二次上海事変直後，上海日本人居留民社会は「一旗組的な新興商人や周縁的労働

者」の流入により急激に膨張したが，中支那振興株式会社を中核とした国策主導型の

華中開発が本格化すると彼らは淘汰されるようになり，大企業の日本人従業員が増加

し，上海居留民団職員や上海領事館職員・警察等の公務員・官吏などの「新興派」居

留民が顕著に増加した 36。ここに事変以前の「在華紡」を中心とした軽工業と中小企

業及びサービス産業を基盤とした日本人居留民社会は量・質とも変容することになっ

た。このことを象徴するのは，1940 年 11 月の民団法施行規則の改正による居留民会

の機構改革であった 37。

1907 年 9 月に「居留民団法」に基づき設立された上海居留民団は，上海総領事の

監督を受ける自治団体である。議決機関の居留民会と理事機関の行政委員会，及び民

団長・助役・会計主任が所轄する事務機構によった構成されていた。1940 年の民団

法施行規則改正以前の民会議員は任期 2 年，定員 40 名であったが，改正により「定

員五十名，その半数は総領事の選任に係り，その他の半数は選挙によること」となっ

た 38。1941 年 2 月 22 日，23 日に「八万の邦人から成る『日本上海』の代議士たる民

会議員の選挙」が行われた。『揚子江』には同改正による「民選議員」選挙の結果と「官

選議員」の総数 50 名の写真入りの略歴を紹介する記事「『日本上海』の議政を料理す

る人々」が掲載された 39。

＜第 2 表＞は同上の「官選議員」・「民選議員」の名簿を整理したものであるが，50

名中第二次上海事変後に上海へ来た者は 24 名の約半数を占め，中支那振興株式会社

やその傘下の子会社等の国策会社に所属する者は 14 名，紡績会社などの民間会社に

所属するものは 29 名，土着派 5 名，その他は「現地文化人の肝入役」であると「官

選議員」に選出された内山完造等の 2 名である。そして，事変以前の 36 年に民会議

員を務めていたものは 2 名，39 年のそれは 6 名に過ぎなかった 40。

事変以前 1936 年の上海日本人居留民が 28,000 名ほどであったのが，1941 年には 8

万名を超えており，その圧倒的な多数は上海への新規参入者＝「新興派」居留民であっ

35　『揚子江』第 4 巻第 4 号，1941 年 4 月，100 頁。
36　前掲「アジア太平洋戦争期における上海日本人居留民社会（下）」，14 頁。
37　前掲『上海居留民団創立三十五周年記念誌』，687 頁。
38　同上。
39　『揚子江』第 4 巻第 4 号，1941 年 4 月，139 ～ 144 頁。
40　前掲「1930 年代上海日本人社会の変容」掲載の表 13，表 14 を参照。
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た。ここに上海日本人居留民社会は量・質ともに変容するとともに民会議員の半数が

「官選議員」となったことにも窺えるように本来は日本人居留民の「自治団体」であっ

た「上海居留民団」は，上海総領事館の指導・監督が強化された。それは上海日本人

居留民社会においても一元的な「翼賛体制」が一段と進行したことを意味するもので

あった。

＜第 2 表＞

＜官選議員＞
氏　名　　　　所属団体・職種　　　　　　　  来上海年
伊藤武雄　　　上海満鉄事務所所長　　　　　　1939
岩田節雄　　　白木実業公司専務取締役　　　　1928
井上剛　　　　華中鉄道業務副部長　　　　　　1937 
太田俊三　　　自営業・民選議員　　　　　　　1905 前後？
岡崎嘉平太　　華興商業銀行理事　　　　　　　1939
織田清　　　　大興土地信用組合理事長等　　　1914
脇本卓一　　　三井物産上海支店長　　　　　　1939
高垣勝次郎　　三菱商事上海支店長　　　　　　1939
束松八洲雄　　上海白木実業公司専務　　　　　1937
堤孝　　　　　在華日本紡同業組合理事　　　　1935
内山完造　　　現地文化界肝入役　　　　　　　1913
山田久一　　　上海製造絹糸会社取締役　　　　1938
山中喜一　　　東亜海運取締役　　　　　　　　1939
矢守貞吉　　　上海恒産土地部長　　　　　　　1938
安井源吾　　　弁護士・民団行政委員長　　　　1925
靖原甲寧　　　上海朝鮮人会長等　　　　　　　1934
福田耕　　　　華中電気通信社社長　　　　　　1938
小久保三九郎　東方製氷株式会社社長　　　　　1914
甘濃益三郎　　上海運送会社社長・元民団長　　1917
坂本敬二　　　中支那振興株式会社庶務課長　　1938
岸波義質　　　横浜正金銀行上海支店支配人　　1939
三村正堯　　　興亜商事専務取締役　　　　　　1920
下里彌吉　　　上海倉庫信託取締役等　　　　　1911
杉村廣藏　　　上海商工会議所理事　　　　　　1939
勝田俊治　　　内外綿取締役　　　　　　　　　1931

＜民選議員＞
井本威夫　　　華中鉄道調査課副課長　　　　　1939
稻村保　　　　華中鉄道上海駅長　　　　　　　1939
池田三郎　　　裕豊紡績人事課長　　　　　　　1938
橋本五郎次　　各路聯合会副会長　　　　　　　1929
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堀場定藏　　　上海紡績調査課主任　　　　　　1917
大浦壽清　　　華中水電株式会社嘱託　　　　　1939
大山捷男　　　伊藤忠商事上海支店支配人　　　1920
余語彌一　　　東洋貿易株式会社社長　　　　　1914
吉崎治郎　　　各路聯合会幹事　　　　　　　　1926 ？
高野清文　　　明治生命上海支店長　　　　　　1931
田村小一郎　　端申洋行社長　　　　　　　　　1914
檀宗三郎　　　東華紡績常務取締役　　　　　　1921
曽田正彦　　　居留民団副参事　　　　　　　　1940
植木万次郎　　内外綿工務課長　　　　　　　　1919
山本健三郎　　日本郵船上海副支店長　　　　　1938
牧彦次郎　　　上海三興製粉公司代表　　　　　1938
松永半五郎　　華中電気通信社国際電台長　　　1938　
松永禎三　　　准南煤礦公司業務部長　　　　　1932
福間忠二郎　　住友銀行上海支店長代理　　　　1930
浅井大造　　　日本紡績・民選議員　　　　　　1931
浅田清松　　　華中鉄道秘書係長　　　　　　　1939 ？
北村繁一　　　華中鉄道厚生係長　　　　　　　1939 ？
岸上泰太郎　　華中水産株式会社庶務課長　　　1938
由比静　　　　大鐘紡　　　　　　　　　　　　1939
三上英雄　　　弁護士　　　　　　　　　　　　1932 ？

  （典拠）『揚子江』第 4 巻第 4 号，1941 年 4 月，139 ～ 144 頁。

『揚子江』には上海日本人居留民社会の代表・名士である民会議員たちの紹介があ

るとともに，第二次上海事変から約 4 年を経たところの同社会の状況について，一庶

民の日本人女性の眼を通して次のように描いている。

「去年（1940 年―引用者）十一月，上海に上陸して間もなく私共は自分達の居を，

五条ヶ辻の近くに新しく建ち並んだ，日本人住宅の一角に構えることになつた。……

九万人の邦人の密集地帯であるこの虹口サイドは，丁度，浅草と神田と渋谷を一緒に

したやうなところである。

勿論こゝにも所謂，貴族街といふものがあつて，ハイクラスに属する人達の文化住

宅地域があるが，それはホンのチョッピリの人達の世界である。大多数の人達は，ま

るで上海なのか内地なのかわからない位に日本色に塗りつぶされた北四川路，呉淞路

の商店街の裏に櫛比した支那風家屋の中に住つてゐる。

而も，一階，二階，三階と，一つの家屋に三世帯がギッシリとつまつた速成アパー

トが軒並である。親子共に四人，五人という家族が十二三畳敷の部屋に，健気にも大

陸の生活を営々といとなんでゐる。（中略）

住宅と子供の問題ばかりでない。虹口の買物の難しさは，これまた多くの人達の共

通感ではなかろうか。世界中の統制経済時代から孤立して，自由市場の面目に生きて

【横】002-髙綱博文（21-40）.indd   33 2019/02/20   16:41:46



― 34 ―

ゐる上海であると言つても，狭い虹口内で，一つの商品の値段が，店々によつて，ど

れもこれも，異なるとゐふのは，何か商人に翻弄されてゐるようで，買手はあまり愉

快ではない。そして誰が言ふとはなしに，河向ふの物価の方が安いと伝わる。すると，

時間と足代とをかけて法幣の相場とを睨らみ合せて，河向ふへ～と日本のお金が落ち

て行く。（中略）

私は，現地邦人がいま当面してゐる問題こそは，中國の民衆を指導することでもな

ければ，中國インテリと議論を闘すことでもない，日本人自らの問題をどうするかと

いふことになるのでないかと思つた。九万人邦人の幾割の人が故郷に財を持ち，家を

持つてゐるか，それは知らないけれども，殆んどの多数が，妻をつれ子をつれ，家財

道具をまとめて，全く生活の一切を現地に移して来てゐる人である。」41

ここの描かれている日本人居留民は，第二次上海事変直後の一攫千金を夢想する一

旗組の単身出稼者ではなく，家族同伴の定着志向の「新興派」居留民であった。この

ような変化は，上海居留民団立学校に顕著な増加に窺われ，1939 年 4 月 4 日の日本

中学校（42 年 10 月「上海日本中学校」に校名変更）の開校に始まり，1944 年 4 月

15 日に上海日本工業学校の開校に至るまでの間に国民学校 6 校 42，女子商業学校 1 校，

高等女学校 1 校が新たに設置された。1943 年 4 月の国民学校の児童総数は，10,923

人であった 43。

４．アジア太平洋戦争期の上海日本人居留民社会

1941 年 12 月 8 日を期して日中戦争はアジア太平洋戦争へ進展し，日本軍の租界進

駐により所謂「孤島上海」はその租界全部が日本軍の警備下に置かれることになった。

これにより上海は「大東亜共栄圏」内の軍事基地として日本の総力戦体制に順応すべ

く態勢の整備を進める必要に迫られた。このような情勢下において上海の約 9 万の日

本人居留民は，上海総領事の指導により一元的な「翼賛体制」へと組織されていった。

1942 年 1 月 1 日に上海神社前において上海における「翼賛体制」の組織として「上

海総力報国会」が結成されたが 44，その中核的・実質的な組織は前述した上海居留民

団であった。

上海居留民団は，1940 年 5 月に福田千代作が甘濃益三郎に代り新たな民団長に就

任し，居留民激増にともない民団業務が繁雑となり崑山路にあった事務所では手狭と

なり，41 年 4 月に福生路へ竣工移転をした。民団機構も拡充されて，民団長，助役，

41　西清子「新上海の住みごこち」（『揚子江』第４巻第８号，1941 年８月，78 ～ 80 頁）。
42　1941 年 3 月 1 日国民学校令公布により小学校を「国民学校」と改称。
43　松下緑・甫喜山精治編「戦前の上海日本人学校の沿革と関係資料」（『アジア遊学　特集上海』

第 33 号，勉誠出版，2001 年 11 月，所収）参照。
44　前掲『上海居留民団創立三十五周年記念誌』，1280 ～ 1285 頁。
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会計主任の下に 4 部（財務部・教育部・復興資金部・市民部）10 課（文書課・庶務課・

主税課・会計課・調度課・学務課・社会教育課・社会課・保険課・営繕課）及び診療

所が設置された 45。

『揚子江』において福田千代作民団長は「戦時下体制」としての上海居留民団につ

いて，次のように語っている。

「今次の聖戦に因り，最近我が国に於て，万民一致，聖業翼賛の国民組織が国家的

要望として実現した事に伴ひ，現地上海に於ても之に即応して臣道実践，職域奉公の

誠を致す為め，居留民の一元的翼賛組織を結成する事が，一般居留邦人の要望する所

となり，目下民団において，総領事の指導に依り之が一元的に努力して居る。」46

そして，福田民団長は民団下部組織に当たるものとして町内会が組織した「上海日

本人各路聯合会」，会員 8,600 名を有する「帝国在郷軍人会上海支部」，民団において

設立した「上海傷痍軍人会」，「上海日本商工会議所」，日本国内の国防婦人会と同様

の目的を持つ会員 6,000 名の「上海時局婦人会」，団員 10,000 名を超える「上海青年団」，

各町内会毎に組織された「自警団」を上げている。

これまで上海日本人居留民社会において上海居留民団と並ぶ自治団体であった上海

日本人各路聯合会は 1942 年 6 月 1 日に居留民団に統合・解消された。これにより上

海領事館―上海居留民団―町内会・隣組・自警団という一元的な「翼賛体制」が完成

した 47。各路聯合会の解体は日本人居留民を「翼賛体制」に包摂しようとする日本当

局の圧力のみでなく，「新興派」居留民の激増によりこれまで「土着派」居留民によっ

て担われてきた町内会組織が十分に機能しなくなったことと関係しているものと推測

される 48。

福田民団長によれば上海居留民団の主な事業は（1）教育，（2）社会，（3）衛生な

どであり，特に教育事業は「子弟教育の施設は邦人の居住安定の一大要件であり……

民団としても，最も力を注ぎ運営の遺憾なきように期してゐる」とする。民団はここ

2，3 年学校建設に追われ，その費用の調達に苦慮し民団債は既に 620 万円に達した

という。

社会事業としては，日本人墓地や火葬場を経営し，民団内に職業紹介所を設け求職

者の便宜を計り，また傷痍軍人や軍人遺族への援護事業も開始した。衛生事業として

は，診療所を経営し日本人医師会等とともに上海防疫委員会に加わりコレラ予防注射

45　同上，896 ～ 897 頁。
46　福田千代作「上海居留民団発展史」（『揚子江』第 5 巻第 5 号，1942 年 5 月，51 頁）。
47　前掲『上海居留民団創立三十五周年記念誌』，896 ～ 897 頁。
48　杉栄一「上海隣組記」（『揚子江』第 7 巻第 9 号，1944 年 9 月）は，上海に「隣組の運動」が始まっ

たのは 1940 年 10 月であるが，それはテロ事件等が頻発する中で「里内だけの自衛組織」が必
要とされたためであると指摘する。このような「自衛組織」はこれまで町内会が担っていたは
ずであるが機能しなくなっていたことを推測させる。
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を実施している 49。

福田は上海における日本人の生活について「当上海に於て日常生活の要件たる衣食，

住の中，衣と食とは比較的恵まれて居るが，住宅問題に関しては非常に難渋してゐる」

と指摘する。その原因は急増した日本人居留民の大部分は日本軍の警備地区内のみに

居住し，その地域の家屋の多くが戦火により破壊されて建築材料の不足から家屋の建

築が進まないからであるという 50。

村松伸氏は当時の上海日本人居留民の住宅事情を調査したある報告書により次のよ

うに指摘している。上海の日本人 10 万人の住宅は 3 種類に分類できるが，第一は虹

口地区の密集地域に建つ里弄（中国式集合住宅）であり，それを畳と押入れ，床の間

といった日本風に改造して使用するもので日本人の 7 割が居住していた。第二は英米

の敵産家屋として接収された住宅で，2 割ほどの「幹部級日本人」などが日本ではと

うてい享受できないような豪華な生活をしていた。第三は上海に進出した会社や公的

機関が計画した新築住宅に収容できたのは日本人居留民の 1 割ほどであった 51。ここ

からも「新興派」居留民の中にもエリート層と民衆層の新たな階層化が生まれていた

ことが窺え，福田民団長の指摘するところの「住宅問題」とは民衆層の問題であった

といえよう。

さて，上海日本人居留民社会もアジア太平洋戦争後期―1942 年 12 月，日本政府は

ガダルカナル島をめぐる戦局の急速な悪化にともない中国占領地政策を見直し，いわ

ゆる「対華新政策」を採用するにともない統制が強化され，戦時色が一段と強まった。

日本側は「対華新政策」の一環として 1943 年 7 月に汪精衛政権に租界を返還し，上

海租界は完全に消滅した。『揚子江』1944 年 2 月号は「新上海の決戦春姿」という記

事を掲載し，当時の上海状況を次のように描いている。

「『街も外貌』こそ変わらないが，しかし租界返還後半歳の今日，『街の性格』が一

変したことは見逃すことは出来ない。南京路を往く人，来る人，すべてが溌剌たる決

戦衣を纏つて，足音も高らかに舗道を闊歩してゐる……。（中略）コツテイの香を匂

はせ，派手なシューバーの襟を立てて，颯爽と南京路を行く租界娘の姿は今は見られ

ない。在留邦人のモンペ姿にならつて，租界娘のモンペ姿すら，ちらほら街に見うけ

られる今日である。（中略）また戦前は勿論，極く最近まで終夜乱舞狂態の限りを尽

くしてゐたダンス・ホールやキヤバレー，ナイトクラブなどにも昨秋粛正の断が下さ

れ敵性は払拭された。」52

また，日本人居留民の状況については次のように指摘している。「虹口の日本人街

49　前掲「上海居留民団発展史」，50 頁。
50　同上，52 頁。
51　村松伸『上海・都市と建築 1842―1945 年』（PARCO 出版，1991 年，338 ～ 339 頁）。
52　久世廣行「新上海の決戦春姿」（『揚子江』第 7 巻第 2 号，1944 年 2 月，41 ～ 42 頁）。
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に目を転ずれば，十万の在留邦人は銃後の内地国民に負けるなと国債消化や貯蓄の励

行，陸海軍への献金，軍用機献納，ヒマ栽培，防災訓練，屑鉄回収と時局の緊迫を反

映させて，いづれも引緊つた生活をしてゐる。」53

一方で，『揚子江』には戦局の緊迫下における日本人居留民を厳しく批判する次の

ような記事も掲載されている。それは米軍による上海空襲の際に汪精衛政権下の中国

人が「第三者の立場から之を眺めて自己の安全を計るのみ」であるのは日本人居留民

のあり方にこそ問題があると非難する 54。

「日本人だけが大上海の一区画に小さく固まつて中國人を白眼視して鯱鉾立ちして

自分達だけでやれ自警団だ，防空だ，郷軍訓練だと騒ぎ廻つて能事終れりと考えて居

る者ありとすれば，それは中國人の眼から見ればヒステリツクな気狂ひ沙汰にしか見

えないかもしれない」。そして「邦人の誤れる優越感と，一二年来の邦人生活の窮迫

化とが原因して戦場に於るサボタージユ，各方面の収賄や権力濫用による私益追及，

私生活の退廃等は甚だしきものあり，稍もすれば聖戦の道義的意義を日本人自ら見喪

ふ惧れなしとしない憂ふべき現状であり，そのガサツな利己的態度は往々にして『洗

練された』貪汚行為の常習者たる中國人からさえ軽蔑されてゐるのである」55。

同記事は，最後にこのような日本人居留民の態度を克服するためには「日華一体化」

を目指す「対華新政策」を徹底し，「日華一体の決戦体制を樹立することこそ現下我々

在留同胞の総蹶起の目標である」とする 56。

『揚子江』は日本当局の対日協力政権との「日支提携」，1942 年末に「対華新政策」

採用以後は「日華一体」を理念として上海日本人居留民を国策に沿って批判し陶冶す

ることを試みた。日本当局が謳うところの「日支提携」，「日華一体」の理念は日本に

よる中国侵略の実態を隠蔽するための＜タテマエ＞に過ぎないが，『揚子江』はこの

＜タテマエ＞によりに日本人居留民のあり方を批判することによって対日協力政権の

支援に応えようとするものであった。

おわりに

本稿は『揚子江』に掲載された日本人居留民関係の記事を時系列的に紹介・検討し

てきた。その結果，戦時下の上海日本人居留民社会にも歴史的な変化があることが明

らかになり，それは凡そ以下のように時期区分できよう。

（Ⅰ） 第二次上海事変後：第二次上海事変を契機としてそれまで上海に暮らしてい

53　同上，43 頁。
54　上村壽男「在支邦人の決戦目標とは何か」（『揚子江』第７巻第 11・12 号，1944 年 11・12 月，

17 ～ 19 頁）。
55　同上。
56　同上。
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た日本人居留民の一部は日本国内に引揚げたが，戦争景気を当て込んで渡来

したところの一旗組が激増し，彼らの多くは単身出稼者の男女であった。そ

のため，事変直後の虹口地区は俗悪な日本人町と化し，一旗組の所業には目

に余るものあった。

（Ⅱ） 汪精衛政権成立前後：1940 年 3 月末に汪精衛政権が誕生する頃になると，日

本当局による「支那渡航者制限令」や領事館警察の取締りの強化などにより，

戦争利得を求める一旗組は淘汰された。それに代り中支那振興株式会社を中

核とした国策主導型の華中開発が本格化するとともに大企業の日本人従業員

が増加し，上海居留民団職員や上海領事館職員・警察等の公務員・官吏など

　「新興派」居留民が激増した。ここに上海日本人居留民社会は，主に「新

興派」居留民によって構成されるようになり大きく変容した。

（Ⅲ） アジア太平洋戦争後：1941 年 12 月 8 日にアジア太平洋戦争が勃発する上海

租界全部が日本軍の警備下に置かれることになった。上海は「大東亜共栄圏」

内の軍事基地として日本の総力戦体制に順応すべく態勢の整備を進める必要

に迫られ，上海日本人居留民は上海総領事館の指導により一元的な「翼賛体制」

へと組織されていった。

（Ⅳ） 「対華新政策」後：1942 年 12 月，日本政府は戦局の急速な悪化にともない中

国占領地政策を見直し，「対華新政策」を採用するにともない日本人居留民へ

の統制が強化され，戦時色が一段と強まった。上海日本人居留民社会も戦時

体制が強化とともに生活の窮乏化が一段と併進するようになり，1944 年 8 月

からは米軍の空襲に晒されるようになった。

さて，日中全面戦争が勃発するまでの上海日本人居留民社会は，「在華紡」を中心

とした軽工業と中小企業及びサービス産業を基盤としたところの居留民人口 25,000

人前後の安定した社会を形成していた。その社会は「会社派」のエリート層・中間層，

その他の「土着派」一般民衆層から構成されていた 57。こうした上海日本人居留民社

会は，本稿が『揚子江』によって概観したように 1937 年の第二次上海事変から 1945

年の日本敗戦に至るまでの戦時期において量・質とも変容することになった。

戦時上海における日本人居留民数は激増し，1943 年には 10 万人を突破して 4 倍近

くに膨張した。第二次上海事変直後に上海に流入した人々は戦争景気を当て込むとこ

ろの一旗組の単身出稼者の男女が多数を占めたが，日中戦争が「東亜新秩序」のスロー

ガンを掲げ占領地経営・経済建設を課題とする新段階に入ると彼らの多くは淘汰され

た。それに代り中支那振興株式会社など国策会社の従業員や公務員・官吏などの「新

興派」居留民が急増し，彼らは家族同伴の定着志向の「新興派」居留民であったこと

57　拙著『「国際都市」のなかの日本人』（研文出版，2009 年）所収の「第 1 章　上海日本人居留民社会」
参照。
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を『揚子江』は伝えている。そして「新興派」居留民の中にも「幹部級」エリート層

と民衆層の階層が生まれ，それ以外に内山完造のように日中戦争以前から上海に暮ら

す「老上海」日本人居留民たちがいた。

雑誌『揚子江』は，日中戦争が新段階に入り占領地経営や経済建設に携わる「新興

派」居留民及びその家族を主な読者層としていたものと考えられ，彼らに対日協力政

権との「提携」・「相互理解」を訴え，「諸情勢」に関する国策に沿う政治的・経済的・

社会的・文化的な幅広い情報を与え，華中占領地の「建設」・「経営」に寄与すること

を目的したものであったといえよう。
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国語科教育の変革

　国語科教育が変革の時代を迎えている。これをもたらしたのは，教育界では言わず

と知れた「PISA ショック」である。PISA とは「Programme for International Stu-

dent Assessment」の略語で，OECD（経済協力開発機構）加盟国（36 ヵ国）を中心

に平成 12 年（2000 年）以降，3 年ごとに実施されている義務教育修了段階にある 15

歳児を対象とした学習到達度調査のことである。この調査では，主に「読解力」「数

学的リテラシー」「理科的リテラシー」などが測定される。多岐選択式と記述式で構

成され，得点は OECD 加盟国の受験者平均が 500 点，標準偏差が 100 点となるよう

に換算される。

　日本の教育関係者が大きな衝撃を受けたのは，平成 15 年（2003 年）に実施された

PISA の結果だった（結果の公表は 2004 年 12 月）。「数学的リテラシー」「理科的リ

テラシー」は前回同様 1 位グループであったが，このふたつの分野に比べそもそも 8

位と低かった「読解力」だけが，なんと 14 位にまで後退してしまったのである。し

かも 24 点という低下幅が参加国中最大であった。そのため国語の学力低下が新聞な

どでも大々的に喧伝されることになった。これは「ゆとり教育」から学力を取り戻す

ことを目指した「脱ゆとり教育」への転換の大きな引き金になった。

　この原因については，さまざまな分析がなされたが，最も顕著だったのは日本の高

校生の記述問題に対しての無回答率が高かった点にあった。これでは得点につながり

ようがなかった。つまり，選択式問題がほとんどを占める日本の国語テストに慣れた

生徒にとっては，記述問題が約 4 割を占める PISA 型のテストは出題形式そのものが

既に難問といえたのである。

　これは国語と PISA 型の「読解力」の捉え方の違いに起因している。従来の国語で

は「読解力」といえば「文章を読んで，その意味や内容を正確に理解する力」のこと

を指した。ところが PISA 型では「読解力」は「自らの目標を達成し，自らの知識と

可能性を発達させ，効果的に社会に参加するために，書かれたテキストを理解し，利

用し，熟考する能力」と定義されている。つまり，国語のように「理解する力」にと

どまるのではなく「利用・熟考する力」までが「読解力」に含まれたのであった。し

かも，ここで取り上げられた「テキスト」には，国語で扱う文学的文章や説明的文章

新たな時代の国語科教育についての一考察
～変革の内実と国語を担うということの意味～

野 澤 拓 夫
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だけでなく，図，表，地図，グラフ，写真などまでが含まれていたのである。

　文部科学省はこの結果を重く受け止め，国際的にも通用する学力の向上を目指し，

「学習指導要領の見直し」「全国学力調査の実施」「授業改善の徹底」など，学力向上

に向けた具体的戦略の検討に取り組むことになった。（注１）

　しかし，文部科学省も平成 15 年の PISA の結果が発表されるまで，手をこまねい

ていた訳ではない。平成 14 年（2002 年）2 月，遠山敦子文部科学大臣は「これから

の時代に求められる国語力について」検討するよう文化審議会に諮問している。

　これに対し，平成 16 年（2004 年）2 月に答申が出された。この答申では母語であ

る国語の果たす役割の広さと重要性を，以下のような３点にまとめ，それ故「国語力

の向上に不断の努力を重ねることは時代を超えて大切なことである」としている。

　１　個人にとっての国語

　　① 知的活動の基盤を成す

　　② 感性・情緒等の基盤を成す

　　③ コミュニケーション能力の基盤を成す

　２　社会全体にとっての国語

　　① 国語は文化の基盤であり，中核である

　　② 社会生活の基本であるコミュニケーションは国語によって成立する

　３　社会変化への対応としての国語

　　① 価値観の多様化，都市化，少子高齢化などの進展と国語

　　② 国際化の進展と国語

　　③ 情報化の進展と国語

　また，この答申では「国語力のとらえ方」として，

　　①  考える力，感じる力，想像する力，表す力から成る，言語を中心とした情報

を処理・操作する領域

　　②  考える力や，表す力などを支え，その基盤となる「国語の知識」や「教養・価値観・

感性等」の領域

の二領域を挙げ，①の領域を国語力の中核を成すものとしている。

　さらに，「これからの時代に求められる国語力を身に付けるための方策」については，

「国語教育」と「読書活動」が最も有効な手段であるとしている。

　また，「国語教育」の在り方については「国語教育は社会全体の課題としてとらえ

ていく」「言葉への信頼を育てることが大切」「情緒力・論理的思考力・語彙力の育成

を」「『自ら本に手を伸ばす子供』を育てる」「発達段階に応じた国語教育を」と提言

している。

　「読書活動」の在り方については「学校図書館の計画的な整備」「すべての教科で

『読書活動』に取り組む」「望ましい読書指導として，『子供たちの読書意欲を高める』
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『家庭と連携する』」「教科書などの内容を見直す」「関係団体との連携・協力を進める」

などを提言している

　文部科学省は，これらの検討結果をふまえ，平成 17 年（2005 年）12 月，授業改善

に向け「読解力向上プログラム」を公表した。このプログラムは以下の「3 つの重点

目標」と「5 つの重点戦略」から構成されている。

　「3 つの重点目標」

　　１ テキストを理解・評価しながら読む力を高める取組の充実

　　２ テキストに基づいて自分の考えを書く力を高める取組の充実

　　３  様々な文章や資料を読む機会や，自分の意見を述べたり書いたりする機会の充実

　「5 つの重点戦略」

　　１ 学習指導要領の見直し

　　２ 授業の改善・教員研修の充実

　　３ 学力調査の活用・改善等

　　４ 読書活動の支援充実

　　５ 読解力向上委員会（仮称）を設ける

　ここに見られる「テキスト」の文言は，PISA 型の「読解力」の定義を思わせる。

　そんな中，平成 18 年（2006 年）に実施された PISA で「読解力」はさらに 15 位

と順位を落としてしまう結果になった。

　しかし，「読解力向上プログラム」の「5 つの重点戦略」は，着実に実行に移された。

平成 19 年（2007 年）から「全国学力・学習状況調査」が開始されたが，A 問題（知識）

に PISA 型の特徴をもつ B 問題（活用）が加えられた。

　また，同年8月には，「学校教育法」の目標にPISA型の「読解力」の獲得を目指した「…

生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させるとと

もに，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他

の能力をはぐくみ，主体的に学習に取り組む態度を養う…」（第 30 条）を掲げ，これ

に加えて「…当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い，その

結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより，その教育水

準の向上に努める…」（第 42 条）として「学校評価」を義務付けるという大胆な法律

改正を行った。

　さらに，平成 20・21 年（2008・2009 年）これらの教育理念のもと「学習指導要領」

が改訂された。

　これらの改善・改革に向けて実施された方策はようやく結果につながることになる。

平成 21 年（2009 年）に実施された PISA で「読解力」は 8 位と，2000 年と同水準ま

で戻ることができたのである。ちなみに平成 27 年（2015 年）実施の最新結果でも，

同じく 8 位であった。
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学習指導要領が示す国語科の役割と責任

　さて，前章で触れた「学習指導要領」についてであるが，これは全国のどの地域で

教育を受けても，一定水準の教育が受けられるように，文部科学省が学校教育法施行

規則に基づき，各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準として定めて

いるものである。文部科学省に設けられている教育課程審議会の答申を受けて，小学

校，中学校，高等学校別に作成され，教育課程の全般的な事項である総則の他，各教

科別に目標や大まかな教育内容，指導方法が示されている。戦後すぐに試案として作

られたが，現在のような大臣告示の形で定められたのは昭和 33 年（1958 年）のこと

であり，それ以来，ほぼ 10 年毎に改訂されてきた。だから「学習指導要領」の変遷

を辿れば，日本の国語科教育が何を目指してきたのかをつぶさに知ることができる。

小学校，中学校，高等学校の教科書は，この「学習指導要領」に準拠して編集される。

　また，各学校では，この「学習指導要領」や年間の標準授業時数等をふまえ，地域

や学校の実態に応じて，教育課程（カリキュラム）を編成している。

　平成 20 年（2008 年）の「小学校学習指導要領」の総則には「各教科等の指導に当

たっては，児童の思考力，判断力，表現力等をはぐくむ観点から，基礎的・基本的な

知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに，言語に対する関心や理解を

深め，言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え，児童の言語活動を

充実すること」（傍線は筆者による）とあり，10 年前の「学習指導要領」にはなかっ

た PISA 型「読解力」の観点が反映されている。

　グローバル化，情報化社会の到来が叫ばれて久しいが，PISA は国語科教育にグロー

バル化をもたらした立役者と言える。そして，グローバル化，情報化は，一層多様化・

複雑化を増し，子供たちを取り巻く環境は日々予測不可能な変貌を遂げ続けている。

そんな中にあって，国語科教育は子供たちが自らの進むべき道を力強く切り開いてい

くために必要なすべての教科の能力の獲得に欠かせない言語活動の習得を担っている

という点で，その「責任」は極めて重い。

　平成 31 年（2019 年）3 月 31 日に発行予定の『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）

解説 国語編』では，国語科の目標について，

　　 国語で理解し表現する資質・能力は，人々の知的活動や創造力が最大の資源であ

る我が国において，社会の変化に主体的に対応できる力を支える基礎的・基本的

な資質・能力として，今後一層必要性を増してくると考えられる。また，そのよ

うな国語の資質・能力を総合的に身に付けていくことは，人間形成の上でも必要

不可欠なことである。（傍線は筆者による） 

と，国語科教育が人間形成にも資するものであると述べている。また，

　　 　高等学校国語は，従前，社会人として必要とされる国語の資質・能力の基礎を
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確実に育成することを重視しており，今回の改訂でもそれに変わりはない。これ

を充実させるためには，生徒の生涯にわたる社会生活全般を視野に入れた指導が

欠かせないが，とりわけ，学校生活にあっては，その生活全体の中で国語に対す

る関心や理解を深め，国語に関する資質・能力の育成を図る上で必要な言語環境

を整え，生徒の言語活動を充実するよう努めることが大切であり，それには学校

全体の共通理解が必要である。その中心となって，生徒の言語に関する能力の育

成を目指し，直接かつ計画的に指導するのは国語科であり，この意味で，高等学

校国語の果たす役割と責任は極めて大きい。（傍線は筆者による）

と述べ，あらためて国語科教育の果たす役割と責任の大きさについて強調している。

　国語科教育に携わる者，もしくはこれから携わろうとする者は，その「役割と責任」

の大きさを十分に認識し，「国語を担う」ということの意味を強く自覚しなければな

らない。そのうえで，最新の「学習指導要領」と「学習指導要領解説 国語編」を熟読し，

「これからの国語科教育」の方向性を理解し，それに基づいて子供たちにとって最善

となる「よい授業」を模索し，それが実現できるよう最大限の努力を払わなければな

らない。

　また，上記のような国語科の役割，一教科を超える性格に基づき，高等学校国語科

として小学校及び中学校の指導との一貫性を図りながら，生徒の発達の段階に応じた

指導を目指し，以下のような目標を立てている。

　　 　言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で的確に理解し効

果的に表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

　　（1）  生涯にわたる社会生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使う

ことができるようにする。

　　（2）  生涯にわたる社会生活における他者との関わりの中で伝え合う力を高め，思

考力や想像力を伸ばす。

　　（3）  言葉のもつ価値への認識を深めるとともに，言語感覚を磨き，我が国の言語

文化の担い手としての自覚をもち，生涯にわたり国語を尊重してその能力の

向上を図る態度を養う。（傍線は筆者による）

　以上の点をふまえると，「国語科教育の役割と責任」とは，「国語で的確に理解し効

果的に表現する資質・能力」を育成することとなるが，その責任を果たすためには，

さらに「国語の資質・能力」の内容についての理解を深める必要がある。

新しい時代に求められる国語の資質・能力

　「国語の資質・能力」の内容についての理解を深めるために有効なのは，平成 22 年

に告示された前回の学習指導要領が，最新の学習指導要領ではどのように改訂されて
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いるのかを知ることにあろう。この点については，文部科学省が平成 30 年（2018 年）

4 月に「高等学校学習指導要領の改訂のポイント」として，ホームページで公開して

いる。

　国語科に関する部分を続けて長文になるが，次に引用する。傍線が付されているが，

これは筆者によるものではなく，もともと付されているものである。

　１．今回の改訂の基本的な考え方

　　○  教育基本法，学校教育法などを踏まえ，これまでの我が国の学校教育の実践

や蓄積を活かし，子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確

実に育成。その際，子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し，

連携する「社会に開かれた教育課程」を重視。

　　○  知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを重視す

る現行学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で，知識の理解の質を

ささらに高め，確かな学力を育成。

　　○  高大接続改革という，高等学校教育を含む初等中等教育改革と，大学教育改革，

そして両者をつなぐ大学入学者選抜改革の一体的改革の中で実施され改訂。

　２．知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」

　　「何ができるようになるか」を明確化

　 　知・徳・体にわたる「生きる力」を子供たちに育むため，「何のために学ぶのか」

という学習の意義を共有しながら，授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引

き出していけるよう，全ての教科等を， ①知識及び技能，②思考力，判断力，表

現力等，③学びに向かう力，人間性等の３つの柱で再整理。

　　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

　 　選挙権年齢が 18 歳以上に引き下げられ，生徒にとって政治や社会が一層身近

なものとなっており，高等学校においては，社会で求められる資質・能力を全て

の生徒に育み，生涯にわたって探究を深める未来の創り手として送り出していく

ことがこれまで以上に求められる。

　 　そのため，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善が必要。特に，

生徒が各教科・科目等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら，知識を相互

に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題を見

いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに向かう過程

を重視した学習の充実が必要。

　 　情報を的確に理解し効果的に表現する，社会的事象について資料に基づき考察

する，日常の事象や社会の事象を数理的に捉える，自然の事物・現象を観察・実

験を通じて科学的な概念を使用して探究する  など

　３．各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立
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　　○  教科等の目標や内容を見渡し，特に学習の基盤となる資質・能力（言語能力，

情報活用能力，問題発見・解決能力等）や現代的な諸課題に対応して求めら

れる資質・能力の育成のためには，教科等横断的な学習を充実する 必要。また，

「主体的・対話的で深い学び」の充実には単元など数コマ程度の授業のまとま

りの中で，習得・活用・探究のバランスを工夫することが重要。

　　○  そのため，学校全体として，教育内容や時間の適切な配分，必要な人的・物

的体制の確保，実施状況に基づく改善などを通して，教育課程に基づく教育

活動の質を向上させ，学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメント

を確立。

　４．教科・科目構成の見直し

　　○  高等学校において育成を目指す資質・能力を踏まえつつ，教科・科目の構成

を改善。 

　　　  国語科における科目の再編（「現代の国語」「言語文化」「論理国語」「文学国語」

「国語表現」「古典探究」）

　５．教育内容の主な改善事項

 　　言語能力の確実な育成

 　　・ 科目の特性に応じた語彙の確実な習得，主張と論拠の関係や推論の仕方など，

情報を的確に理解し効果的に表現する力の育成（国語）

 　　・ 学習の基盤としての各教科等における言語活動（自らの考えを表現して議

論すること，観察や調査などの過程と結果を整理し報告書にまとめること

など）の充実（総則，各教科等）

 　　伝統や文化に関する教育の充実

 　　・ 我が国の言語文化に対する理解を深める学習の充実（国語「言語文化」「文

学国語」「古典探究」） 

高等学校の各学科に共通する教科・科目等及び標準単位数 
　科目　　　標準単位数　 必履科目　　　　　 科目　　　標準単位数　 必履科目
現代の国語　　　２　　　　　〇　　　　　　国語総合　　　　４　　　　※○ 
言語文化 　　　  ２　　　　　〇　　　　　　国語表現　　　　３
論理国語　　　   ４　　　　　　　　　　　　現代文Ａ　　　　２
文学国語　　　　４　　　　　　　　　　　　現代文Ｂ　　　　４
国語表現　　　　４　　　　　　　　　　　　古典Ａ　　　　　２
古典探究　　　　４　　　　　　　　　　　　古典Ｂ　　　　　４

※〇２単位まで減可

　最後に引用したように科目構成も大きく変わっている。改訂後の各科目が育む力に

ついては，以下のように説明している。
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　　 　考える力については，「現代の国語」，「言語文化」，「国語表現」，「古典探究」では，

論理的に考える力，「論理国語」では，論理的，批判的に考える力，及び創造的

に考える力，「文学国語」では，創造的に考える力の育成に重点を置いている。

共感したり想像したりする力については，「論理国語」を除く全ての科目で，深

く共感したり豊かに想像したりする力の育成に重点を置いている。伝え合う力に

ついては，「現代の国語」，「言語文化」，「論理国語」，「文学国語」では，他者と

の関わりの中で，「国語表現」では，実社会における他者との多様な関わりの中で，

「古典探究」では，古典などを通した先人のものの見方，感じ方，考え方との関

わりの中で伝え合う力を育成することを求めている。 自分の思いや考えについ

ては，全ての科目で，広げたり深めたりすることができるようにすることを求め

ている。（傍線は筆者による）

　これまで引用してきた内容から，新たな時代に求められる「国語の資質・能力」と

は，以下のようにまとめられそうである。

　① 国語で的確に理解し効果的に表現する資質・能力

　② 生涯にわたる社会生活に必要な国語の特質を理解し適切に使う力

　③  生涯にわたる社会生活における他者との関わりの中で伝え合う力，思考力や想

像力

　④ 社会の変化に主体的に対応できる力を支える基礎的・基本的な資質・能力

　⑤ 子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力

　⑥ 学習の基盤となる言語能力，情報活用能力，問題発見・解決能力等

　⑦  科目の特性に応じた語彙の確実な習得，主張と論拠の関係や推論の仕方など，

情報を的確に理解し効果的に表現する力

　⑧ 論理的，批判的に考える力

　⑨ 創造的に考える力

　⑩ 深く共感したり豊かに想像したりする力

　⑪  言葉のもつ価値への認識を深めるとともに，言語感覚を磨き，我が国の言語文化    

の担い手としての自覚をもち，生涯にわたり国語を尊重してその能力の向上を

図ろうとする意識や態度

　これら新たな時代に求められる「国語の資質・能力」を子供たちに育むことが国語

科教育に課せられた「役割と責任」であり，また「目標」であるが，その目標を学校

と社会が共有し，連携・協働して実現していくことを，今回の改訂は求めている。

改善の枠組み① 「CEFR」と「CAN-DO」

　また，「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」そのための「社会に開か
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れた教育課程」の実現を目指して，以下の６点の改善すべき枠組みが「総説」に示さ

れている。

　① 「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・能力）

　②  「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と，教科等間・学校段階間のつながりを踏

まえた教育課程の編成）

　③  「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・指導の改善・

充実）

　④ 「子供一人一人の発達をどのように支援するか」（子供の発達を踏まえた指導）

　⑤ 「何が身に付いたか」（学習評価の充実）

　⑥  「実施するために何が必要か」（学習指導要領等の理念を実現するために必要

な方策）（傍線は筆者による）

　ここで注目したいのが，①「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・能力）

の枠組みである。これまでの「何を教えるか」から「何ができるようになるか」への

転換が今回の改訂の最大の特徴だといえるからである。

　余談になるが，私は現在，日本語学校で校長を務めながら外国人に日本語を教えて

いる。日本語教員になるには資格がいる。その資格取得のため平成 28 年（2016 年）

に日本語教師養成講座で 420 時間以上の教育を受けた。その際に知ったのが「CEFR」

（Common European Framework of Reference for Languages の略語で，ヨーロッパ

言語共通参照枠ともいう）の存在である。

　「CEFR」は欧州評議会が平成 13 年（2001 年）に発表した言語運用能力の尺度で，

さまざまな言語を用いて「何ができるか」を 6 段階のレベルに分けて示すのがその特

徴である。これは欧州の言語教育のシラバス，カリキュラムのガイドライン，試験，

資格制度などに包括的かつ一貫した共通基盤を与えるものとして 20 年間をかけて開

発されたものである。

　日本にも「CEFR」をベースにして構築された新しい英語能力の到達度指標として

「CEFR-J（JAPAN）」が存在する。この指標は「言語を使って何ができるか」を文章

で明示する CAN-DO という能力記述子（descriptor：デスクリプタ）で記述される。

文部科学省は平成 25 年（2013 年）３月に「各中・高等学校の外国語教育における『リ

スト』の形での CAN-DO 学習到達目標設定のための手引き」を公示している。そこで

CAN-DO リスト形式での学習到達目標を設定する目的を以下のように定義している。

　　○  学習指導要領に基づき，外国語科の観点別学習状況の評価における「外国語

表現の能力」と「外国語理解の能力」について，生徒が身に付ける能力を各

学校が明確化し，主に教員が生徒の指導と評価の改善に活用すること

　　○  学習指導要領を踏まえた，「聞くこと」，「話すこと」，「読むこと」及び「書くこと」

の４技能を総合的に育成し，外国語によるコミュニケーション能力，相手の
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文化的，社会的背景を踏まえた上で自らの考えを適切に伝える能力並びに思

考力・判断力・表現力を養う指導につなげること

　　○  生涯学習の観点から，教員が生徒と目標を共有することにより，言語習得に

必要な自律的学習者として主体的に学習する態度・姿勢を生徒が身に付ける

こと

（傍線は筆者による）

　「何ができるようになるか」。日本語教育の学習指導案づくりでは「本時の目標」に

は，この授業を通して「～ができるようになる」と書くことを厳しく指導された。こ

のことが私にはとても新鮮に感じられた。なぜなら，これまで長い間，現代文を教え

る際に，その目標設定や内容がともすると抽象的，情緒的で，客観性に欠けていたり，

主題中心主義的で道徳教育に陥りかねないことに疑問を感じてきたからである。もち

ろん，国語教育と外国語教育とでは明らかに性格が異なる。しかし，上記の「CAN-DO

リスト形式での学習到達目標設定の手引き」で傍線を付した個所のように，語学教育

も単に言語運用能力の育成にとどまるものではないことも確かである。

　もうひとつ注目したいのが，⑤「何が身に付いたか」（学習評価の充実）の評価に

ついての枠組みである。私は常々学生たちに「教育は評価によって完結」すると語っ

てきた。それは教育も他の活動と同様，結果を導くことが大切であり，やりっぱなし

でよいはずはないと考えてきたからである。つまり，「何ができるようになるか」は「何

が身に付いたか」で完結する。学習指導案づくりを指導する際，私が学生たちに指示

してきたのは，学習指導案には「目標」欄だけはでなく「評価」欄を必ず最後に設け

ること。そして評価は「～できたか」というように書いて，設定した目標に対応させ，

その目標に到達できたかどうかを確認する形にすることであった。日本人は努力する

ことには熱心であるが，その努力が実を結んだかどうかについては関心が薄く，淡白

にすぎると私は常々感じてきた。努力が目的化してはいけない。努力は結果に結びつ

いてこそ意味がある。自分が行った授業がどれだけ生徒に意味のあるものになったか，

生徒はそれを実感できているのか。そのことにもっともっと関心を寄せる必要がある

と私は考える。

　先に引用した「CAN-DO リスト形式での学習到達目標を設定する目的」には，「主に

教員が生徒の指導と評価の改善に活用すること」とあったが，この活用の仕方には二

通りある。教師のみと教師と生徒が共有して活用するケースである。後者の場合，生

徒が CAN-DO リストに「できる」「できない」にチェックを入れることで，教師は生

徒の理解度を知ることができ，「できない」を示した生徒への個別指導などの対応が可

能になる。さらに「できない」を示した生徒が多ければ，指導内容の見直しも図れる。

　また，生徒の自己評価のために開発された「香住丘 Can-Do リスト」というものが

あり，このリストの特徴は「できる・できない」のチェックに加えて，「やりたいか・
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やりたくないか」という生徒のニーズや動機も調べることができる点にある。この方

向性は，まさに「教員が生徒と目標を共有することにより，言語習得に必要な自律的

学習者として主体的に学習する態度・姿勢を生徒が身に付ける」という目的にかなっ

ている。（注２）

　これらはいずれも外国語教育についての研究例だ。しかし，学習指導要領の「国語

科改訂の趣旨及び要点」にも「高等学校では，教材への依存度が高く，主体的な言語

活動が軽視され，依然として講義調の伝達型授業に偏っている傾向があり，授業改善

に取り組む必要がある」と指摘されている。生徒たちの自律的・主体的な学習態度・

姿勢を育てていくためには，国語科教育こそ，もっと「評価」に関心を持ち，さまざ

まな角度から「評価の充実」を図る必要がある。

改善の枠組み② 「論理国語」

　さらにもうひとつ注目したいことがある。新たな科目「論理国語」の存在である。

この科目の新設意図は「共通必修科目により育成された資質・能力を基盤とし，主と

して『思考力・判断力・表現力等』の創造的・論理的思考の側面の力を育成する科目

として，実社会において必要となる，論理的に書いたり批判的に読んだりする資質・

能力の育成を重視して新設した選択科目である」と説明されている。

　日本人はよく論理的思考が苦手だといわれる。また同時に批判的思考の習慣が身に

ついていないともいわれる。その原因については，日本は島国のため，他の国々から

の干渉を受けづらかったこと。その後も，江戸幕府がとった鎖国政策や，国内の移動

に厳しい制限が設けられたため，日本全体がいわゆる「村社会（注３）」だったといえる

こと。「村社会」では「以心伝心」が尊ばれ，論理的思考に基づく対話・言動は必要

とされないばかりか，批判的な言動は潔いものではなく，慎むべきものとされたこと。

そのため，個人が個人と対等に議論するための論理的思考や批判的思考は育まれる環

境になかったことなどが考えられる。

　また，よく日本語の特徴として挙げられるのは，

　〇 主語を省略する （主語が省略できる）。

　〇 文末まで否定か肯定か疑問かが分からない語順（SOV）である。

　〇 断定を避けて「思います」や婉曲表現を多用する。

　〇 敬語表現が多く，それと関連して人称代名詞が多い。

　〇 文字の種類が多い。

以上のようなものであるが，これらの多くが日本が「村社会」であったことに起因し

ているように思われる。私が外国人に日本語を教える際に，苦労しているのもこれら

の点にある。
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　例えば，日本人から誘いを受けた際の断り方を外国人には以下のように教える。

　日本人：今夜，映画を見に行きませんか。

　外国人：今夜は，ちょっと。

　「今夜は行けません」とはっきり断らず，「ちょっと」と答え，その後に理由をつけ

ることもしないのが日本語流なのだ。こういえば，ほとんどの日本人は「そうですか。

それじゃあ，また今度機会があったら」と理由も聞かず，潔く引き下がる。だから，誘っ

た日本人に対しての答えはこれで十分なのだと教えるのである。

　また，日本語教育では，敬語表現のうち丁寧語については教える必要があまりない。

それはすべての動詞を「ます形」で教えるからである。外国人は「話します」「食べます」

「買います」で教えられ覚えはじめるので，逆に「話す」「食べる」「買う」の普通形

に直して覚えさせるのに苦労するのである。しかし，日本の社会に彼らが溶け込んで

いくためには，この教え方は極めて合理的であり，また必須でもある。

　先に日本語の特徴として挙げたことがらは，すべて日本の長い歴史の中で，いわば

「文化そのもの」として培われてきたものである。私はよく国語科教育法の授業の中

でこんなことをする。教卓に置いたボールペンを床に落として，学生に「今，起こっ

たことを説明してください」という。これに対して，学生たちは例外なく「ボールペ

ンが床に落ちました」と答える。この答えに対して，私は学生たちに「ボールペンが

自然に落ちるはずはなく，ボールペンは私が落としたのです」といい，「これが日本

人の意識構造です。ここには論理がなく，責任の所在も明らかにされない。これは決

してグローバル・スタンダードではありません。国語を教えようとする者は，このこ

とを必ず心にとどめておいてください」と話す。しかし，これは日本語が非論理的な

言語であることの証左にはならない。これは日本語を使う私たちの意識，あるいは日

本文化が持つ性格であるとしかいいようがない。

　現在，日本には多くの外国人が暮らしている。私が住む東京でも，勤務地の栃木県

小山市でも，外国人を見かけない日は一日としてない。日本国内のグローバル化もど

んどん進行しているのである。その新しい時代を国語科教員が教育する生徒たちは担

い，新たな道を切り開いていかなければならないのである。国語科教育は，世界に互

角以上に伍していくための術を，彼らに身につけさせなければならない。否，世界の

人々と日本の中でも外でも協働して新しい世界を創造していくための資質・能力を彼

らが獲得できるよう導いていかなければならない。日本にいるのだから，外国人が日

本人に合わせるべきだなどと言っていては，真のグローバル化など，夢物語に終わり

かねない。日本文化なのだから仕方がないでは通用しないのである。これを担えるの

は教育しかない。しかもそれは国語科教育なのだと私は考える。

　ここに取り上げた新設された「論理国語」が目指す「論理的に書いたり批判的に読

んだりする資質・能力」の育成は急務といえる。従来の国語科教育で「テキスト（教
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科書）を批判的に読ませるという指導」はなかったからである。

　生徒を主体とした新たな教育スタイルとしてよく取り上げられるアクティブ・

ラーニングのひとつ「教育ディベート」の目的には「アーギュメンテーション

（argumentation）教育」（対話型立論・論証）があるといわれ，また以下のような副

次的な効果がもたらされるといわれる。（注４）

　　１ 問題意識を持つようになる。

　　２ 自分の意見を持つようになる。

　　３ 情報を選択し，整理する能力が身に付く。

　　４ 論理的にものを考えるようになる。

　　５ 相手（他人）の立場に立って考えることができるようになる。

　　６ 幅の広いものの考え方，見方をするようになる。

　　７ 他者の発言を注意深く聞くようになる。

　　８ 話す能力が向上する。

　　９ 相手の発言にすばやく対応する能力が身に付く。

　　10 主体的な行動力が身に付く。

　　11 協調性を養うことができる。

　　12 コミュニケーション能力を向上させる。

　いずれも国語科教育にバラ色の効果が期待できそうな内容であるが，このディベー

トが国語科教育としてなかなか日本で定着できないのには理由がある。ディベートは

もともと競技だから勝敗をつけなければならないことが，日本の教育にはなじまない

といわれてきたこと。参加者の意思とは無関係に役割（肯定側・否定側）を分担させ

なければならないこと。議論においてのルールの設定が必要であること，などがその

理由として挙げられる。しかし，それにも増して，日本の生徒たちは相手の弱点を探

し，批判的に議論することに慣れてはいない。また，批判にさらされることにも慣れ

ていないのである。さらに，この授業スタイルの準備と実施には専門的知識が要求さ

れ，相当の時間と手間もかかる。しかも肝心の指導する立場の教員が，これらの経験

をほとんど積んでいないからである。

　しかし，だからこそ国語科教育に「論理国語」という科目を新設しなければならな

かったわけである。国語科教育に携わる者，また携わろうとする者は，それがどんな

にたいへんなことであろうと「習わぬ経は読めぬ」では済まされないこの状況を，しっ

かりと認識しなければならない。

　ここで，「新学習指導要領」の取り扱いについて，確認しておこう。文部科学省は

平成 29 年（2017 年）３月から幼稚園，小学校，中学校の学習指導要領を順次公示し，

高等学校については，平成 30 年（2018 年）３月に公示した。今後，平成 34 年（2022 年）

４月以降に高等学校の第１学年に入学した生徒から年次進行により段階的に適用する
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としている。また，それに先立って，「新学習指導要領」に円滑に移行するための移

行措置を実施することとしている。

　つまり，現在は移行段階にあるということである。しかし，新たな時代はまったな

しでやっくる。そして一日一日その姿を変貌し続ける。「学習指導要領」と「学習指

導要領解説（国語編）」は，子供たちの成長段階を見通し，学校教育を通じて子供た

ちが身に付けるべき資質・能力や学ぶべき内容，学び方を示す「学びの地図」であり，

国語科教育を担う者にとってはテキスト（教科書）ともいうべきものである。必ず，

熟読し，そこに盛られた内容・指導方法などを十分に理解したうえで，活用できるも

のは直ちに実践しに移し，日々の教育に活かしていかなければならない。

　先に PISA が国語科教育にグローバル化をもたらした立役者だと述べたが，今回の

学習指導要領の改訂によって国語科教育もようやくグローバルスタンダード（世界標

準）の道を歩みはじめたように思う。新たな時代の国語科教育を担う者たちには視野

をさらに広げてほしい。その広い視野をもって，新たな時代に求められる「国語の資

質・能力」を子供たちに育んでほしい。教育にしかできないことがある。「国語を担う」

ということは，「教育を担う」ということに等しい。その大きな責任を自覚し，その

責任を果たすために，新たな時代の教育にふさわしいさまざまな教育スタイルを模索

し，その実行に向け果敢に挑戦してほしい。

教育改革と入試改革

　ここまで，国語科教育の変革が PISA によってもたらされ，教育界のグローバル化

が大きく進んできたことについて述べた。この変革は否応なしにはじまったが，現在

は着実に改革の道を歩んでいるように思う。しかし，もちろん教育改革と一言でいっ

ても，日本における国語教育の歴史は古く，この小稿でも触れた通り，国語は長い時

間の中で社会によって培われた文化そのものともいえるから，それを改めるというこ

とは並大抵なことではない。

　ところが，実は，その改革を実行性のあるものにするための方策がある。それは「入

試改革」である。大学入試を改革が目指す方向に大きく変えれば，それが原動力になっ

て，大学入試改革実施元年から遡ってそれが適用される年度の児童・生徒を対象にし

た中学入試・高校入試が大きく変わる。その結果として小学校・中学校・高等学校で

の教育内容が大きく変わっていくということである。

　約 30 年続いたセンター試験は，本年度で終わる。平成 32 年（2020 年）度（実施

は 2021 年 1 月）からは「大学入学共通テスト」が導入されることになる。それに備

えて中学・高校入試が既に大きく変わりはじめている。

　その例のひとつ，平成 30 年（2018 年）の中学入試では，中学受験最難関校の開成
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中学で「開成ショック」と呼ばれる変革が起きた。以下にその問題を紹介するが，こ

れは教育業界全体に大きな衝撃を与えることになった。

　大手百貨店から依頼され，「北海道物産展」のためのカニ弁当の仕入れ販売を担当

した商事会社の大西・小池両社員について，売り上げグラフを示しながら部長が社長

にその成果を報告。その報告に社長が異論を唱えたという設定での，次の二問である。

　　問一　 社長は，部長の報告のどの表現に，客観性に欠けたものを感じたのでしょ

うか。二つ探し出し，なるべく短い字数で書き抜きなさい。

　　問二　 大西社員より小池社員の方を高く評価する社長の考えとは，どのようなも

のと考えられるでしょうか？「たしかに」「しかし」「一方」「したがって」

の４つの言葉を，この順に，文の先頭に使って，四文で説明しなさい。

　これはまさに PISA 型の「読解力」が問い「新学習指導要領」が「国語の資質・能

力」として目標に掲げた「思考力・判断力・表現力」そして「問題解決力」が問われ

た問題といえる。しかも国語では扱ってこなかったグラフが使われているのである。

　このように入試問題が大きく変われば，それに対応できるようにあらゆる教育機関

が教育内容を大きく変えざるを得なくなるのである。後先が逆ともいえなくはないが，

これが自然な流れなのである。

　大学入試センターは，平成 29 年・30 年の 11 月に「大学入学共通テスト」のプレ

テストを実施した。このプレテストの「特徴」「求められる力」「なぜ求められる力が

変わるのか」「対応策」について述べたベネッセコーポレーションの鎌田恵太郎研究

開発室室長のコメントの一部を以下に紹介する。（注５）

　《 特徴 》 

　　 全教科を通じて知識そのものを問う出題が大きく減り，問題文をよく読み取らな

いと解答できない問題が増えました。問題文は，日常的・社会的な題材が増え，

資料類，データ，会話文等種々のものが扱われるようになっています。知識を問

うのでは無く，活用する力を問うということが鮮明になりました。

　　 【国語】：① 現代文・古典を問わず，一つの大問の中に複数の文章や資料，会話

文等が含まれており，それらの統合的な解釈が求められた。

　　② 問題数が１大問増え，第一問が 120 字程度までの記述式解答。

　　③ 文学的な文章では小説だけではなく，詩やエッセイ等幅広い素材。

　《 求められる力 》

　　 【国語】：① 第一問の記述式設問は，本文・設問文と同時に，与えられた条件文

を正確に把握することが重要。その条件に当てはまるように，本文中から情報を

取り出して解答を構成する力が問われます。

　　 ② 一つの大問に複数の文章や資料等があり，それらを比較検討して，統合的に

解釈する力が重要。日常扱われる図表・規則条文等の読み取りや解釈に慣れてお
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く必要があります。

　《 なぜ求められる力が変わるのか 》

　　 各教科に共通して言えることですが，実際に社会で必要な力に近いものが求めら

れるようになったといえるでしょう。現代は変化が激しく次々に新しい知識・技

能が必要になる時代です。知識をたくさんもっているかどうかよりも，課題を解

決するために必要な知識を活用できるかどうかが重視されるようになりました。

　《 対応策 》

　　 プレテストをみると，全教科を通じて読まなければならない文章や図表・資料の

量が増え，テーマや資料の種類も多様になっています。様々な素材を統合的・論

理的に早く正しく読み取らなければなりません。

　　 そのためには，様々な文章を読んだり書いたりする際の作法として，読むときに

発揮する論理的な思考スキル，書くときに発揮する論理的な思考スキルを身に付

ける必要があります。つまり，「課題をとらえ」「主張をとらえ」「根拠をとらえる」

方法を学ぶことです。

　この「大学入学共通テスト」プレテストの分析に見るように「教育改革」と「入試

改革」は，強くリンクしている。文部科学省が「教育改革」を実効性のあるものにす

るため，大胆な「入試改革」とセットにしたことは，極めて優れた方策であったとい

え，高く評価できると私は考える。

「よい授業」づくりに向けて

　さて，ここまで述べてきた内容は，私の「国語科教育法」の授業では，いわば理論

編である。私は常々学生たちに「実践にはその背景に理論がなければならない」と語っ

ている。平たくいえば「理論」は，ここでは「理想とする目標」と言い換えられ，つ

まりは「目標がない実践に達成はない」という意味である。常に「理想とする授業」

が念頭にあって，その実現に向け全力を尽くし「よい授業」づくりに取り組んでいく。

このことが教員にとっては最も大切であり必要なことだと私は考える。

　理論編に続いて実践編に入るべきなのだろうが，実践編については稿を改めたい。

そこで最後に，私の「国語科教育法」での授業実践の一部を紹介して「まとめ」に代

えたい。

　私は「国語科教育法」の最初の講義で，必ずグループ分けした学生たちに「どんな

授業が『よい授業』なのか」を問いかける。学生たちにはグループごとに「よい授業」

の条件について討論させ，その結果を発表させる。その発表をふまえて，さらにクラ

ス全体で討論させる。その後で，「生徒による授業評価アンケート」（注６），「授業過程

評価ポイント」（注７ 添付資料１）・「『授業評価シート』内容の集約」（注８ 添付資料２）などの関
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係資料を配布して，「よい授業」とは何かを「授業評価」の観点から分析したまとめ

と解説に入る。なお，いくつかの教育実践例（「ディベート」「学習ゲーム」など）を

DVD で紹介・解説している。

　また，これらをふまえた「よい授業」「よい指導案」づくりを実践させる模擬授業

については，グループごとに教材を与え，グループの構成人数分だけ「教師用指導書」

のコピーを配布し，準備に入らせる。学生たちはグループリーダー・発表担当者（同

一人物とは限らない）を中心に，協働して教材のジャンルや作品の性格に適した指導

方法・授業形態等について討論し，意欲的な授業プランを立てる。それに基づき学習

指導案を作成し，模擬授業を行う。模擬授業の際には，全員に「授業評価シート」を

配布し，その指導方法等の適否について考察・評価させ，授業終了後に質疑・討論を

行ったのち，私のまとめと解説に入る。

　これが私の授業スタイルだ。学習者の主体性・自律性を育むためには「主体的な学

び」「対話的な学び」「深い学び」による「気づき」の視点が重要である。

　新たな時代の「よい授業」づくりのためには，教員は教員主役のワンマンショー型

から脇役のファシリテーター型（注９）に移行しなければならない。私が学生たちに目

指させたい「よい授業」とは，学習者自身が問題意識を持ち，考え，分析し，協働し

て行う作業の中から結論（結果）を導き出す，その過程を通して発見の喜びと達成感

を味わえるという欲張りな授業である。

　これを学習者に体現させるためには，教員はそれに見合うだけの術を身につけなけ

ればならない。「グループ・ディスカッション」「ディベート」「グループワーク」「ワー

クショップ（注 10）」「アクティブ・ラーニング」「反転授業（注 11）」「ICT《情報・通信技

術》（注 12）」など。しかもこれらを活用できるだけでは十分ではない。なぜなら，これ

からの学習者はスマートフォン，パソコン，インターネットを自由に使いこなすデジ

タルネイティブ（注 13）がさらに進化した世代になるからである。これらを駆使できる

能力が，新たな時代の「国語科教育」，「国語を担う」教員には必要だ。繰り返しにな

るが「国語を担う」ことは「教育を担う」ことに等しい。その意味をしっかりと認識

し，気概と覚悟をもって新たな時代にふさわしい国語科教育実現のために研鑽を積ん

でほしい。

注記
（１） 「PISA で教育の何が変わったか～日本の場合～」教育テスト研究センター CRET シン

ポジウム　2010.12　報告書 P.4
（２） 文部科学省－ブリティッシュ・カウンシル共催シンポジウム CAN-DO リストを活用し

た学習到達目標の設定と評価～ CEFR が日本にもたらす示唆～　事例発表②「CAN-DO
リストを利用した学習と評価のサイクル化に基づく授業の効率化－生徒と教師の内省
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のための道具として」永末温子（福岡県立香住丘高等学校教諭）2012.5 .29 P.2
（３） 「村社会」とは，集落に基づいて形成され，有力者を頂点とした序列構造を持ち，昔か

らの秩序を保った排他的な社会を指す。村社会にはしきたりがあり，それを破ったも
のには村八分などの制裁が科せられる。そこから派生して，同じような構造を持つ閉
鎖的な組織や社会も村社会と呼ばれる。（Wikipedia）

（４） 「教育ディベートハンドブック」川本信幹・藤森裕治編『月間国語教育別冊』（東京法
令出版）1993  P.12 ～ 13

（５）2018.12.21 インターネット配信 P.1 ～ 2
（６） 日本大学の法人内の高等学校・中学校が実施しているアンケートで，学校教育の中心

である授業に関して，生徒からの評価を受けることにより，個々の教員の教育力の向上，
ひいては組織全体の教育の質的向上を図ることを目的としている。評価は「A あては
まる」「B 大体あてはまる」「C あまりあてはまらない」「D あてはまらない」の４段階で，
ABCD の評価の割合をグラフで表す。毎年 10 月に実施し，その結果は年度末に解説を
付けて保護者に配布し，インターネットで公開している。（インターネットで配信され
ている「生徒による授業評価アンケートの集計結果」に書かれた文章を参照） 「よい授
業」づくりのための参考資料。

　　 項目と質問内容は以下の通り。
　　　　　　　　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　質問内容
　　　プレゼンテーション　説明　　　　　　①授業の説明はわかりやすい
　　　　　　　　　　　　　話し方　　　　　②話し方は明瞭で聞き取りやすい
　　　　　　　　　　　　　板書資料　　　　③板書や資料は見やすく工夫している
　　　　　　　　　　　　　進度　　　　　　④年間の計画どおりに授業が進んでいる
　　　コミュニケーション　関係　　　　　　⑤質問への対応がわかりやすい
　　　　　　　　　　　　　熱意　　　　　　⑥授業に対する熱意が感じられる
　　　授業の効果　　　　　授業の理解度　　⑦小テストや宿題で，より授業が理解できた
　　　　　　　　　　　　　効果　　　　　　⑧ この授業を受けて学力や技能の向上を実感

している
（７） 「よい授業」づくりのための参考資料。模擬授業を行う際や，「授業評価シート」を書

く際にチェックしておきたいポイントを記したもの。日本大学櫻丘高等学校教諭だっ
たころ担当した教育実習や文理学部での教育実践指導などで使用したもの。当時，品
川利幸国語科元教諭（のちに通信教育部非常勤講師）が他教科も含め，教員からの意
見を集約して編集したものを再編集した。資料１として添付した。

（８） 「よい授業」づくりのための参考資料。模擬授業中，参観した学生たちに書かせた「評
価シート」の評価を集約したもの。「評価シート」そのものは，評価者の氏名を切り取っ
てコピーしたものを発表者に渡している。最初の授業で配布するのは過去に実施した
際のもの。この小稿では「グループワーク」に限定して抜粋。資料２として添付した。

（９） 「ファシリテーター」とは，自分自身は集団活動そのものには参加せず，あくまでも中
立的な立場で集団活動がスムーズに進み，成果が上がるように支援する人のことをい
う。自分の意見を述べたり，自ら意思決定することはない。

（10） 「ワークショップ」とは，参加者全員が自発的に作業やディスカッションなど，協働す
ることを通して，スキルを伸ばす「体験型講座」のこと。

（11） 「反転授業」とは，自宅でビデオ授業を視聴して予習，教室では演習型の授業に臨み，
生徒同士が協働しながら取り組む形態の授業のこと。

（12） 現在，ICT を活用している学校は多く，私が校長を務めた日本大学高等学校・中学校
では，全教室に電子黒板が設置され，全校生徒が自分の iPad でアクティブ・ラーニン
グに臨み，スタディサプリなどを使用して，予習などにも有効に活用している。なお，
毎年 5 月から 6 月に「教育 IT ソリューション EXPO」が東京ビックサイトで開催され，
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ICT 機器，デジタル機材，e ラーニング，各種学校向けサービスなど最新の製品や企
業の取り組みが紹介されている。

（13） 「デジタルネイティブ」とは，生まれたとき，あるいは物心がつく頃からインターネット
やパソコンが普及した環境の中で育ってきた世代で，日本では 1990 年代半ば生まれ以
降が該当する。

添付資料１

 授業過程評価ポイント 

10) 特定の生徒の反応のみで授業を進めることは
　　なかったか。
11) 指導案どおりに授業は進んでいたか。
12) 授業の組み立てが上手くできていたか。
13) 発言者が偏っていなかったか。
14) 教師の働きかけに対して生徒は適切に反応で
　　きていたか。

【授業技術】 
15) 説明は変化に富み，具体的になされてい

たか。
16) 言葉の使い方は分かりやすかったか。
17) 生徒の興味や注意を持続させる配慮がな

されていたか。
18) 教師の話し方，速度，声の大きさは適切

であったか。
19) 発問は明瞭であったか。
20) 生徒をよく集中させていたか。
21) 課題に応じて教材が上手く用いられてい

たか。

22) 指名の仕方は適切であったか。
23) 机間巡視が適切に行われていたか。
24) 生徒の理解度の確認が徹底してなされて

いたか。
25) 板書計画が上手くできていたか。
26) 教材研究が十分になされていたか。
27) 生徒の誤りを適切に取り上げていたか。
28) 生徒の疑問を積極的に取り上げていたか。
29) 教え方が上手かったか。

【指導態度】 
30) 教師は十分に自信をもって指導していた

か。
31) 生徒の発言を十分に生かした指導ができ

ていたか。
32) 生徒への態度は公平であったか。
33) 生徒の緊張をほぐす態度が見られたか。
34) 生徒の能力差に応じた対処がなされてい

たか。
35) 生徒一人一人を十分に指導しようとして

いたか。
36) できる生徒中心の授業になっていなかっ

たか。
37) 生徒同士が協力し合うような指導ができ

ていたか。
38) 個々の生徒の発言を大切にしていたか。
39) 教師の意欲的な態度がうかがえたか。
40) 生徒が生き生きと授業に参加できるよう

な配慮がなされていたか。
41) 生徒中心の授業が展開できていたか。

【授業の流れ】 

１) 授業への導入は十分であったか。
２) 学習目標は明確にされたか。
３) 十分な深まり，山場が作れていたか。
４) まとめは十分であったか。
５) 時間配分は適切であったか。
６) 指導計画にこだわり過ぎず，柔軟な展開

ができていたか。
７) 目標は十分達成されたか。
８) 生徒の理解度を確認しながら進めていた。
９) 生徒に考える時間を十分に与えていたか。
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添付資料２

「授業評価シート」内容の集約

《グループワークについて》 
〇 グループワークーを活用して，生徒の主体性を引き出すような授業展開を考えたい。 
〇 グループワークは一方的な講義形式にならない点で優れている。 
〇 グループの人数は，１グループ４人を基本にするとよい。 
〇 グループワークは，ワークショップ形式で行わせるとよい。 
〇 教科書を読ませるとき，グループごとに競わせるのも有効な方法である。 
〇 グループワークさせる利点は，難解な内容でも生徒たちは考えを共有でき，助け合って安心し 
  て課題に取り組むことができる点である。 
〇 グループワークでの課題は絞る必要がある。 
〇 グループワークの場合，課題をどのように分けて与えたらよいか，十分考慮する必要がある。 
〇 ワークシートの使用は，グループワークをスムーズに進行させるために有効な方法である。 
〇 グループワークさせる際には，指示は簡潔，明確に出す。 
〇 グループワークでの話し合いは，時間を明確に区切る必要がある。その際，⿊板の上にある時 
   計の針の位置(〇〇分まで)で示すと分かりやすい。アラームを使用するとよい。 
〇 個人で考えさせ，その後グループで話し合わせるのが理想的であるが，これには時間がかかり 
  過ぎる可能性があるので，その点は臨機応変な対応が望まれる。 
〇 グループワークで難度の高い内容を扱う場合には，あらかじめヒントを与えておくのが有効で 
   ある。 
〇 グループワークの場合，発言させるか書かせるかについて考慮しておく必要がある (ただし， 
  書かせた方が確認できたり，達成感を味わえたりする利点はある)。 
〇 グループワークをさせる場合には，発表の機会を与えないと，生徒のモチベーションが下がる。 

逆に生徒の意見を取り上げてあげるとモチベーションが上がる (違ったものの見方や考え方が 
   あることを知る機会にもなる)。 
〇 古典の授業でも，グループワークの機会を作るのは有効である (授業の最後にその章段の魅力 
  《おもしろさ》，テーマなどについて話し合わせ，感じ方を共有させたい)。 
〇 古典の授業でも，グループワークで書き下し文や訳文を作成させるなど，生徒参加型の授業は 
   目指せる。 
〇 グループワークでは，各グルーブ間，また全体での意見交換，意識の共有の方法に配慮する必 
   要がある。 
〇 グループワークさせている間の机間巡視，その際の声掛けは重要である。特に話し合いがとま 

っているような場合には，働きかけが必要である。 
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